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蓄告
動脈管依存性先天性心疾患(新生児)に投与する場合に
は、本剤投与により無呼吸発作が発現することがある
ので、呼吸管理設備の整っている施設で投与すること。

(効能・効果〕

■慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化

症）における四肢漬癌ならびに安静時癌痛の改善
■下記疾患における皮間潰癌の改善

進行性全身'性硬化症

全身性エリテマトーデス

団糖尿病における皮厨潰癌の改善

国振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改
善ならびに末梢循環・神経・運動機能障害の回復

■動脈管依存性先天性心疾患における動脈管の開存

禁忌（次の患者には投与しないこと）
(1)重篤な心不全の患者［心不全の増強があらわれる

との報告がある｡］
(2)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人［添付文
書「妊婦への投与」の項参照｡］

(3)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。
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※その他、用法・用量、使用上の注意は、添付文書等をご参照下さい。
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副会長木佐貫一成

年初来、阪神大震災、サリン放出事件など予期しなかった出来事が続き、多難な幕

開けとなりましたが、被災された会員をはじめ市民の皆様方に深く御同情申し上げる

とともに、一日も早い復旧を心より希って居ります。

さて、日整会広報室ニュース(1995.3.25)に当時の山内理事長が｢２１世紀の整形外科」

と題する座談会で、アメリカのDr・Sarmientoの貴重な意見を紹介されています。．岐

路に立つ整形外科"の３つの問題点、即ち整形外科の細分化の問題、業界との癒着、

医療経済の危機を挙げている。

学会の細分化は整形外科学会の形骸化、消滅の危険性を芋んでいると警鐘を鳴らし

ている。勿論、治療面ではスペシャリストが必要で、良いジェネラリストがいて、患

者の全体像を診た上で然る可き専門家に委ねるのが好ましい姿であると提言している。

つまり、開業整形外科医がジェネラリストとしての誇りと自覚を持ち研讃を積む事

が、日整会内での私達の立場をますます重要なものとするに違いない。行政は医療費

の一部負担率の増加、薬剤費償還制度の導入等を計画し、私達末端医療機関に更なる

サバイバルレースを強いようと図っているようです。

サバがイバルのであれば、この際イワシだって、いやメダカだってイバッテも一向

に構わない。個々の力では自ずと限界があり、組織としてより一層の結束と強化を計

ることが私達の意見を日整会、更に日医、行政へと反映させることに繋がると思いま

す。

残された任期中、私の能力の許す限り頑張りたいと思いますので会員諸先生がたの

御指導と御鞭捷をお願い申し上げます。
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第19回大阪臨床整形外科医会定時総会及び講演会

日時：平成７年４月22日(土）

場所：大正製薬株式会社大阪支店６階ホール

（１）総会午後3:00～3:3０

１．開会宣言長田副会長

２．会長挨拶小杉会長

３．議事議長松尾先生

副議長安藤先生

第１号議案平成６年度庶務及び事業報告について承認を求める件

木佐貫副会長

第２号議案平成６年度収支決算について承認を求める件早石理事

第３号議案平成７年度事業計画案について承認を求める件長田副会長

第４号議案平成７年度収支予算案について承認を求める件早石理事

第５号議案大阪臨床整形外科医会会則並びに会則施行細則の一部改正について

承認を求める件三橋理事

４．閉会宣言木佐貫副会長

(Ⅱ）医療薬品紹介午後3:30～3:４５

静注用ＰＧＥl製剤｢パルクス注｣について

大正製薬㈱大阪支店医薬情報部課長菊田良雄

(Ⅲ）講演会午後3:50～6:００

(1)．「社保審査の現況」

大阪臨床整形外科医会反田理事

(2)．「労災・自賠責の最近の話題」

大阪臨床整形外科医会三橋理事

(3)．「一人医療法人と財産管理法人～医師税制を徹底検証する～」

関総研代表公認会計士関博先生

(Ⅳ）懇親会午後6:00～

－２－



I･平成６年度ＯＣＯＡ庶務及び事業報告

(1 )．会員状況

期首(平成６年４月１日）

期末(平成７年３月31日）

退会者（３名）

268名

280名

(2)．

死亡退会２名吉本一郎先生

是成太一先生

研 修会

○第57回研修会及び平成６年度総会

平成６年４月23日(土）於：天王寺都ホテル本館

「整形外科領域におけるMicrosurgeryの応用」

大阪市 立 大 学 整 形 外 科 教 授 山 野 慶 樹 先 生

○第58回研修会

平成６年６月４日(土）於：大阪ターミナルホテル

「頚椎症の診断と治療一脊椎後方要素の先天奇形の臨床的意義一」

大阪赤十字病院整形外科部長渡辺秀男先生

「整形外科医とエイズ」

大阪 大 学 環 境 医 学 教 授 越 智 隆 弘 先 生

○第59回研修会

平成６年７月２日(土）於：大阪ターミナルホテル

「慢性関節リウマチと類似疾患の鑑別のポイント」

鳥取大学整形外科助教授豊島良太先生

「オーバーユースのスポーツ障害一現状と対策一」

大阪市立大学医学部リハビリテイション部助教授大久保衛先生

○第60回研修会

平成６年１０月１５日(土）於：大林ビル

「ＲＡの成因と早期治療」

国立大阪 南 病 院 整 形 外 科 医 長 村 田 紀 和 先 生

「整形外科に於ける社会保険診療の実際一プライマリーケアを中心として－」

ＪＣＯＡ理事長船越整形外科院長船越忠先生

○第６１回研修会

平成６年１１月26日(土）於：大林ビル

「足のスポーツ障害」

大 阪 医科大学整形外科講師木下光雄先生

「慢性関節リウマチの最近の治療」

行岡病院院長前田晃先生

○第６２回研修会

平成７年２月25日(土）於：新大阪ワシントンホテル

「関節リウマチ・変形性関節症の病態」

－３－



大阪大学整形外科講師木村友厚先生

「スポーツによる肩甲上神経障害」

京都大学医療技術短期大学部教授浜弘道先生

○ＯＣＯＡ，府医共催研修会

平成６年 ７月28日(木）於：大阪府医師会館

「人工股・膝関節、その現状と将来」

近畿大学整形外科教授田中清介先生

○ＯＣＯＡ講演会

平成６年１１月１７日(木）於：大阪ウエステインホテル

「新鮮アキレス健皮下断裂の保存的療法」

杏林大学整形外科教授石井良章先生

(3)．各種会識開催及び出席状況

Ａ）ＯＣＯＡ関係

①ＯＣＯＡ定時総会［6.4. 2 3 ］ 於 ： 天 王 寺 都 ホ テ ル 本 館

②定例理事会４回［6.6.11、6.9.17,6.12.17,7.3.18］

③柔整師会との新年互礼会［7.1.14］（木佐貫）

④ＯＣＯＡ会報編集委員会［7.2.2］（小杉、長田、大竹、松矢、丹羽、瀬戸）

Ｂ）ＪＣＯＡ関係

①ＪＣＯＡ医療システム委員会［6.4.10］（小杉）於：東京

②ＪＣＯＡ近畿ブロック会議［6.4.17］（長田､木佐貫､大橋､三橋､堀木）於：神戸

③ＪＣＯＡ代議委員会［6.4.24］（小杉、長田、木佐貫）於：東京

④ ＪＣＯＡ総会［6.6.25］（伊藤）於：宇都宮

⑤第７会ＪＣＯＡ学会［6.6.26］（長田、木佐貫、伊藤、坂本他）於：宇都宮

⑥ＪＣＯＡ医業経営委員会［6.8.28,6.11.6,7.2.25］（小杉）於：東京

⑦会則等検討委員会［6.9.25］（三橋）於：東京

⑧ＪＣＯＡ社会保険等検討委員会［6.10.1,7.1.22,7.3.19］（反田）於：東京

⑨ＪＣＯＡ各県代表者会議［6.10.10］（木佐貫）於：山口

⑩ 第 ２１回ＪＣＯＡ研修会［6.10.8～１０．１０］於：山口

⑪ＪＣＯＡ組織委員会［6.11.5］（福井）於：福井

⑫第９回ＪＣＯＡ学会(和歌山)第１回準備委員会［7.1.22］（長田）於：大阪

Ｃ）日整会関係

①日整会評議員会［6.5.11］（伊藤、大橋、坂本）於：仙台

②日整会リウマチ委員会［6.6.10,6.8.20,6.8.21,7.2.18,7.2.19］（堀木）

於：東京

③日整会身体障害委員会［6.6.16,6.9.29,6.11.24,7.1.26］（坂本）於：東京

④日整会理事会［6.6.23,6.7.26,6.9.6、６．１０．６，６．１１．１６，６．１２.14,7.2.9,7.3.

10］（坂本）於：東京

⑤日整会移植問題検討委員会［6.9.8］（伊藤）於：東京

⑥日整会近畿地区資格認定委員会［6.10.5］（大橋）於：大阪

⑦日整会役員・評議員懇談会［6.10.6］（伊藤、大橋、坂本）於：神戸

－ ４－



⑧日整会中央資格認定委員会［6.11.5］（大橋）於：東京

⑨日整会移植問題検討委員会［6.11.24］（伊藤）於：広島

Ｄ）大阪府医師会関係

①大阪府医師会医学会運営委員会

［6.4.25,6.5.23,6.6.27、6.7.25,6.8.22,6.9.26、6.10.24,6.11.28,6.12.19,

7.1.21,7.2.27,7.3.27］（大橋）

②大阪府医師会医学会評議委員会［6.11.13］（大橋、堀木、長田、服部）

③大阪府医師会単科医会連絡協議会［6.6.23］（堀木）

④大阪府医会連合規約委員会［6.11.24,7.2.9,7.3.30］（木佐貫）

⑤大阪府医師会交通事故医療委員会［6.6.15,6.12.15］（平山、八幡、三橋、木佐貫、

越宗、坂本）

⑥大阪府医師会医療保険委員会

［6.6.27,6.7.21,6.7.27、6.11.2,6.12.5,6.12.22,7.1.25,7.3.2］（伊藤）

⑦大阪府医師会健康スポーツ医学委員会

［6.6.29,6.10.5,7.1.12,7.3.8］（平山、八幡、坂本）

⑧府医健康スポーツ医学再研修会［6.7.23］（平山、八幡、坂本）

⑨府医健康スポーツ医学講習会［6.11.19,6.11.20］（平山、八幡、坂本）

⑩大阪府医師会労災、自動車保険診療費に関する説明会［6.7.11］（平山、八幡、三
橋、坂本）

⑪大阪府医師会労災部会役員会

［6.6.17,6.7.15,6.9.16，6.10.21,6.11.18,6.12.3,7.1.20,7.2.17］（平山、
三橋、坂本）

⑫大阪府医師会産業医部会常任委員会（坂本）

⑬大阪府医師会医事紛争特別委員会［6.4.6,6.5.18,6.6.1、6.8.3,6.9.7,6.11.2,
7.1.１１，７．２．１，７．３．１］（八幡、坂本）

⑭大阪府医師会自動車保健医療連絡協議会［6.6.24,6.11.9］（平山、八幡、三橋）

⑮大阪府医師会交通事故医療研修会［7.3.29］（平山、八幡、三橋、他）
Ｅ）その他

①柔道整復師レセプト審査会［月１回計12回］（堀木）

②大阪府整形外科症例検討会世話人会［6.8.20,7.3.4］（小杉、伊藤、大橋、坂本）
③大阪府医師会連合会［6.10.7］（伊藤）

④日本医師会労災・自賠責委員会

［6.7.7,6.9.30,6.11.10,7.1.27,7.3.23］（八幡）

⑤大阪府医師会交通事故医療委員会と大阪弁護士会交通事故委員会との懇談会
［6.10.14］（平山、八幡、三橋、木佐貫、越宗、坂本）

⑥近畿弁護士連合会、大阪弁護士会共催

「交通事故問題シンポジウム」［6.11.10］（平山、三橋、木佐貫、他）

(4)．福祉厚生部事業

第20回ＯＣＯＡゴルフコンペ

第２１回ＯＣＯＡゴルフコンペ

[H6.5.22(日)］

[H6.11.27(日)］

－ ５ －

於：北六甲カントリー倶楽部

於：北六甲カントリー倶楽部



⑤．

第10回ＯＣＯＡ懇親旅行

ＯＣＯＡ海外医療機関視察旅行

[H6.1.22(土)～10.23(日)］

粟津温泉「法師旅館」

ゴルフ：加賀芙蓉カントリークラブ

[H6.5.3(火)～5.5(木)］中国・上海市

広報 事 業

大阪臨床整形外科医会会報第１９号発刊（平成６年７月１０日）

同２０号発刊（平成７年３月31日）

会員名簿発刊（平成６年７月１日）

ＯＣＯＡアンケート(柔整師問題について)実施

(平成６年４月23日、６月４日）

－６－



Ⅱ平成６年度会計報告

大阪臨床整形外科医会収支報告書

（１）大阪臨床整形外科医会

前期繰越金

今期剰余金

計

（２）大阪臨床整形外科医会財産目録

(内訳）

普通預金

大阪医師信用組合

関西興 銀本店

定期預金

7,245,961

172,747

7,418,708

大阪府医師信用組合(100万円×１口）

(50万円×４口）

現金

合計

（３）大阪臨床整形外科医会平成６年度会費納入状況

会員274名5,013,500

－７－

期間自平成６年４月１日

至平成７年３月31日

会計 早石雅宥

３，６９８，５７６

232.334

３．３２２．５０８

165.299

７，４１８，７０８



（４）大阪臨床整形外科医会収支計算書

収 入

年会費 5.013.500

(274名）

府医師会医会補助 300.000

会報１９号広告代 315.000

預金利息 5４．３７２

寄 附金 ０

計 ５．６８２．８７２

自平成６年４月１日

至平成７年３月31日

支 出

日本臨床整形外科医

（274名）

会会費

ＪＣＯＡ入会金

(12名）

事務費

会報１９号

通信印刷費

役員交通費

会議費

近畿ブロック会費

単科医会会費

諸活動費

研修会対策費

支出小計

剰余金

計

２．７４０．０００

(10,000×274）

1２０．０００

(10,000×１２）

4１１．８０３

757.668

279.654

1５１．０００

280.000

1０．０００

1０．０００

550.000

200.000

５．５１０．１２５

1７２．７４７

５．６８２．８７２

監査報告書

平成６年度大阪臨床整形外科医会歳入歳出決算につき、平成７年４月５日及び６日慎重監査

致しました処、適正に処理、管理されたことを認めます。

平成７年４月５日

監事 吉 田正和印

平成７年４月６日

監事伊藤成幸印

大阪臨床整形外科医会殿

－８ －



阪神・淡路大震災義援金報告

近畿ブロック会の緊急連絡会におきまして、１月17日未明に起こった阪神・淡路大震災の被

災地である兵庫県臨床整形外科医会に対し、至急義援金をお贈りすることを決定致しましたと

ころ、多大のご協力を得ることができました。ここに深く御礼申し上げます。

平成７年１月30日から３月３日まで

＊直接、大阪府医師信用組合に振り込まれたもの

７１名1,090,000円

＊２月25日の研修会会場ワシントンホテルにて受け取ったもの

ｌ4名141,000円

合 計８ ５ 名 1,231,000円

まず、第１回目の送金として、700,000円を２月３日に、近畿ブロック会代表・尾崎仁一氏

へお贈り致しました。３月18日理事会において、残金531,000円全てを兵庫県臨床整形外科医

会事務局へ至急送金することとし、この日をもって義援金事業を終了することに決定致しまし

た。３月20日に送金を完了することが出来ました。

－９－



Ⅲ．平成７年度事業計画

整形外科医療の発展・普及のため活動すると共に、生涯研錨を軸として会員相互の親睦・

融和と団結を目指して、より一層精力的に事業を推進する。

1．組織の強化

（１）．ＪＣＯＡ研修会、ＪＣＯＡ学会、ＪＣＯＡ近畿ブロック会に積極的に参加し、ＪＣ

ＯＡ及びその各ブロック都道府県との交流・強調．情報交換に努め、整形外科医の親

睦と団結に貢献する。

（２）．日本整形外科学会、その他の関係諸学会、日本医師会、大阪府医師会、大阪府医会

連合、その他医療団体との連携を強化する。

（３）．会員の権益擁護のため、理事会活動、各種委員会活動を活発に行う。

（４）．未加入開業整形外科医の入会促進のために、積極的に勧誘活動を行う。

2．学術活動

（１）．会員の生涯研修と自己啓発のため、日本整形外科学会認定医、同認定スポーツ医、

同認定リウマチ医の認定教育研修会を開催し、その内容のより一層の充実を計ると共

に、日本医師会、大阪府医師会の生涯教育研修システムとも協調する。

（２）．各大学、公私病院との連携を密にし、生涯教育内容のさらなる充実と整形外科医療

の進展に努力する。

（３）．平成７年度ＯＣＯＡ研修会日程

第63回：平成７年６月３日(土）於：グランピアホテル大阪

（旧大阪ターミナルホテル）

「慢性関節リウマチの病態と治療」

近畿大学整形外科講師宗回聴先生

「成長期のスポーツ障害_その予防と治療一」

大阪大学整形外科教授越智隆弘先生

第64回：平成７年７月８日(土）於：大阪ヒルトンホテル

「ＲＡの治療一外科的治療を中心として－」

関西医科大学整形外科講師赤木繁雄先生

「骨粗穎症における最近の話題」

浜松医科大学整形外科教授井上哲朗先生

第65回：平成７年１０月日(土）於：未定

第66回：平成７年１１月日(土）於：未定

3．広報・情報活動

（１）．会報第21号.２２号発刊予定

（２）．会員アンケートの実施

（３）．医療・保険情報の収集・伝達に、より一層努力する。

－１０－



4．厚生・福祉活動

（１）．第１１回会員懇親旅行

平成７年１０月１４日(土)～１５日（日）

賢島方面

ゴルフ場賢島カントリー倶楽部

（２）．会員懇親ゴルフコンペ

第２２回平成７年１１月26日（日）北六甲カントリー倶楽部

－１１－



Ⅳ、平成７年度収支予算案

(収入の部）

(支出の部）

期間自平成７年４月１日

至平成８年３月31日

会費

ＪＣＯＡ入会金

会報広告収入

寄附及び助成金

受取利息

繰越金

5,040,000（18,000×280）

130,000

６００，０００

300,000

60,000

7,418,708

合 計 13,548,708

会議費1,600,00 0

内訳：総会費

研修会費等

理事会会議費等

分担金2,950,000

内訳：日本臨床整形外科医会会費

同上入会 金

近畿ブロック会費

大阪府単科医会会費

需要費2,450,000

内訳：事務費

印刷費

通信費

ＯＣＯＡ会報費

交通費700,000

内訳：役員出務弁償費

役員出張旅費等

諸活動費1,000,000

内訳：福利厚生活動費

渉外・諸対策費

支出小計8,700,000

予備費 4,848,708

合計 1３，５４８，７０８

－１２－

700,000

500,000

400,000

2,800,000

130,000

１０，０００

１０，０００

２５０，０００

300,000

500,000

1,400,000

300,000

400,000

600,000

400,000



V，大阪臨床整形外科医会会則並びに会則施行細則の一部改正について

理事三橋二良

大阪臨床整形外科医会

会則（改正前）

第３章

（会員の種類）

第５条この会の会員は次のとおりとす

る。

①正会員：この会に賛同する臨床医で

大阪府下に開業または勤務する日

本整形外科学会会員とする。

②名誉会員：この会に功労のある者、

または学識経験のある者の中から

理事会の識を経て会長が委嘱する。

会則施行細則(改正前）

(会費）

第１条

①正会員：180,000円

②名誉会員：会費免除とする

(改正後）

第３章

（会員の種類）

第５条

①左に同じ

②左に同じ

③会友：公的病院に勤務する医師で入

会を希望する者は、大阪臨床整形

外科医会の会友とする。但し、全

ての行事に参加できるが、総会の

議決権はない。

(改正後）

(会費）

第１条

①左に同じ

②左に同じ

③会友：事務費として年間5,000円を徴

収する。特に本会に功績のあった

者に対しては理事会の議を経てこ

れを免除する。

－１３－



橋
村
宗
田
戸
田
場
井
橋
本

(五十音順）

恵関西医科大学整形外科教授

弘大阪大学医学部整形外科教授

信大阪医科大学整形外科教授

介近畿大学医学部整形外科教授

樹大阪市立大学医学部整形外科教授

亮
隆
敏
清
慶

小川

越智

小野村

田中

山野

顧問

越宗正名誉会長

滋.上野良三・小野啓郎

晃・原省吾・増原建二

稲松

島津

名誉会員

小杉 豊 治
今
云 長

長田明.木佐貫一 成副会長

大
河
越
柴
瀬
新
馬
福
三
山

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

平成７年度ＯＣＯＡ役員

男
市
晃
男
夫
望
夫
有
良
男

容
規
都
正
辰
信
貞
宏
二
光

竹
合
賀
本
藤
田
部
山
矢
幡

節郎

秀郎

教一郎

徳成

容章

英之

良治

正樹

浩司

雅志

大
河
古
坂
須
反
服
平
松
八

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

理事 紀
晴
司
吾
郎
権
平
宥
篤
士

博
敏
晃
堅
圭
熔
権
雅
白

芥
甲
黒
小
首
孫
丹
早
堀
村

川
斐
田
松
藤

羽
石
木
上

伊藤成幸・吉田正和監事

松尾澄正議長

安藤晃

原卓司・広谷 巌・藤原孝義

副議長

裁定委員

－１４－



卿
一
胴
州
㈱
剛

(平成７年４月１日より）

今
云 長(小杉）

理事会

学術・保険総務・庶務

(順不同）

(馬場）

(松矢）

(首藤）

(甲斐）

副会長(木佐貫） 副会長(長田）

－１５－

保険医療研修会会計

(早石）

(小松）

(孫）

福祉・厚生

戸

洲
一
伽
州
川
棚
醐
榊

平成７年度ＯＣＯＡ役員役割分担表

(大橋） (反田）

(河村）

(服部）

(八幡）

舗
一
㈱

議事録

(服部）（黒田）

(堀木）（須藤）

(丹羽）

(新田）

(山本）

(河村）

い
(古賀）

(村上）

(河合）

(柴田）

(芥川）

（孫）



平成７年度新名誉会員

Ｉ平成７年度ＪＣＯＡ代議員会および総会

日時：平成７年６月17日(土）１６:00～１８:３０

場所：埼玉県大宮市大宮ソニック・シティー

会長小杉豊治

平成７年度収支予算(案）

平成８年度会費改正(案）

日本臨床整形外科医会会

則一部改正(案）

報告事項等

案
案
案

議
議
議

号
号
号

３
４
５

第
第
第

議事及び議題は以下の通りである。

ＪＣＯＡ代議員会醗題

議題：第１号議案名誉会員承認

第２号議案平成６年度事業・決算・

監査報告

第３号議案平成７年度事業計画(案）

第４号議案平成７年度収支予算(案）

第５号議案平成８年度会費改正(案）

第６号議案日本臨床整形外科医会会

則一部改正(案）

その他報告事項等

そ の 他

（敬称略年齢順）

井貞三

浦正明

田雅弘

原一輝

尾益克

田淳

重
本
島
庫
潟
口

熊
広
兵
新
山

原
荻
宮
平

ＪＣＯＡ総会議事及び醗題

議事：平成７年度新名誉会員紹介

日本臨床整形外科医会学術賞贈呈

議題：第１号議案平成６年度事業・決算・

監査報告

第２号議案平成７年度事業計画(案）

日本臨床整形外科医会学術賞受賞者

（敬称略）

東京高山豊

－１６－



(一般会計）

決算書

平成６年４月１日

平成７年３月３１日

収支

自
至

－１７－

予算額 使用額 予 算 残 率 予算科目 予算額 収入額 予算額 率

会費 41,500,000 44,610,000 -3,110,000 107.5

賛助会費 11,000,000 12,270,000 -1,270,000 111.5

広 告 料 8,200,000 11,124,000 -2,924,000 135.7

預金利息 350,000 584,378 -234,378 167.0

雑収入 200,000 1,141,478 -941,478 570.7

返 民 金 ０ 465,000 -465,000

前期繰越金 30,481,000 31,580,896 -1,099,896 103.6

3,000,000 3,000,000 ０ 100.0 学会準備金

3,000,000 3,000,000 ０ 100.0 研修会補助

6,500,000 3,111,154 3,388,746 47.9 会議費

1,500,000 1,580,374 -80,374 105.4 特別会議費

19,850,000 14,209,060 5,640,940 71.6 旅費交通費

13,000,000 11,412,620 1,587,380 87.8 通信運搬費

500,000 278,659 221,341 55.7 事務用消耗品費

15,800,000 17,857,987 -2,057,987 113.0 印刷費

500,000 108,000 392,000 21.6 臨時雇用費

500,000 220,000 280,000 44.0 身体障害者補助

500,000 400,000 100,000 80.0 謝 金

500,000 181,704 318,296 36.3 総会費

200,000 61,105 138,895 30.6 傷害保険料

13,500,000 12,628,472 871,528 93.5 給料手当

1,500,000 1,300,105 199,895 86.7 法定福利費

2,900,000 3,163,188 -263,188 109.1 事務所家賃

450,000 495,952 -45,952 110.2 共益費

250,000 248,473 1,527 99.4 光熱水料

500,000 278,200 221,800 55.6 コピー整備費

250,000 281,396 -31,396 112.6 リース料

300,000 10,000 290,000 3.3 慶弔費

1,000,000 1,017,100 -17,100 101.7 備品費

1,000,000 5,162,712 -4,162,712 516.3 雑 費

4,000,000 4,000,000 ０ 100.0 積 立 金

731,000 ０ 731,000 0.0 予備費

91,731,000 84,006,261 7,724,739 91.6 小計 91,731,000101,775,752-10,044,752 111.0

17,769,491 次年度繰越

91,731,000101,775,752-10,044,752 合計 91,731,000101,775,752-10,044,752



平成７年度収支予算(案）

予算額 H6決算額 差異 率 予算科目 予算額 H6決算額 差異 率

会費 43,000,000 44,610,000 -1,610,000 96.4

賛助会費 11,000,000 12,270,000 -1,270,000 89.6

広告料 8,200,000 11,124,000 -2,924,000 73.7

預金 利息 350,000 584,378 -234,378 59.9

雑収入 200,000 1,141,478 -941,478 17.5

返戻金 ０ 465,000 -465,000

前期繰越金 17,769,000 31,580,896-13,811,896 56.3

3,000,000 3,000,000 ０ 100.0 学会準備金

6,000,000 3,000,000 ０ 100.0 研修会補助

3,000,000 3,111,154 -111,154 96.4 会議費

1,500,000 1,580,374 -80,374 94.9 対外折衝費

15,000,000 14,209,060 790,940 105.6 旅費交通 費

12,000,000 11,412,620 587,380 105.1 通信運 搬 費

300,000 278659 21,341 107.7 消耗品費

18,000,000 17,857987 142,013 100.8 印刷費

100,000 108000 -8,000 92.6 臨時雇用費

250,000 220000 30,000 113.6 身体障害者補助

400,000 400,000 ０ 1００．０ 謝 金

200,000 181704 18,296 110.1 総会費

100,000 6１ 1０５ 38,895 163.7 傷害保険料

13,500,000 12,628472 871,528 106.9 給料手当

1,500,000 1,300１０５ 199,895 115.4 法定福利費

4,300,000 3,163,188 1,136,812 135.9 事務所 家 賃

700,000 495,952 204,048 141.1 共益費

450,000 248,273 201,527 181.1 光 熱 水料

300,000 278,200 21,800 107.8 コピー整備費

150,000 281,396 -131,396 53.3 リー ス料

０ 10,000 -10,000 0.0 慶弔費

200,000 1,017,100 -871,100 19.7 備品費

200,000 5,162,712 -4,962712 3.9 雑 費

0 4,000,000 -4,000000 0.0 積立金

2,369,000 ０ 2,396000 #除 予備費

80,519,000 84,066,261 -3,487261 95.8 合計 80,519,000101,775,752-21,256,752 79.1

－１８－



第５号議案の平成８年度の会費の値上げに

ついて理事会から説明があり討論したが、反

対が多く議決するに至らなかった。もっと値

上げの必要性を全員に周知させるＰＲを行っ

た上で９月23日のＪＣＯＡの研修会の前に臨

時代議員会及び総会を開いて議決することと

なった。

第５号議案

平成８年度会費の値上げについて
１．平成６年度実績

会費等の収入は70,195千円、支出は平成

６年度から理事定数を25名から１９名に減ら

し、委員会委員も約半数として経費節減に

努めているが84,006千円であり、13,811千

円の支出超過となった。経過した分は前期

からの繰越金で賄っており、次期繰越金は

17,769千円である。過去５年間の収入・支

出の実績を見ると、その差は徐々に縮まり

ついに平成６年度は支出超過となった。

（別表１）会費収入の実績は全収入に対して

43.8％であり、本来会の運営は会費で賄う

べきであるが、５０％を切る状態がここ数年

続いている。

2．平成７年度予算

会費収入は増員分増加が見込まれるが、

賛助会費その他は増加要素はなく、平成６

年度と同じと予想される。したがって、繰

越金額が減少した分予算総額は減少せざる

を得ず、平成６年度予算総額に比して１１，

２１２千円の減額予算となった。平成６年度

予算額の87.8％である。（別表２）

予算額80,519千円は平成６年度の支出総

額84,006千円より3,487千円少なく、その

－１９－

分節約したとしても平成８年度に繰り越せ

る金額は０円となる。

３．平成８年度予算

（１）会費を現行のまま据え置く場合(別表3）

会員数の増加は未定なので平成７年度と

同じとし、賛助会員は厳しい経済状況から

減少傾向にあり、広告費も同様に減少する

ものとおもわれるので100万円減とすると、

平成８年度の予算額は60,750千円となり、

これは平成６年度予算額の66.2％である。

この予算額では、ＪＣＯＡ学会・研修会

補助金、謝金、積立金、予備費は０とし、

理事会・各種委員会等の会合を減らして会

議費、旅費交通費、通信費、印刷費等を大

幅に減額しなければならない。また事務局

職員を１名整理し２名で4,300名の会を運

営しなければならなくなる。

「骨と関節の日｣に因んで整形外科を広報

する広報費も設けることはできない。

(2)会費を5,000円値上げした場合(別表4）

新規事業として｢骨と関節の日｣の広報費

新設は可能であるが、積立金、予備費は計

上できず０円となる。会議費、旅費交通費、

通信費、印刷費を大幅に減少せざるを得な

い。予算額は82,250千円で平成７年度とほ

ぼ同じ、平成６年度予算の89.7％である。

(3)会費を10,000円値上げした場合(別表5）

ほとんど平成６年度予算と同じであるが、

新規事業として｢骨と関節の日｣の広報費新

設が可能であり、積立金、予備費も設ける

ことができる。各種委員会もますます活発

な活動が期待できる。予算額は103,750千

円で、これでも平成６年度予算の13.1％増

しである。
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表３ 平成８年度収支予算（会費１万円）

予算額 Ｈ6予算額 差異 率 予 算 科 目 予算額 H6予算額 差異 率

会費 43,000,000 41,500,000 1,500,000 103.6

賛助会費 10,000,000 11,000,000 -1,000,000 90.9

広告料 7,200,000 8,200,000 -1,000,000 87.8

預金利息 350,000 350,000 ０ 100.0

雑収入 200,000 200,000 ０ 100.0

返 民 金 ０ ０ ０

前期繰越金 ０ 30,481,000-30,481,000 ０．０

０ 3,000,000 -3,000,000 0.0 学会準備金

０ 3,000,000 -3,000,000 ０．０ 研修会補助

０ ０ 0 新規 広報費

4,000,000 6,500,000 -2,500,000 61.5 会議費

1,500,000 1,500,000 0 100.0 対外折衝費

14,500,000 19,850,000 -5,350,000 73.0 旅費交通費

10,000,000 13,000,000 -3,000,000 76.9 通信運搬費

500,000 500,000 ０ 100.0 事務用消耗品費

10,000,000 15,800,000 -5,800,000 63.3 印刷費

300,000 500,000 -200,000 60.0 臨時雇用費

500,000 500,000 ０ 100.0 身体障害者補助

０ 500,000 -500,000 0.0 謝 金

500,000 500,000 0 100.0 総会費

200,000 200,000 ０ 100.0 傷害保険料

10,000,000 13,500,000 -3,500,000 74.1 給料手当

1,300,000 1,500,000 -200,000 86.7 法定福利費

4,300,000 2,900,000 1.400,000 148.3 事務所家賃

700,000 450,000 250,000 155.6 共益費

500,000 250,000 250,000 200.0 光 熱 水料

500,000 500,000 0 100.0 コピー整備費

150,000 250,000 -100,000 60.0 リース料

300,000 300,000 0 100.0 慶弔費

500,000 1,000000 -500,000 50.0 備品費

500,000 1,000000 -500,000 50.0 雑 費

０ 4,000000 -4,000,000 0.0 積 立 金

0 731０００ -731,000 0.0 予備費

60,750,000 91,731０００ -30,981,000 66.2 合計 60,750,000 91,731,000-30,981,000 66.2

－２１－



表４ 平成８年度収支予算（会費1.5万円）

予算額 H6予算額 差異 率 予算科目 予算額 H6予算額 差異 率

会費 64,500,000 41,500,000 23,000,000 155.4

賛助会費 10,000,000 11,000,000 -1,000,000 90.9

広告料 7,200,000 8,200,000 -1,000,000 87.8

預金利息 350,000 350,000 ０ 100.0

雑収入 200,000 200,000 0 100.0

返 民 金 ０ ０ ０

前期繰越金 ０ 30,148,000-30,481,000 ０．０

3,000,000 3,000,000 0 100.0 学会準備金

3,000,000 3,000,000 ０ 100.0 研修会補助

5,000,000 ０ 5,000,000 新規 広報費

５000000 6,500,000 -１ 500,000 76.9 会議費

３000000 1,500,000 １500,000 200.0 対外折衝費

1５ ０００ 000 19,850,000 -４ 850,000 75.6 旅費交 通 費

1１ 000000 13,000,000 -２ 000,000 84.6 通信運搬費

500000 500,000 ０ 100.0 事務用消耗品費

12,000,000 15,800,000 -3,800,000 75.9 印刷 費

300,000 500,000 -200,000 60.0 臨時雇用費

500,000 500,000 ０ 100.0 身体障害者補助

800,000 500000 300,000 160.0 謝 金

5000００ 500000 0 100.0 総会費

200000 200000 ０ 100.0 傷害保険料

13,500000 13,500000 ０ 100.0 給料手当

1,500000 1,500000 0 100.0 法定福利費

4,300000 2,900,000 1,400,000 148.3 事務所家賃

700,000 450,000 250,000 155.6 共益 費

500,000 250,000 250,000 200.0 光熱水料

500,000 500,000 ０ 100.0 コピー整備費

150,000 250,000 -100,000 60.0 リース料

300,000 300,000 ０ 100.0 慶弔費

500,000 1,000000 -500,000 50.0 備品費

500,000 1,000000 -500000 50.0 雑 費

０ 4,000000 -4,000000 0.0 積立金

0 731０００ -7310００ 0.0 予備費

82,250,000 91,731０００ -9,481000 89.7 合計 82,250,000 91,731,000 -9,481,000 89.7

－２２－



表５ 平成８年度収支予算（会費２万円）

予算額 H6予算額 差異 率 予算科目 予算額 H6予算額 差異 率

会 費 86,000,000 41,500,000 44,500,000 207.2

賛助会費 10,000,000 11,000,000 -1,000,000 90.9

広 告 料 7,200,000 8,200,000 -1,000,000 87.8

預金利息 350,000 350,000 ０ 100.0

雑収入 200,000 200,000 ０ 100.0

返 原島 金 ０ ０ ０

前期繰越金 ０ 30,481,000-30,481,000 0.0

3,000,000 3,000,000 0 100.0 学会準備 金

３000000 3,000,000 ０ 100.0 研修会補助

５000000 ０ 5,000,000 新規 広報費

６500000 6,500,000 0 100.0 会議費

３000000 1,500,000 1,500,000 200.0 対外折衝費

1９ 000０００ 19,850,000 -850,000 95.7 旅費交通費

1２ 000000 13,000,000 -1,000,000 92.3 通信運搬費

500000 500,000 ０ 100.0 事務用消耗品費

15,800000 15,800,000 ０ 100.0 印刷費

300000 500,000 -200,000 60.0 臨時雇用費

500,000 500,000 ０ 100.0 身体障害者補助

1,000,000 500,000 500,000 200.0 謝 金

500,000 500000 0 100.0 総会費

200000 200000 ０ 100.0 傷害保険 料

13,500000 13,5000００ ０ 100.0 給料手当

1,500000 1,500000 ０ 100.0 法定福利費

4,300000 2,900000 1,400,000 148.3 事務所家賃

700000 450000 250,000 155.6 共益費

500000 250000 250,000 200.0 光熱水料

500000 500000 ０ 100.0 コピー整備費

150000 250000 -100,000 60.0 リース料

300000 300,000 ０ 100.0 慶弔費

1,000000 1,000000 ０ 100.0 備品費

1,000,000 1,000000 0 100.0 雑 費

4,000,000 4,000000 ０ 100.0 積 立 金

6,000,000 731000 5,269,000 820.8 予備費

103,750,000 91,731,00 12,019,000 113.1 合計 103,750.000 91,731,000 12,019,000 113.1

－２３－



時：平成７年６月１８日（日）

場：埼玉県大宮市・大宮ソニックシテイー

日
会

副会長木佐貫一成

院長高山釜

9:30～１５:００４Ｆ国際会議室

展示担当大野貞夫・志村健一

１２:30～１３:３０４Ｆ国際会議室

テーピング斎藤栄助・斎藤隆正

（ニチバンＫ､K）

１３:40～13:４５次期ＪＣＯＡ学会会長挨拶

大ホール

13:４５パネルディスカッションⅡ

大ホール

肘と手の痛み－その診断と治療一

座長池谷正之(埼玉県・池谷整形外科）

磯部鏡(埼玉県・磯部整形外科）

１．上腕骨外上穎炎について

－保存的療法を中心に一

福岡利之(埼玉県・福岡整形外科）

２．野球肘一手術的治療を中心に－

伊藤恵康(群馬県・慶友整形外科病院）・他

３．肘と手の痛み

－不定の前腕痛：榛骨神経管症候群につ

いて－

荒井孝和(神奈川県・熊倉整形外科）

４．手の舟状骨骨折の種々相

宇佐美文章

（東京都・宇佐美整形外科）・他

５．手の舟状骨骨折について

牧野睦生

（宮城県・阿部整形外科・形成外科）・他

６．手・手関節の痛み

須川勲(静岡県・須川整形外科）

コメンテイター

埼玉医科大学整形外科助教授

坂田惇教先生

ＪＲ大宮駅から徒歩数分の所に最近出来た

近代的な会議場で、以下のプログラムに従っ

て行われた。

６月18日（日）学会

9:００開場

9:２０開会挨拶大ホール

ＪＣＯＡ学会会長八百板沙

ＪＣＯＡ理事長舟越忠

9:３０パネルディスカッション１大ホール

交通事故診療を考える

座長舟 越忠

（静岡県・舟越整形外科）

山根宏夫

（埼玉県・豊岡第一病院）

１．診療側の立場から

１）高液晶彦(埼玉県・所沢整形外科）

２)葉梨之紀(神奈川県・葉梨整形外科）

２．保険会社の立場から

浅倉義次

（日動火災海上保険株式会社）

３．査定事務所の立場から

伊藤文夫（自動車保険料率算定会）

４．弁護士の立場から

羽成守（羽成法律事務所）

５．指定発言

七降茂文（徳島県・七篠整形外科）

１１:５０ＪＣＯＡ学術賞受賞記念講演

大ホール

座長八百坂沙

（埼玉県・八百坂整形外科）

「整形外科における問診の技術とその応用」

医療法人社団高山整形外科病院

－２４－
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防衛医科大学校整形外科講師

根本孝一先生

16:００閉会挨拶

第８回ＪＣＯＡ学会実行委員長

今村恵

パネルＩの交通事故診療について。

診療側から過失相殺と支払限度額の問題、

自賠責と任意保険の一括請求による支払遅延、

症状固定による支払い停止、健保切換への強

制、後遺症の等級認定に対する疑問点等…の

様々な問題点を指摘。それらについて、損保

会社、自算会、弁護士による夫々の立場から

の熱のこもった討論が展開された。

ＪＣＯＡ学術賞受賞記念講演｢整形外科に

Ⅲ日本整形外科学会評議員会

おける問診の技術とその応用｣(高山豊)。

講演の主旨は｢工夫された問診票を用い、

患者の生活環境や主訴である痛みやつらさの

程度などを図式化、数値化しカード化するこ

とにより、限られた時間内で最大限に患者の

情報収集が可能となり、それを順次カルテに

添付しておけば一見して疾病の経過が理解出

来るので非常に有用である｣。

全く同感です。

その他、この学会の各テーマについての詳

細は、後日送付されてくるＪＣＯＡ学会誌を

御参照下さい。

次回は和歌山市で開催予定です。

、

日時：平成７年４月８日(土)１４:00～17:００

場所：パシフイコ横浜会議センター

議長、副議長の選出(河合、五味糊）

議事録署名人の選任(国分、林）

報告事項

１．理事長報告(山内）

２．第68回日本整形外科学会学術集会運営

報告（黒川）

３．第１０回日本整形外科学会基礎学術集会

準備進行状 況報告（東）

４．第28回日本整形外科学会骨軟部腫傷学

術集会準備進行状況報告（三浦）

５．第69回日本整形外科学会学術集会会長

挨拶（ 矢部）

平成８年４月１１，１２，１３，１４日東京

６．第１１回日本整形外科学会基礎学術集会

会長挨拶（酒匂）

平成８年１０月１７，１８日鹿児島

副会長長田明

7．第29回日本整形外科学会骨軟部腫傷学

術集会会長挨拶（石井）

平成８年７月１９，２０日札幌

８．各種委員会報告

９．学会功労賞および学会奨励賞について

功労賞受賞者（８名）

井沢淑郎伊藤孝荻原一輝

高橋武浜田青志原田雅弘

宮尾益克山崎典郎

奨励賞受賞者(４名）

岩下靖史土屋弘行中瀬尚長

山下敏彦

１０．災害見舞いに対する謝意(水野教授）

１１．リウマチ学会との協議事項について

（山内理事長）

審議事項

１．名誉会員推薦の件
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今井望 片 岡 治 蒲 原 宏

桜井実寺山和雄信原克哉

庚谷速人三好邦達室田景久

弓削大四郎

以上１０名承認

2．平成６年度事業報告と収支決算および

財産目録承認

3．平成７年度事業計画と収支予算案原案

どうり承認

4．次期通常総会の開催日、開催地につい

て平成８年４月東京の予定

5．理事および監事の選挙定数内で承認

Ⅳ第２回ＪＣＯＡ経営セミナー

６．日本整形外科学会学術集会次次期会長

（第７１回会長)の選挙

井形教授(徳島)に決定

７．日本整形外科学会基礎学術集会次次期

会長(第１２回会長)の選挙

高橋教授(新潟)に決定

８．日本整形外科学会骨軟部腫傷学術集会

次次期会長(第30回会長)の選挙

松井教授(名市大)に決定

９．評議員提案議題１６評議員より提案

（うち１０評議員はＪＣＯＡの所属）

日時：平成７年７月30日（日）１０:00～15:００

場所：東京お茶の水損保会館

猛暑にもかかわらず約70名の出席者があり

活発な討議がなされた。これに関してはＪＣ

ＯＡニュース第24号(平成７年８月)に森康医

業経営委員会担当理事の記事が掲載されてい

る。またその詳細は、後日ＪＣＯＡ会誌に発

表される予定であるので当日のプログラムお

よび演者の抄録のみを掲載する。

１０:００開会司会森康(石橋盟士）

↑

医業経営の安定化対策

一在宅医療に活路をみつける－

ＪＣＯＡ理事長舟越忠(30分）

・医業経営アンケートの分析

小杉豊治(１０分）

・有床診か無床診か

↓ 中 像仁('0分）

１２:３０．医業経営の実像

近藤信和(１０分）

休憩(昼食）

－２６－

会長小杉豊治

13:００再開司会石橋盟士（森康）

↑

小規模入院施設の行方

一平成６年度診療報酬改定の

有効な利用法一

全国有床診連絡協議会

専務理事松本義康(30分）

・手術と医業経営

中野昇(20分）

・医療経営と設備投資

羽柴秀雄(20分）

↓

15:００総括ＪＣＯＡ副理事長

阿部龍秀



医学経営の安定化対策

ＪＣＯＡ 理 事 長 舟 越 忠

企業であれば、経営の安定化対策といえば

収益部門の強化であり、支出の面での経費削

減ということになる。

しかし、医学というものは営利事業ではな

いので、ノープロフィット、ノーロスという

原則は常に求められているし、国民もそれが

当然と受け止めている。

従って、企業努力をして収益を上げる医師

は悪徳医というレッテルを貼られがちである。

経営という面から見れば、利益がなくては

何もできない。

端的な例として、現在の医療機関は社会保

険診療報酬に経営を頼っている。医院の施設

改善や診療機器の購入に充当し得る収入は、

この社会保険診療報酬の中に当然あってよい

ものが、実は全く入れられていないといって

よい。

かような仕組みの中で医療機関の経営の安

定化は、非常に困難なものとなっている。

既存の観念からすれば、話はここで終わっ

てしまう。

しかし発想の転換をすれば、例えば収益部

門における努力としては患者増であり、１人

あたりの単価の上昇である。

他方、支出減では常勤をパートタイマーに

変えたり、各種使用器械の徹底的節約と有効

的使用である。

さらには、行政のすすめている在宅医療な

どの積極的取り入れである。

整形外科医としてはケアマネジメントとし

ての役割を十分訓練し、将来きたるべき老人

の介護問題の要となる役割の地歩を固めなけ

ればならない。

個々の医療機関による差異はあっても、今

－２７－

積極的発想転換を行わなくては、今後の整形

外科医の経営の安定化などとうていできない

と感じている。

＜資料＞

診療所経営の安定化

◆基本一．収入を増やす(効率的な収入増）

◎支出を減ずる(人件費を中心とし

た無駄の排除）

Ｉ〕診療報酬の流れ

（１）今までの流れ(つぎはぎ改定）

薬価差益による点数の改定・各科イー

ブン

（２）これからの流れ(自然増にメスを入れ

る根本改定）

ａ・急性・慢性疾患別対応と老人医療費

ｂ・ベット数削減と通院日数制限

ｃ・薬剤使用の制限（質と量）

ｄ・高度医療と末期医療への対応

Ⅱ〕対策

（１）短期的

ａ・患者を増やす（年齢による傾向）

ｂ、１日当たりの増点と通院日数増

ｃ・請求もれの防止と査定の回避

ｄ・在宅医療への積極的参加

（２）中期的

ａ､施設の工夫・器械の増設

投入コストと収入

ｂ､健診への参入とヘルスケアー事業

（３）長期的

ａ・行政への働きかけと共に整形外科の専

門性の復古と宣伝活動

ｂ・医業類似行為の規制

ｃ､継承と節税からみた法人化

ｄ・変革と先取りした個々の対応と医療に

対する考え方



1週間の診療時間と患者数及び経営状況

る。（表3.4）

院外処方菱の発行は患者減とはならない

で、むしろプラスに働くと思われる。

(表5.6）

患者増の方策としてリハビリの施設指定

などが有効のようである。（表７）

開業場所と経営状況の関連は認められない。

自院の地域特性を再検討する必要がある。

3）

l）開業年数が長くなる程、また年齢が高く

なる程、患者数の減少が著しい。（表1.2）

設備のリニューアルと職員のリストラが

必要。

2）夜間診療は経営の改善に有利と考えられ

4）

ｊ
ｊ

５
６

表1．医師の年齢と患者数及び経営状況

診療所アンケートの分析結果

ＯＣＯＡ会長小杉豊治

表３

2．開業年数と患者数及び経営状況

2８

患者数の傾向は
開業 年数

５年未満 5～１０年未満 １０～20年未満 20年以上

増加傾向 125 43.0％ 4１ 13.6％ 2０ 3.4％ 2１ 3.6％

減少傾向 3７ 12.7％ 119 39.4％ 374 64.4％ 419 72.5％

変わらない 129 44.3％ １４２ 47.0％ 187 32.2％ 138 23,9％

合計 291 100.0％ 302 100.0％ 581 100.0％ 578 100.0％

１日平均患者数 139人 149人 128人 99人

貴院の経営は 5年未満 5～１０年未満 10～20年未満 20年以上

分 5９ 20.3％ 5３ 17.4％ 7６ 13.1％ 5６ 9.7％

なんとか 134 4６ 0％ 154 5０ 5％ 249 4２ 9％ 225 3８ 9％

まあまあ 6２ 2１ 3％ 7４ 別 3％ 190 3２ 8％ 191 3３ 0％

経営困難 3６ 1２ 4％ 2４ ７9％ 6５ 1１ 2％ 106 １８ 3％

合計 291 1000％ 305 lOO1％ 580 1000％ 578 9９ 9％

外来患者数
あなたの年齢は

49歳未満 ５０歳台 60歳以上

増加傾向 １４４ 別.7％ 3７ 6.7％ 2６ 4.2％

減少傾向 167 28.6％ 338 60.8％ 445 72.4％

変わらない 272 46.7％ 181 32.慨 144 23.4％

合計 583 100.0％ 556 100,1％ 615 100.0％

１日平均患者数 148人 128人 97人

貴院の経営は 49歳未満 ５０歳台 60歳以上

十分 117 19.9％ 6６ 11.9％ 6２ 10.1％

なんとか 288 4９ 1％ 249 4４ 8％ 225 3６ 7％

まあまあ 132 2２ 5％ 166 2９ 9％ 220 3５ 9％

経営困難 5０ ８邪 7５ 1３ 5％ 106 1７ 3％

合計 587 1000％ 556 1001％ 613 1000％

外来患者数
１週Ｈ１の診療噸、

35時間未満 36～40時間 40時間越える

増加傾向 3３ 7.9％ 8７ 13.4％ 8１ 13.1％

減少傾向 250 60.1％ 342 52,9％ 311 50.3％

変わらない 133 32.0％ 218 33.7％ 226 36.6％

合計 416 100.0％ 647 100.0％ 618 100.0％

１日平均患者数 １０９人 127人 132人

貴院の経営は 35時間未満 36～40時間 40時間越える

十分 5７ 13.7％ 8９ 13.7％ 9１ 14.7％

なんとか 174 4１ 9％ 284 4３ 8％ 274 44.2％

まあまあ 133 3２ 0％ 194 2９ 9％ 167 26.9％

経営困難 5１ 1２ 3％ 8２ 1２ 6％ 8８ 14.2％

合計 415 9９ 9％ 649 1000％ 620 100.％



表4．夜間診療と患者数及び経営状況

外来患者数
午後６時以降夜間診療

している していない

増加傾向 112 15.9％ 9１ 9.2％

減少傾向 335 47.5％ 575 58.1％

変わらない 258 36.6％ 324 32.7％

合計 705 100.0％ 990 100.0％

１日平均患者数 139人 114人

貴院の経営は している していない

十分 113 16.0％ 123 12.4％

なんとか 305 4３ 2％ 432 4３ 6％

まあまあ 199 2８ 2％ 304 3０ 7％

経営困難 8９ 1２ 6％ 131 1３ 2％

合計 706 1000％ 990 9９ 9％

表5．開業場所と院外処方の関係

院外処方
市

～１０万 １０～20万 20~100万来閥 政令相定都市
町

１００％している 5９ 18.6％ 5８ 23.7％ 103 18.8％ 1０７ 27.4％ 3３ 15.9％

部分的にしている 2３ 7.3％ 2３ 9.4％ 6７ 12.2％ 4０ 10.3％ １２ 5.8％

していない 235 74.1％ 164 66.9％ 378 69.0％ 243 62.3％ 163 78.4％

合計 317 100.0％ 245 100.0％ 548 100.0％ 390 100.0％ 208 100.1％

表6．院外処方義と患者数及び経営状況

外来患者
院外ｊ､方菱の発行

100％してし る 部分的にする していない

増加傾向 6２ 1７ 粥 1７ 10.4％ 124 10.5％

減少傾向 159 4４ 2％ 8９ 54.3％ 670 56.8％

変わらない 139 3８ 渦 5８ 35.4％ 385 32.7％

合計 360 100)％ 164 100.1％ 1,179 100.0％

１日平均患者数 146人 123人 １１８人

貴院の経営は １００％してし る 部分的にする していない

十分 6７ 1８ 粥 2３ 13.9％ 147 12.5％

なんとか 169 4６ 7％ 7７ 4６ 4％ 498 4２ 3％

まあまあ 9２ 2５ １％ 4５ 2７ 1％ 366 3１ 1％

経営困難 3４ ９１％ 2１ 1２ 7％ 166 1４ 1％

合計 362 1000％ 166 1001％ 1,177 1000％

表7．リハ保険請求と患者数の傾向の関係

患溌il頼尚は
リハ施設による保険繍求

理学療法Ｉ 理学ヅ罵法Ⅱ 理学＃鼎法Ⅲ 理学ヅ 鼎法Ⅳ

増加傾向 4１ 10.8％ 1２ 20.0％ ７ 21.2％ １２２ 12.7％

減少傾向 206 54.5％ 1９ 31.7％ １３ 39.4％ 513 53.4％

変わらない 131 34.7％ 2９ 48.3％ １３ 39.4％ 326 33.9％

合計 378 100.0％ 6０ 100.0％ 3３ 100.0％ 961 100.0％

１日平均患者数 121人 157人 153人 127人
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有床診か無床診か

中篠仁

有床診療所の無床化が急速に進行している

といわれている。今回のアンケート調査によ

り、無床診療所、有床診療所および患者の収

容をやめている診療所(無床化診療所)の実態

を調査した。

診療形態については、無床診療所50％、無

床化診療所十有床診療所＝50％であるが、無

床診療所十無床化診療所＝65.8％で全診療所

の2/3は無床となっている。

人口別に見ると、無床診療所の割合は人口

が多くなるのに伴い多くなる。無床化の進行

度合いも同様の傾向がある。

患者数の増減については、いずれも減少傾

向と回答したものが最多である。無床化診療

所の69.9％が最多、無床診療所は48.0％に止

まっている。

診療時間については有床診療所が最も長く、

無床診療所は最も短い。しかし、無床診療所

の45.9％が夜間帯診療を行っている。

経営が悪化したと回答したものは、無床化

診療所61.3％、有床診療所50.8％、無床診療

所38.5％、全体で46.3％であり、改善したと

回答したものはわずか7.3％に過ぎない。

経営悪化の理由としていずれも人件費の高

騰と患者数の減少を挙げている。

地域別に無床化率(無床化診療所／無床化

診療所十有床診療所)を見ると、関東52.4％

が最高で、近畿、中部、東北と続いている。

北海道、中四国、九州は無床化率は低い。入

院の需要が多い地区と思われる。

以上の結果から、有床診療所が患者収容を

維持することが極めて困難になっている様相

をはかり知ることができる。最近５年間の診

療所開設の73.5％が無床診療所であることも、

これを物語っている。

医業経営の実像

医業経営委員会近藤信和(東京）

診療所における診療形態は、東京において

無床診療所が87％であり、全国における50％

より高率である。また無床診療所は賃借率が

50％以上であることが特徴である。

外来患者数は減少傾向のところが多く、こ

れに伴って収入が減少している。支出の方は

人件費の高騰などで増加傾向にあり、あまり

よい材料はない。収入に対する支出の割合も

60％以上の診療所がほとんどである。

しかし、支出が具体的にどうなっているか

が不明であるため、これにより厳密な経営分

析はできないと考えられる。というのは、借

入金の概念や、支払利息と元金返済の割合等

が不明であるためである。銀行への返済はす

べての額が支出ではなく、元金返済額は収入

となってしまうという現実が反映されている

とは考えられない。

医業は統制経済のため、収入に対してさま

ざまな制限があり、市場原理が働かないのが

実情である。

一例を挙げれば、市場原理では質の良いサー

ビスと質の悪いサービスでは値段が違っても

当然であるが、医業では一律である。

整形外科の治療のように、器械や人手を使っ

た経費率が多くても、それに対しての評価は

なく、一律の点数である。このように収入に

対しては市場原理が働かないのに、支出に対

してはこのようなことはなく、一般と同じに

人件費を払い、利子を払い、経費がかかるの

である。

これをふまえて、いかに自分の手元に残る

ようにするかの問題である。

収入を増加させるための努力としては、受

け身の診療でなく、攻めの診療である。つま

り在宅医療への参加等が挙げられる。

また、自費診療を増やすという意味におい

て、骨粗霧症検診などの検診事業への参加も
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考えられる。

支出を減少させられる部分としては、大き

な声ではいえないが節税である。これは各々

努力されていると思うが、どのようにして税

金が課せられているかを知る必要がある。

小規模入院施設の行方

全国有床診療所連絡協議会

専務理事松本義康

Ａ・小規模入院施設について

医療法13条(48時間規制)の撤廃に端を発し

た有床診療所問題は、約１０年前にさかのぼる

が、低迷する有床診療所の医療費が、病院の

それに比して著しく低く抑えられ、このまま

供手していては有床診療所はつぶれるという

危機感におそわれている。

ではどうするか？

医療法１３条があるかぎり、有床診療所の治

療費の上昇は望めないという見込みから、現

在の有診がクリアできるある程度の規制を受

けてもよいから、有診から脱却した小規模の

入院施設を作ろうという意見が強まり、日本

医師会内に｢小規模入院施設検討委員会｣が設

立され、Ｈ４．９．２に第１回会合が開催され

た。８名の委員が委嘱された。（内３名は全

国有診協役員、１名はＪＣＯＡ会員）

その後数回の委員会が開かれ、平成５年３

月｢中間報告書｣が日医会長に答申された。

中間報告書の中で特に｢基本的方向｣につい

ては、小規模入院施設はかかりつけ医機能の

重要な要素の一つとして位置づけられること

が検討されなければならない－との視点から、

従来の有床診療所を追認する意味合いに留ま

らず、今後の医療にとって極めて有効な役割

を期待できる施設体系の位置付けの重要性を

指摘した。病床規模については、上限は１人

－３１－

の医師が管理できる病床数を基本とし、看護

要員などの基準については患者６人に看護婦

または准看護婦１人を標準とするなどの考え

方を示している。

これらを総じて｢小規模入院施設の制度的

規定｣として

①病床数＝上限を30床とし下限を定めない。

病床種別を設定しない。

医療計画における必要病床数として算定し

ない。

②医師の規定＝開設者として常勤医師１人と

非常勤医師１人以上とする。

③看護要員に関する規定＝入院患者６人に対

して看護婦または准看護婦１人の配置を標

準とする。

④48時間規制問題＝在院期間の規定はしない。

⑤その他の基準・標準などの規定＝医師当直

については宅直制も可とし、薬剤師、栄養

士などの配置は規定しない。構造設備につ

いて現行の有床診療所に準じる。

⑥名称について＝公式名称は｢小規模入院施

設｣とし、別称としてプライマリ・ポスピ

タル、ホスニック、かかりつけ病院などが

考えられる。

⑦他の施設体系との関係＝小規模入院施設の

適用は申請選択方式とし、従来の19床まで

の有床診療所、および20床以上の病院制度

は残して選択を可能にする。

の７項目を揚げている。

これに対し、村瀬日医会長も積極的意向を

示し、平成６年４月の改定はかかりつけ医師

と小規模収容施設を中心に考えたいと強調、

日医執行部もその答申の制度化に意欲を示し

た。

しかしながら、平成６年４月、１０月改定に

は、医療法の絡みもあってか小規模入院施設

の影はひそめられた。特に昨年二度の改定で

今までと比べ種々の問題はあるが、有診にも

曙光がさしてきたということで、それに覆わ

れて小規模入院施設が現在のところトーンダ

ウンした感がある。



しかし、我々は小規模入院施設検討委員会

の出した報告書の実現に向かって一歩一歩努

力して行く覚悟である。

Ｂ、昨年(平成６年)の診療費の改定について

平成６年４月と１０月の二度の改定が行われ

た。

１．付添い制度が廃止され、有床診療所に

看護基準が設けられた。

２．介護制度が変わった。

３．食事療養費が病院並みになった。

４．老人医療管理料が新設された。等

これらに関しては実際面で色々と問題は残

されているが、うまく活用していきたい。

手術と医業経営

中野整形外科医院中野昇

有床診療所が有効な経営を行うための工夫

として、いろいろなことが考えられている。

手術療法を中心に考えると、手術に必要な

人的要因は病院と変わらない。術後看護に関

しては病院と同じ手術を行った場合でも、看

護料が診療所の場合病院よりかなり安く抑え

られている。診療所１種看護では、患者２人

に１人の看護婦がいても220点しか請求でき

ないのに、病院の新看護料では患者２人に看

護婦が１人以下でも685点請求できる。

当院では診療所３種（１）を採用しているの

で155点しか請求できず、その格差は大きい。

この事実はどうしても変えることは出来ない

し、手術料が同じであるから、診療所で手術

を行っても採算が取れるようにするためには、

これ以外のことに注目して収入を多くするよ

う工夫する必要がある。

それにはベッドの回転を早くして、手術に

よる収入を増やす必要がある。手術書に書か

れている手術法を行って、現在一般に行われ

ている術後管理を行っていては、手術による

増収は見込めない。

私は、いろいろな症例について術後観察を

長期に行い、その都度手術法を改善し、後療

法の簡素化を図り実行してきた。

１９床のベッドで准看護婦と見習看護婦を相

手に、頚椎前方固定術、頚椎拡大術、腰部椎

間板ヘルニアに対して後方経路や前方経路で

の手術、ペディカル・スクリュウの使用を含

めた腰椎固定術、臼蓋形成術、人工股関節や

人工膝関節置換術など一般の病院と同じよう

な手術を行っている。しかも、大部分の症例

が１週間ぐらいで離床し、いわゆる一般に行

われているような特別な後療法をしないで、

短期間に職場に復帰している。

リハビリテーションについては、医師自身

が患者に充分説明して、術前から行うように

している。これらの実例について述べてみた

いｏ

医業経営と設備投資について

富山市羽柴秀雄

日進月歩の医学技術の現在、小なりと云え

ども有床診療所もそれなりの対応を怠れば遠

からず野垂れ死の運命にあります。

この度の第２回ＪＣＯＡ経営セミナーに委

員の一人として表題について発言を求められ

ましたが、もとより医業に関して殆ど門外漢

に等しく、有意義な事は云えませんので今迄

の自院の医業経営の推移を振り返って責を果

たしたいと思います。

設備投資には、設置や導入が即増点に結び

つくものと、そうではなくて直接増点になら

ないが中長期的に有効な戦略的なものの２つ

に大別されると思われます。

前者には画像診断機器(レントゲン、ＣＴ、

ＭＲＩ，超音波、骨塩定量、ＲＩ等)や血液

－３２－



検査機器、（呼吸)心拍監視、心電計、ＦＣＲ

(単純撮影で１件72点加算)、リハビリ施設の

充実、（理療Ⅲ、Ⅱ、Ｉへの格上げ)や入院時

食事療養届けによる種々の加算(最高で１日

123点)等がある。後者には内外装やトイレ

(男女別)植栽等アメニティを含めた医院の新

築増改築(食堂加算にも関連)や事務機器によ

る迅速化と省力化、手術機械の購入(クリー

ンルーム、イメージを含む)広告宣伝費、患

者送迎バス、（当市に特長的)等があり、書籍

代や学会出張等も設備投資の一環と云えます。

当市は周辺町村を合わせて40～45万人を対象

に医薬大、県立病院(800床新築)市民病院(700

床)日赤(450床新築中)済生会等の公立大病院

と30の開業医(内無床１２)がひしめき、その上

鍍灸院接骨院が極めて多く、特に接骨院は市

内だけで徳島全県に匹敵する160施設以上で

全国でも有数の整形外科過密地域と云えます。

本セミナーでは以上の状況下で小院がどのよ

うな経営の推移を辿っているかを特にＭＲＩ

の導入が患者の動向や医業収入に及ぼす効果

を主体にいささか分析しお示ししたいと思い

ます･

－３３－



Ｖ第９回ＪＣＯＡ学会(和歌山)第１回準備委員会の報告

日時：平成７年１月22日

出席者：中村、加納、盛、青木、南、武用(和歌山）

尾崎、林(奈良）

橋本、中島(滋賀）

長田(大阪）

欠席：京都、神戸

１学会長挨拶(中村）

１）スローガン：つれもていこら和歌山へ

２）モットー：質素、充実

３）学会長テーマ：整形外科医の存在理由

と資質向上

２ＪＣＯＡ学会開催要項説明(青木）

Ｈ８．６．１５(土)総会和歌山ターミナル

ホテル

Ｈ８．６．１５(日)学会県民文化会館

３午前と午後のパネルディスカッションの

間に保険問題の講演をいれることに決定。

講師として舟越先生にお願いする予定。

できれば研修単位を申請。

（後日、舟越忠、三橋稔両先生に決定）

４展示の方法について

見てもらう時間があまりないので一考を

－３４－

要する。中村会長より近畿ブロックより

各県で一題ずつ出してほしいとの依頼が

あった。

５パネルのテーマについて加納プログラム

委員長より過去のテーマ及びアンケート

結果の説明があった。結論として次の二

題に決定。

１）高齢者の大腿骨頚部骨折の治療

２）オステオポローシスの診断と治療

（内科、婦人科のパネリストもいれる）

６大震災の義援金の問題が尾崎先生(奈良）

より提案され了承された。

７次回近畿ブロック会はＨ７．５．l4or21の

予定(奈良)。

（実際にはＨ７．７．１に開催された）



Ⅵ日本理学診療医学会幹事会報告

開催日時：1995年７月８日(土)午後５時から６時

会場：ホテルニューオータニ佐賀

ＯＣＯＡ理事・理学診療医学会幹事坂本徳成

１．会長挨拶、報告

第７回学術集会開催に当たっての報告が

あった。

２．庶務報告

事務局より下記の報告があった(資料l)。

①会 員動向

平成７年６月23日現在2,117名であり、

地域によりばらつきがある。

②事業報告

昨年度の学術集会開催、会誌発行、各

種委員会開催および厚生省との懇談会に

ついての報告があった。

３．活動報告

①日本医学会加入について

桜井先生より現状報告がされた。

②本学会と関連学会との合同作業について

下記の委員会の報告があった。

ａ・日整会理学診療委員会について

（腰野先生）

ｂ・リハビリテーション医学会物理療法

機器検討委員会について

（岩谷先生）

③厚生省との話し合いの経過について

高瀬先生より平成７年２月２日、５月

２６日、６月22日の懇談会報告がされた。

④物理療法機器故障・修理に関する調査

報告

岩谷先生より報告された(資料２)。

⑤医療機器保守点検制度について

（財)医療関連サービス振興会での医療

関連サービスマーク制度について報告が

なされた(川村先生)。

4．委員会報告

－３５－

①編集委員会

第７巻より年４冊の季刊とすることで

報告があり、了承された。

②物理療法機器評価委員会および物理療

法機器作業委員会

山本先生より報告がなされた。

５．決算報告

事務局より収支決算の報告があった。

６．監査報告

服部先生より監査報告があり、決算報告

が承認された。

７．１９９５年度活動方針案審議

下記の事業予定が承認された。

①学術集会開催

②学会誌の発行（第６巻１，２，３号）

③ そ の 他

８．１９９５年度予算案審議

1995年度の予算が承認された。

９．役員選出

下記の如く決定された。

①次々期副会長

札幌医科大学整形外科の石井清一教授

が選出された。

②新常任幹事

渡辺英夫教授と白井康正教授が選出さ

れた。

③ 新 幹 事

富永通裕先生、酒井直隆先生、奥泉雅

弘先生の３名が選出された。

＊幹事の推薦の書式としては、承諾書と幹

事２名の推薦書が必要であることが確認

された。

１０．会員、賛助会員の増加計画について



高山先生より説明があり、今後も努力す

ることで了承された。

11．次期会長挨拶

日本医科大学整形外科の白井康正教授よ

り挨拶があり、第８回日本理学診療医学会

は平成８年７月７日東京都の大手町サンケ

イ会館で開催する予定が述べられた。

12．その他

①学会が果たす社会的貢献の内容などに

ついての質問があり、高山先生より回答

がなされた。

②学会奨励賞について

・山本先生、白井先生より学会奨励賞の存

在をもう少し宣伝すべきであるという意

見が述べられた。

・今回の選出方法が渡辺会長より説明された。

以上が、日本理学診療医学会事務局よりい

ただいた幹事会の議事録であります。会議よ

り感じ得た私的意見としては、

◎第７回と回を重ねるたびに学会として充

実して来たように思われる。

◎理学診療科という公的に認められた標傍

科を受け皿にした学会であるように努力し

ている。

◎物理療法機器では、その機能・性能と、

故障・修理に関する保守点検制度について、

日整会、リハビリテーション医学会と協同

で検討会を行っている。

◎日本医学会への加入、更には、厚生省と

の積極的な懇談、日本理学診療医学会の法

人化へ向けての足場固めが行われている。

◎学会の法人化問題と同時に、理学診療医

学会の認定医の件が昨年度より取り上げら

れ、前進しているように思われる。標傍科

と認定医、又、一学会一認定医という基本

理念にもとづき、将来の重要課題と考えら

れる。

◎来年度の学会は、平成８年７月７日(日)、

日本医大・白井教授のもと、東京・大手町

サンケイ会館で開かれますので、多数のご

参加を願います。

資料１－１

－３６－

日本理学診療医学会専門分類

平成７年６月23日現在

開業医整形外科６９６

整 形 外 科 ・ 理 学 診 療 科 ４ ４ ２

整形外科・理学診療科・リハビリ科４２

整形外科・リハビリ科９

理学診療科８

リハビリ科１

その他１３

計1,211

勤務医整形外科７６５

整形外科・リハビリ科４８

整形外科・理学診療科３８

リハビリ科１８

理学診療科１３

整形外科・リハビリ科・理学診療科６

その他１８

計９０６



資料１－２

日本理診療医学会県別会員数
平成７年６月23日現在

県 名 会員数 勤務医 開業医 県名 会員数 勤 務 医 開業医

北海道 6８ 2９ 3９ 滋 賀 1７ ４ １３

青 森 １１ ５ ６ 京 都 5２ 2５ 2７

岩 手 1３ ９ ４ 大 阪 １７２ 6７ 105

宮 城 5５ 2５ 3０ 兵 庫 9２ 5３ 3９

秋 田 １５ ６ ９ 奈 良 3４ １２ 2２

山 形 １６ ８ ８ 和歌山 2１ ８ １３

福 島 3４ 1６ １８ 鳥 取 １２ ９ ３

茨 城 2４ ８ １６ 島 根 2８ １１ １７

栃 木 6４ 2６ 3８ 岡 山 2６ １５ １１

群 馬 １８ ８ １０ 広 島 4９ ８ ４１

埼 玉 .６０ １４ 4６ 山 口 3２ 1５ １７

千 葉 5１ 2４ 2７ 徳 島 4１ １４ 2７

東 京 283 164 1１９ 香 川 １９ ８ １１

神奈川 133 6０ 7３ 愛 媛 7０ 2３ 4７

新 潟 2４ ６ １８ 高 知 5２ 3６ １６

富 山 3３ ５ 2８ 福 岡 145 4６ 9９

石 川 3３ １０ 2３ 佐 賀 2７ 2０ ７

福 井 2０ 1２ ８ 長 崎 １６ ５ １１

山 梨 １２ ６ ６ 熊 本 １９ 1４ ５

長 野 2１ ９ １２ 大 分 １０ ２ ８

岐 阜 3５ １２ 2３ 宮 崎 2５ ９ １６

静 岡 4４ ９ 3５ 鹿児 島 １４ ５ ９

愛 知 6４ 2３ 4１ 沖 縄 ３ ２ １

重 １０ １ ９

合計 2,117名 906名 1,211名
医 師以外の正会員数４塩医師以外の正会員数４名

資料２．

物理療法機器使用実態調査結果報告

調査目的：各施設が使用中の物理療法機器の

種類、機種、製造所、使用年数、

頻度、保守点検頻度、故障・修理

歴を調査し保守点検に関する基礎

資料とする。

調査方法：調査表によるアンケート調査

1995年３月

－３７－

1995-07-08

調査依頼先：日本理学診療医学会の幹事１０４名

開業：３３、大学：４１、公的病院：

１９施設

回答数：５１施設(54.8％）

開業：１５､大学：２４、公的病院：

１２施設



マイクロ波１，タイマー、アンテナケーブ

ル、電極プラグの故障２，電

球切れ３、電極消耗４，出

力不良

ホットパック１，ＩＣ回路接触不良２，

サーモスタット、ヒーター故

障３，タイマー故障

結果：

①使用機器の総数と種類と一施設当たりの

平均所有台数

③故障内容

牽引装置１，ワイヤーベルトの破損２，

電源の故障３，タイマー故障

４，その他

低周波１，コードの断線２，ヒューズが

切れやすい３，電極の消耗４、

フィットスイッチの誤動作

②修理②

－３８－

修理に要した日数

半日 ～１日 ～２日 ～３日

牽 引

低周波

マイクロ波

ホットパック

１８

６

１０

８

１３

１４

３
３

５
４
８
４

６
６
４
４

機器種類 総台数
l施設当たり

平均所有台数

1日当たり

平均使用頻度
故障台数

故障率

年間故障回数

使用年数

平均年数

機 器

故 障 率

牽引装置

低周 波

マ イクロ波

超短 波

赤外線

紫外線

レーザー

ホットパック

パラフィン

冷却

超音波

運動訓練用

マッサージ

水治療

そ の他

122台

１６８

９
２
６

６
１
１

３

７
７
４
７
２
８
７
９
１

１
７
３
１
３
２
１
３
１

１

％略
銅
９
２
２
２
ｍ
４
２
４
肥
２
５
１

２．４台

２．３

１．４

１．５

１６人

１０

１０

４０

60/122

61/１６８

32/6９

24/7６

0．１６

０．３７

０．４５

０．１９

１１．７

９．６

１１．５

１０．１

７
２
６
５
６
５
１
７
７
６

１
１
２
０
０
０
１
０
０
０
０

●
●
●

●

●
●
●
あ
●
●
●

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
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｢成長期のスポーツ障害」

－その予防と治療一

(平成７年６月３日第63回ＯＣＯＡ研修会講演内容をテープにより収録しました）

大 阪大学整形外科教授越智隆弘

成長期でのスポーツ障害は社会的な取り組

みが重要である。高校野球連盟(以下高野連

とする)でも平成５年７月にそれに関する会

合がもたれた。整形外科医の協力が大切であ

る。全日本野球会議はアマチュアとプロが一

緒になって作られており、広い範囲で障害に

取り組もうとしている。

本日は主にどのように指導体制がとられて

いるかを紹介したい。

ピッチャーの障害について：平成５年８月

の全国高校野球大会前に実情を調べた。１３０

名の投手中、レントケンで肩でひっかかった

者はなかったが、肘では内側剥離骨折を伴っ

た内側側副靭帯損傷が１４例、関節ねずみ１１例、

計25例がすでにレントケンで障害があった。

20％弱である。プロのピッチャーで離断性骨

軟骨炎があって、先発完投型のピッチャーは

いない。大抵は中継ぎ、リリーフであり、こ

れは成長期の障害の遺残と考えられる。いつ

頃障害がおきたかを問診したが、肘の痛みは

中学生13名、高１，１３名、高２，３では少し

減る。肩では小・中学生で本当に痛みがある

と野手に変わっているので実情でないかも知

れない。130名中故障経験者が91名(遺残して

いた者を含め)であった。理事会ではスポー

ツ障害の予防研修会を行うこと、ビデオを作

ることが決まった。内容は監督、コーチを対

象として肘、肩障害の発生予防、特に成長期

に障害をもった選手の見つけ方を教えること、

かかりつけのスポーツドクターをもつこと、

治療法を教えておくこと、障害予防のトレー

ニングメニュー、結びとして新入部員をメディ

カルチェックをしておき新しい傷か古い傷か

分かるようにする、診察には指導者も同伴す

ること等である。全国６地区でシーズンオフ

に指導者講習を行うことに決まった。第１回

はピッチャーの肩、肘に対して行った。

肘について：障害機序について。投げる時

には榛側に強い圧迫力が働き、圧迫部に壊死

を生じ関節ねずみが出来る。痛みの時期にノー

スローとする。尺側では牽引力が働くので側

副靭帯がやられる。成長軟骨が止まる前には

剥離骨折をおこす。この状態で野球を続ける

と高度な靭帯損傷となる。大学やプロ選手で

も靭帯損傷をおこすことがあるが、大半は成

長期の障害の繰り返しによるものであり、完

全断裂をおこす例もしばしばある。尺側内側

骨片は関節ねずみではなく、靭帯損傷の陳旧

例の証擦である。プロに入っても先発完投型

になれない。評価法としてはＭＲＩが一番判

りやすい。しかしオーダーを出して切り方を

指示する必要がある。Ｔ２像でキラキラした

脂肪組織の外側に側副靭帯の像が不明瞭にう

つる。ストレステスト、関節造影では把握で

きない。手術では所々に嬢痕ができ、切れか

けては治るという像が見られる。ドラフトを

くぐり抜けてプロのピッチャーになった例で

最初から肘が痛い例では、靭帯が全部嬢痕化

－３９－



していた。ＰＬ(長掌筋腫)で再建術をおこな

いfollowしている。２軍戦で投げれればbxcell‐

entであると考えられる。成長期にこういう

ことを起こさないことが大切で致命的な損傷

を防ぐことが最大の治療である。昨年の夏の

大会で急に肘痛を訴えた症例があるが、内側

の剥離骨折と診断し投球を禁止して３カ月で

治った。

外上果の圧迫壊死では痛みを起こした時に

ノースローを３ヵ月させると治ってくる。監

督にはスポーツ医と懇意になるようすすめて

いる。ノースローの期間は長い目に言う。２

～３週間で治ると言った場合、その時点で治

らなければ選手が落ち込み、周りも何故投げ

ないのかと言う。長い目に言う方が現実的で

親切である。成長期で剥離骨折を疑う場合は

１カ月ノースローとする。外側骨軟骨炎は３カ

月。野球を止めよというのは非常に酷、野手

への変更への指示が現実的である。最初から

メディカルチェックをしておき、陳旧例なら

１～２ヵ月のノースローの後投げさせる。大

学、プロでも１カ月以上必要。オーバーユー

スの場合は２～３週で投げられることもある。

何ヵ月という単位で言った方が現実的である。

肩の障害：投げすぎによりrotatercuffの

炎症を起こしbursaに炎症がおこり肩が挙が

らなくなる。所謂painfularc症状が出る。１

kgの鉄亜鈴を90.以上挙げられない。体を捻っ

てトリックプレーをする。ノースローが必要

である。早期発見できるようトレーニングメ

ニューに取り入れるとよい。ノースローの間、

下半身や体幹を訓練すること、走る時に肩に

力を入れる人は炎症をおこすので注意するこ

と。痛みがとれれば徐々に内容を増す。外傷、

打撲の時はアイシングを３日しその後は温め

る。ｏｖｅｒuseの時は温めるよう指示する。ス

トレッチングの方法はビデオに入れて指導者

講習会で教える。３日以上症状がつづけば整

形外科受診をすすめる。診察の時に投げたい

気持ちから注射、薬を求めないよう指導する。

精査をすすめられれば従う。ただ選手が痛み

のため夜寝られないのは翌日調子を悪くする

ので消炎鎮痛剤は夜間痛除去の目的で使用す

る。試合前に用いるのは意味がない。ユニホー

ムを着てグランドに出れば大抵の痛みは消え

てしまうものである。腫板の断裂は縫合がで

きるが術後に生きた球は投げられない。rotator

intervalのゆるみは保存的に治療できる。臼

蓋唇の損傷は、関節鏡で手術をして投げられ

るようになるが、又次の部分が悪くなり結局

ピッチャーとして復帰できない。健板炎の段

階でのノースローが一番大切であり、２日位

で挙上できるようになる場合もある。１ｋｇ

の鉄亜鈴が持ち上がるかどうかが炎症が消失

したかどうかの決め手となる。１週間以上挙

上制限があれば造影、ＭＲＩの検査が必要と

なる。rotatorintervalのゆるみ程度なら３～

４カ月の投球禁止でよい。

回復期の投球について：肩が挙がるように

なればキャッチボールを始める。１０ｍ位から

始め、１～２日で大丈夫なら20ｍ，ついで３０

ｍ(ホームと２塁)、最後は50ｍ(外野とホー

ム)のキャッチボールをやらせる。その後ピッ

チングを許可する。まずネットを置いて基本

的な投球練習をするが、スパイクをはかせな

い。スパイクをはかせると肩に力が入る。つ

いでスパイクをはかせて投げさせるが、キャッ

チャーは立たせておこなう。最後にキャッチャー

を座らせて投げさせるが、球数をおさえる。

十分段階をふんで投げるという指導が必要で

ある。

全般的なトレーニング：体の軸がしっかり

しないとプレて肩、肘に負担力§か、る。体幹、

首から腰、下肢を含めてトレーニングを十分

やってから、肩、肘をというように指導する。

講習会でのディスカッションで、高２，高３

の生徒で成長の早い者、遅い者をどう判定す

るか質問があった。身長の伸びで振り分ける

のがよい。高l、高２で身長の伸びる人は成

長軟骨が残っているし、伸びない人は成長が

－４０－



止まったと考えて、後者はトレーニングメニュー

を重くする。

トレーニング中の早期診断について：１ｋｇ

の鉄亜鈴を前後、横に振らせる。この時に腕

の動きをみる。肘が伸びないとか曲がらない

なら肘が悪い。挙がらないなら肩が悪い。本

人が大丈夫といってもノースローとする。

投球後は、肩の筋肉に血液が充満しており、

点状出血もみられることもあり、アイシング

１０～１５分でクールダウンをする。始め’慣れず

に気分が悪いと言う人があるが、その時は５

分位にして止め、徐々に延ばす。その後整備

体操をして帰す。試合後のインタビューはア

イシングをしながら受けるよう指導する。

平成５年度の講習会には、６地区の高野連

2,542校(3,018人)、少年野球指導者752人、

計3,745人が参加した。ビデオは高野連には

無料配布した。

ピッチャーの出場禁止規定について：大会

前、大会中の投手の関節機能検査を行い、肩、

肘に重大な障害(縫板断裂、肘関節剥離骨折、

靭帯断裂)がある時は、運営委員会が医師の

報告をうけて大会での投球を禁止する。但し

野手での出場はよい。複数投手が望ましい。

１５人のベンチ入りを16人に増やす。但し必ず

しも投手でなくてよい。これにより肩、肘の

炎症症状の保有率が下がった。平成５年の夏

には肩が挙がらない投手が多かったが、平成

６年の春、夏は減少した。しかしレントゲン

－４１－

での障害保有率は変わらなかった。

母親が少年野球について来て、自分の子供

を出場させよという問題がある。母親をはじ

めとした全体の盛り上げが大切であろう。全

日本野球会議では(演者もその内の一人)社会

的に目ざめさせるにはドラフトの前にレント

ケンを添えてドラフトにかけるとインパクト

があるという意見も出た。

腰の問題：成長期では腰椎分離症が問題と

なる。在阪プロ野球二球団(阪神、近鉄)の選

手71名中38名に分離症(54％)があった。分離

症があってもトッププレーヤーになれるとい

うことである。問診をした所、１４歳～１８歳が

腰痛を訴えている。２～３カ月休んで痛みが

なくなれば野球はやれる。

腰椎椎間板ヘルニヤ：ＭＲＩでわかる。経

皮髄核副出術を希望する人もいるが保存的治

療が多い。ヘルニヤの場合麻揮でバッティン

グでの踏ん張りがきかない時がある。２カ月

位休ませる。陳旧例では１～２週間激しい運

動を避ける。その後は復帰プログラムにそっ

て練習をする。

以上であるが、競技団体が動き始めると全

体が動くようになり、それに伴って整形外科

医が対応せねばならない要求が出てくる。日

本医師会スポーツ医の役割は今後益々増加す

るものと思われる。

（文責堀木篤）



慢性関節リウマチの外科的治療について

関西医科大学整形外科講師赤木繁夫

骨膜炎として始まるリウマチ病変は病期の

進行に伴い徐々に関節軟骨、軟骨下骨、関節

包等の関節支持組織を破壊し、種々の機能障

害を引き起こしてくる。これらの全ての病期

をとうして如何に滑膜炎を抑制するか、ある

いは関節の拘縮等の機能障害の出現を防ぐか

ということが治療の主目的であり、その為に

は内科的治療やリハビリテーションの重要性

は言うまでもない。これらの治療体系の中で

タイミングよく外科的治療を組み合わせるこ

とにより、リウマチ病変の進行を遅らせたり、

機能障害を改善し、よりよいADLを獲得で

きることがある。ＲＡに対する外科的治療に

は内科的治療によりコントロールできない滑

膜炎に対して消炎、除痛効果を目的として行

われる滑膜切除術と、既に関節破壊が進行し

機能障害を有する関節病変に対する機能再建

術に分けられる。

滑膜切除術は昭和30年頃より、上肢では肘、

手、手指関節、下肢では膝、足関節に対して

盛んに行われた。当初は本手術によりＲＡ性

関節破壊の進行を制御することを期待して行

われたが、術後長期観察例の検討から必ずし

も期待されたほどの病変進行抑制効果がある

わけではないことが判ってきている。そのこ

とに加えて最近の薬物療法の進歩により、滑

膜炎のコントロールがなされるようになり、

その手術頻度は減少してきているのが現状で

あるが、炎症のコントロールが困難な症例が

存在することは事実であり、本手術の意義は

尚あると考えている。

関節機能再建術は切除関節形成術、関節固

定術、人工関節置換術が代表的なものである。

切除関節形成術は前足部、遠位榛尺関節に行

われることが多く、痛みを伴う前足部変形や

前腕の回内外制限に対してきわめて有用であ

り､施行頻度は高い｡関節固定術は足関節や、

手関節等の可動性という点で比較的機能的要

請の少ない関節に対して行われることがある。

支持性の獲得､除痛効果という点で本手術に

優る手術はなく、症例によっては有用な方法

である。最近の人工関節置換術の進歩は著し

く、ＲＡ患者に､特に下肢機能の再建という点

で福音をもたらしたことは言うまでのない。

我々の教室においても､RA手術の中心となっ

ている｡移動動作の維持ということはRA患者

のQOLの維持にとって最も重要な点であり、

本手術の意義は大きい｡主に､膝関節及び股関

節に対して行われているが､いずれ良好な臨

床成績が獲得されている｡そのほか肘関節､肩

関節､足関節に行われることがあるが､耐久性

の問題があり一般化されるには到っていない。

最後にRA患者のADLに影響を与える病変

として頚椎病変の存在を忘れることはできな

い｡ＲＡにみられる頚椎病変としては環軸椎亜

脱臼､垂直性脱臼にみられる上位頚椎病変と

中下位頚椎での亜脱臼とがある｡関節病変の

外科的治療指針については確立された感があ

るのに対して､頚椎病変の外科的治療につい

てはそのタイミング､方法等未だ議論の分か

れるところであり､診察医の哲学によるとこ

ろもある｡最近の進歩の著しい種々の画像診

断や電気生理学的診断により、より適切な手

術時期や方法の検討がなされていくものと思う。

以上、主に行われるＲＡに対する外科的治

療について簡単に述べたが、最も重要なこと

はＲＡという長期に及ぶ疾患を如何にうまく

管理し、患者さんの立場にたった全人的医療

を志し、よりよいQOLを獲得することが治療

の主目的であり、外科的治療は時に選択され

ることもある一手段にすぎないことを強調し

ておきたい。

－４２－



一人医療法人と財産管理法人

関総研代表公認会計士関 博

（１）医院の経営課題

筆者は公認会計士事務所を開設して１７年、

その間医療経営専門の会計士として数多くの

先生方の悩み、相談にあたって来ました。１７

年の経験から医院の経営課題は、次の三つに

集約されると思います。

１．財政基盤の強化

２．老後資金の確保

３．相続承継対策

’の内容は所得の分散による可処分所得の

増加対策です。又サイフを区分する事により

経理内容がより鮮明になり、いやな税務調査

もクリアします。さらに所得の分散は資産の

分散を可能にし、３の相続対策に通じます。

２の内容は退職金です。日本の税金で一番

安いものはと言えば、ズバリ退職金です。勤

続年数'0年で退職金5,000万円もらった時の

手取額は3,931万円、これを給与でもらった

時の手取額は2,544万円、実に1,387万円の差

です。退職金を老後の資金に充当して下さい。

周知のとおり、退職金は法人を設立している

場合にとれ、個人事業ではとれません。

３は相続税の問題です。医業は開業時に多

額の資金を必要としますので、資本集約型の

産業といえます。多くの先生方は開業に借り

た借入金をせつせつと返しますが、やっと返

済が終わる頃丁度御子息が医大に入学する時

期を迎えます。こうして結局残るのは不動産

と言うことになります。私は先生方の経営課

題はズバリ以上の３つをクリアする事だと確

信しています。ではどうすればクリアできる

かを検討してみましょう。

(2)青色申告の発生

青色申告の先生は、奥様に専従者給与を払

うことで多少の所得の分散が可能ですが、薬

剤師等の資格がない場合は500万円～600万円

以内に抑えられているのが実状です。

又税務調査の際も事業経費が家計費かの経

費性の有無が常に問題となります。従って、

１の財政基盤の強化は弱いといえます。

次に２の退職金ですが、法人ではないので

とれません。一方、小規模共済制度はありま

すが、老後の安定資金としては不充分です。

最後の相続対策が一番問題となります。所得

が院長に集中してしまうので、財産の大部分

院長名義になり、相続問題は避けて通れませ

ん。結局青色申告の先生は、３つの経営課題

のいずれもクリアすることが出来ません。

（３）メディカルサービス法人の設立

昭和60年１２月、医療法の改正によっていわ

ゆる一人医療法人が認められるまでは、メディ

カルサービス法人、いわゆるＭＳ法人の設立

がなされました。ＭＳ法人に財産を移せば相

続税の問題もクリア出来ます。つまり私の言

う三つの課題はＭＳ法人で全てクリア出来ま

すが、一つだけ困った問題があります。それ

は平成２年福岡地裁でＭＳ法人の否認に関す

る判決が出たので、税務署がＭＳ法人を目の

仇にしていることです。例えば今所得4,000

万円の先生がＭＳ法人を設立して所得を半分

の2,000万円にし、他をＭＳ法人に移したと

仮定します。4,000万円の所得に係る所得税

と地方税の合計は2,179万円、対策後の所得2,

000万円に係る税金の合計は879万円、実に1,

300万円の節税です。税務署の個人課税部門

にしてみれば今までの高額所得者が急に税金

を落としたものですから一斉に厳しい税務調

査を実施しました。特にＭＳ法人に支払った

業務委託費の妥当性が中心になった訳です。

私の所属しているＭＭＰＧの全国調査でも、

－４３－



(法人税率）

医療法人の事業税は、一般営利法人と比較

して一見有利に見えますが、個人医院は５％

なので有利とは言えません。少なくとも筆者

は配当禁止ならば、法人税の税率は当然協同

組合の一律27％にすべきと考えます。さらに、

相続贈与の際の出資金の評価は、現行の持分

に応じた時価評価額ではなく、払込出資金を

限度として評価すべきと考えます。

著者自身、医療法人はすぐれた制度である

と考えています。しかしながらパーフェクト

ではなく、一部分欠陥を持っています。それ

が配当禁止事項です。私は、医療法人を補完

する意味で｢財産管理法人｣を考えています。

次の表を見て下さい。①個人で青色申告のケー

ス、②個人から医療法人を設立したケース、

③医療法人に財管法人を併設したケース、④

個人から医療法人と財管法人を併設したケー

スをシュミレーションしてどのケースが一番

有利かを算出してみました。

表１からわかること

①個人で申告している先生が医療法人を設

立した場合は、６．１％～16.6％の範囲でメリッ

トが出る。

②今医療法人を設立している先生が財管法

人を併設したら、7.8％～21.3％の範囲でさ

らにメリットが出る。

③個人の先生が医療法人と財管法人を併設

して新たに設立したら、23.3％～28.1％の範

囲でメリットが出る。

以上のことからいえることは、個人から医

療法人を設立する場合は、先生の所得水準で

メリットにムラが出てくること、つまり所得

１億円の先生は16.6％のメリットを享受する

が、所得3,600万円の先生は6.1％しかメリッ

トが出ないことがわかります。それにくらべ

て財管法人を設立した院長は、どの所得でも

ムラなくメリットを享受できます。

(4)一人医療法人の設立

昭和60年12月から一人医療法人の設立が認

められました。一人医療法人の制度化を待望

していた私は、セミナー等で先生方に一人医

療法人の必要性を訴えました。平成４年度の

資料によれば、一人医療法人の設立状況は下

記の通りです。

現在数件の裁判中の事件も発生しています。

税務当局はＭＳ法人を脱税に近いペーパーカ

ンパニーと見倣しているからです。

大
一
東

阪
一
京

筆者は一人医療法人の推進論者ですが、現

行の制度は若干問題を持っています。ひとつ

は配当禁止です。協同組合が、１０％以上の配

当をしてはならない見返りとして、法人税は

27％に抑えられていることに照らすと公平を

欠くと言えるでしょう。二つ目は、事業税の

問題です。次の税率表を見て下さい。

(配当について）

－４４－

(事業税率）

区分 税率 備孝欄

一般の営利法人

年350万円以下

年350万円超～

700万円以下

年700万円超

６ ％

９％

１２％

特別法人
年350万円以下

年350万円超

６％

８ ％
医撫法人

個人病院 一律 ５ ％

区分 税率 備考棚

資本金１値円以下の会社
や人格のない社団等

年300万円以下

年800万円超

２８％

37.5％
医療法人

資本金１世円超の会社 一律 37.5％

鯉畿懲
公益法人等

一律 ２７％

区分 規定

一般の営利法人 商法上の規定内でＯＫ

協同組合 １０％以上の配当禁止

医療法人 禁止



表1．個人対医療法人、及びそれぞれに“財管法人”を組み合わせた場合の実質負担税率比較表

綾'蝋雛鳥騨鍵繊繍繍灘繍蕪鎧雛I繍鰯

表２を参照下さい。所得3,041万円の田中

院長の例です。田中院長が1,000万円の理事

長報酬をとった時と、目いっぱいの3,000万

円の報酬をとった時のシュミレーション結果

です。結論から言えば、医療法人を設立した

場合、院長の給与をおさえて法人に利益を残

す方が節税になっています。

つまり、医療法人に利益を残せば残すほど

全体として節税になるが、配当できないので

院長個人の手元に資金が残らず、個人時代よ

りもかえって可処分所得が減ることになる訳

です。

－４５－

区分 個人 医蘭 法人 差引

所得
万円

財管の
有無

所得・住民税 1M管法人負担悦 合計Ｉ 法人負担税 個人負担税 小叶 財菅法人負担悦 合計Ⅱ 合計１－合叶Ⅱ

2.200 無 4２．２ 42.2 35.4 35.4 35.4 6.8

財管有

差引

2０

2２ １

０．０

０．０

2０

2２ ０．０

1５

2０

４

０

1５

2０

４

０

０．０

０．０

１５

2０

４

０

4.7

個人一財管一医僚法人
25.0

2.500 無 4６ ０ 4６ ０ 3８ ３ 3８ ８ 3８ ３ ７ ２

財管有

差引

2２

2３

３

２

０．０

０．０

2２

2３

３

２ 0.0

１７

2０

９

９

１７

2０

９

９

０．０

０．０

１７

2０

９

９

４

2８

９

１

3.000 無 4８ ６ 4８ ６ ４１ ８ 4１ ８ 4１ ８ ６ ８

財管有

差 引

2５

2３

１

５

０．０

０．０

2５

2３

１

５ ０．０

2０

2１

７ 2０

2１

７

１

０．０

０．０

2０

2１

７ ４

2７

４

９

3.600 無 ５１ ３ 5１ ３ 4５ ２ 4５ ２ 4５ ２ ６

財管有

差引

2５

２５

３

５

２．０

-２．０

2７

2３

３

５ ０．０

2１

2３

９

３

2１

2３

９

３

2.0

-2.0

2３

2１

９

３

３

2７

９

４

4,200 無 5３ ３ 5３ ３ ４．７ 3８ ７ 4３ ４ 4３ ４ ９ ９

財管有

差 引

2６

2６

６

７

３．６

-３．５

3０

2３ ２ 4.7

2２

釦
脆

７

７
０

2２ ７ 3.5

-3.5

262.

1７．２

３

2７

９

4.800 無 5４ ７ 5４ ７ ９．１ 3３ ９ 43.0 4３ ０ 1１ ７

財管有

差 引

2７

2７

６

１

４．７

－４．７

3２

2２

３

４ 9.1

2３

１０

７

２

2３

１９

７

３

4.7

-４．７

2３

１４

４

６

３

2６

９

３

5.400 無 5５ ９ 5５ ９ 1３．０ 3０ 4３ １ 4３ １２ ３

財管有

差引

2８

2７

２

７

5.7

－５．７

3３

2２

９

０ 1３．０

2４

５

５

６

2４

１８

５

６

5.7

-５．７

3０

1２

２

９

３

2５

７

７

6.000 無 5６ ７ 5６ ７ １６．１ 2７ 4３ ２ 4３ ２ １３ ５

財管有

差引

2８

2７

８

９

6.9

-６．９

3５

2１

７

０ 1６．１

2５

１

４

７

2５

１７

４

３

６．９

-6.9

3２

１０

３

９

３

2４

４

４

7．０００ 無 5８ ０ 5８ ０ 2０ 2３ ３ 4３ ４ 4３ ４ １４ ５

財管有

差引

2９

2８

７

３

8.5

-８．５

3８

1９

２

３

０

1９

５

６

2５

-２

７

４

2５

1７

２

２

３．５

－８．５

3４

８

７

７

３

2３

５

３

8.000 無 5８ ９ 5８ ９ 2３ １ 2０ ４ 4３ ５ ４３ ５ １５ ４

財管有

差引

3０

2８

３

５

9.6

-9.5

3９

1９

９

０

２

2０

６

５

2２

-２

４

０

2５

1８

０

５

９．６

-９．５

3４

８

６

９

５

2４

３

３

9,000 無 5９ ５ 5９ ５ 2５ ７ 1８ １ 4３ ５ 4３ ５ 1５ ９

財管有

差引

3０

2８

８

７

1０．５

-10.5

4１

１８

３

２

４

2０

７

８

2０

－１

０

９

2４

1８

７

９

1０．５

-１０．５

3５

８

２

４

６

2４

１

３

－偉円 無 6０ １ 6０ １ 2７ ２ １６ ３ 4３ ５ 4３ ５ 1６ ５

財管有

差引

3１ ０

29.1

1１．３

-１１．３

4２

１７

３

３

６

2０

５

７

1７

-１

９

６

２４

1９

４ 1１．３

－１１．３

３５

７

７

８

６

2４

６

４
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表2．田中院長の可処分所得及び税金比較

･青色申告の先生

特に、著者は社債に注目しています。現在、

大口定期１億円しても、手取り160万円ぐら

いしかなりませんが、このスキームを使うと

院長の手取りを３倍にすることが可能です。

財産管理法人の財産の運用に応用しています。

・所得30,413(千円）所神控除350(千円）

(5)財産管理法人の設立

財産管理法人は、院長の相続問題をクリア

するために設立する法人です。筆者は次の３

つのタイプが考えられると思います。

＜財産管理法人のタイプ別活用法＞

-…f雪雲:ご二三

(6)｢財産管理法人｣を必要とする病医院は？

以上述べてきました通り、財産管理法人の

目的は、①医療と経営の分離②配当の確保③

相続対策④老後の安定でした。当該法人を必

要とする病医院は次のとおりです。

①診療所の土地建物を所有している院長

②外科・整形外科・産婦人科等比較的多くの

職員をかかえているところ

③バブルのとき銀行等の勧めで不動産投資を

し多額の借金をかかえて資金繰りに困って

おられる院長

④一人医療法人は設立したが、後継者がいな

い、又は子供がまだ継ぐかどうか不明のと

ころ

⑤はっきりと後継者がおり、スムーズに医業

承継をしたい院長

⑥有床診療所をやめるかどうか検討中のとこ

ろ

⑦個人病院で相続対策が必要なところ

③一人医療法人を設立するか、別法人を設立

するか迷っておられる院長
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(幽付千1ｍ

財産管理法人は、院長の相続問題をクリア

する為に、相続税の課税対象となる財産(主

として不動産)を院長個人にかわって保有す

る法人です。何故法人に財産を保有させるか

というと、法人には相続税がかからないから

です。過日、ビル王の森ビル社長が亡くなら

れましたが、発表された相続税はびっくりす

る程安かった旨の新聞報道を見られた先生方

も多いと存じます。タイプ別のポイントは次

のとおりです。

：〔Ａタイプ〕『一一．……….…一一－一一~－…………~.一一~１

・先生は、まとまった資金を出資して財産管理法人を；
餓立する

・財産管理法人は､その資金をもとに個人から医院辿Ｉ
物・敷地を買い取る

・資金不足の場合には、術地権付き述物を問い取る：

．財産管理法人は不動産賃貸業･事務郁門の諭負業務｜
を担当するL….……__－－．－－…………一一一………..』

(7)結論

個人か法人かと聞かれたら、私は財政基盤

を強化する為にも｢一人医療法人｣の設立をま

ずお勧めします。しかし、「一人医療法人｣は

配当が出来ないという法的欠陥を持っていま

－４６－

個人申告

1.000万円給与

医療法人

3.000万円給与

医磯法人

院
長
税
金

所得税

地方税

耶業税

1１．１３２

4.184

０

1.367

808

０

9.378
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す。その為に理事長報酬を年3,000万円以内

に抑えるべきなのに、5,000～6,000万円もとっ

ておられる院長も見受けられます。又、自宅

と診療所が併設の診療所は、自宅部分を医療

法人に移せませんし、手続等が面倒で院長個

人の相続対策が進んでいない診療所の相談事

例が増えています。従って筆者は一人医療法

－４７－

人の欠点を補完する意味で｢財産管理法人｣が

必要であると考えます。

｢財産管理法人」についてのお問い合わせは

06(231）

関総研

税理士

１３１３

医療事業部

北像勝紀まで



利 き手とその変換

(平成６年度大阪府医師会医学会総会発表の要旨）

（医学研究奨励費助成研究）

はじめに

外傷や脳血管障害などで利き手が障害され

た時にはＡＤＬに支障をきたすことは十分予

想される。この場合非利き手を使用せざるを

得ないが、その変換がどのようにして行われ

るのか報告は無い。我々は上肢健常者を対象

に利き手の調査を行い、左利きの割合や右手

使用の変換パターンを調査した。また片麻庫

患者を対象に利き手変換の実態、要した期間、

失語との関係についても調査したので報告す

る。

対象と方法

上肢健常者1,521人(男618人、女903人)お

よび片麻庫患者20人(男１２人、女8人)を対象

とした。

結果

上肢健常者の成績

(1)男は平均49.4歳(12歳～85歳)女は平均52.

8歳(9歳～90歳)であった。

(2)利き手の割合は、男では右利き552人(89.

3％)左利き66人(10.7％)、女では右利き830

人(91.9％)左利き73人(8.1％)であった。

(3)家系内左利き頻度右利き群では10.3％

であるが、左利き群では32.3％と高い(表１)。

堀木整形外科堀木篤

行 岡 病 院 行 岡 正 雄

(4)利き手の変換調査表(表２）をもとに調

査をおこなった。右利き群では左利き動作へ

の変換はなかったが、左利きの多くの人が動

作変換を行っていた。図１は各動作の変換率

を示したものである。巧綴動作は63.1％変換

されるのに対し上肢動作は29.1％の変換に止

まる。また、男は39.9％変換されるのに対し、

女は52.5％と変換率が高かった。

片麻揮患者の成績

（１）内訳は男12人、女８人、平均年齢60.9歳

(38歳～85歳)で発症後６カ月以上経過した者

を対象とした。脳出血１６人、脳梗塞３人、脳

腫傷１人であり、失語ありが１６人、なしが４

人であった。

（２）図２は各動作の変換率を示す。巧綴動作

は72％、上肢動作は69％変換率であった。

（３）変換動作数７以上の者について変換に要

した期間を調べたところ平均１５週であった。

(4)失語のなかった症例は変換され易かった。

結語

利き手は先天性要因が強い。利き手の変換

は巧綴動作を中心に行われるが全ての動作が

変換されるとは限らない。また変換には時間

が必要である。
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表1．
表2．

利き手鯛査表
家系内左利き

利き手の変換
男（変換率％ ） 女

片麻痘患者における利き手の変換率（％）

Ｌat砲lityQuOtient

R - L

LQ画Ｒ＋Ｌ＋Ｂ×’００

完全な右利き：＋１００
完全な左利き：－１００

親等による左利き頻度

１７．２％

圏図．

図'1.
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労災・自賠責医療の最近の話題について

I・労災・自賠責医療の現状

1）労災の現状

①現況

現在全国の事業所は、260万カ所、労災

適用労働者は4,663万人、年間受傷者は６４

万人、年間死亡者は2,400名である。労災

支出金は8,000億円(年金3,599億円、休業

補償1,444億円、医療費2,449億円)といわ

れている。請求レセプト枚数は平成５年度

で259万件。

労災の部分で不支給の問題は解決してい

る。労災かくしが増加傾向にある。メリッ

ト制は強化するが緩和しない。労災かくし

のポスターは、昨年医療機関に配布された

が事業所には配布していない。

②労災点数改訂の主な特色について

平成６年５月労災改定が行われた。

１．緊急'性４項目を廃止し救急医療管理加

算(労災特掲）

入院外の場合1,000円

入院の場合500円

２．再就労療養指導管理料(労災特掲)2,400円

傷病労働者の主治医が、当該労働者の

所属事業場の産業医に対し文書をもって

情報提供した場合に算定できる。

３．消炎鎮痛処置

１日につき３カ所を限度

４．手指の創傷処理(労災特掲）

③RIC契約は21,232医療機関(82.6％)。

労災インフォメーションをRICより毎月

刊行している。剰余金は平成５年度より

都道府県に還元している。

ＲＩＣが行う貸付制度

①長期運転資金貸付制度

平成6年－４億9千950万円(251医療機関）

大阪府医師会理事三橋二良

平成7年－２億6千840万円(95医療機関）

１件500万円(現行200万円に引き下げ）

、阪神淡路大震災に対する特別貸付制度

６億４千100万円(２年すえおきで一医

療機関500万円ずつ。）

又、準備金の中から９億円貸し付けし

た。将来、共済掛金を1,800円に下げる。

2）自賠責医療の現況

①自賠責の支払金は2,700億円、過労死

は74件、120万円以内のカバー率は平成

３年、４年で83.7％、83.4％である。

自賠責保険傷害事故支払限度額120万

円の引き上げを要望している。労働者よ

り公的機関に30億円支出しているが、民

間にも支出するよう要望している。

②ＪＡ全共連の自賠責への導入をみとめ

る。

③損保勘定の自賠責保険運用益の中から、

阪神淡路大震災復旧援助について

１億４千500万円(病院90件、診療所２０

件)一軒約１００万円を支給した。

④日医が全国都道府県に行った自賠責診

療報酬算定基準等に関するアンケート調

査結果(平成７年９月21日）資料１．

日医は、９月21日の労災・自賠責保険

担当理事連絡協議会でアンケート調査結

果を公表した。それによると、今年６月

３０日現在、日医が求めている新基準を採

用・実施しているのは28道府県、合意に

達しているのは５県。新基準未実施地域

（合意を含む１９カ所)に対するアンケート

結果では、４カ所が合意に達して実施期

日が決定している反面、１１カ所は合意の

方向に進んでいないことが明らかになっ

－５０－



た。健康保険適用などのルール化問題や、

入院診療分収入に対する不安などが新基

準の障害になっている。

未実施で採用のための協議が進んでい

ないとしたのは、「あまり進んでいない」

を含めて１１カ所。「健保の適用など周辺

問題のルール化が進んでいない｣（８カ所

が回答、複数回答)、「入院のマイナスが

予想され会員の理解が得にくい｣(７カ所）

ことが協議が進まない大きな理由。一方

で採用を合意しているのは、山口、鹿児

島、鳥取、佐賀、山梨(実施期日未定)の

５県。合意には達していないが実施に向

け順調に協議が進んでいるケースも３カ

所あった。

新基準実施地域(28カ所)に対するアン

ケート結果からは、新基準採用で｢外来

診療分の収入は増加した｣(23カ所)が、

「入院診療分の収入が減少した｣(１７カ所）

実態が改めて浮き彫りになった。ただ、

トラブルに関しては、入院で１４カ所、外

来で16カ所が｢健保適用件数が減少した」

と回答。請求の事務手続きについても

「特に問題(苦情)はない｣と１５カ所が答え

たほか、支払期日も概ね２カ月以内で

「だいたい守られている｣を含めて27カ所

で守られていた。値切りのトラブルも１８

カ所で減少した。また新基準実施後、損

保各社が合意した内容を｢守っている」

としたのは22カ所に上った。ＪＡ共済は

２８カ所のうち23カ所が新基準を採用。し

かし'8カ所は協議会などの会合の場を設

けていない。

全都道府県のアンケート結果によると、

審査会あるいは苦情処理委員会を設置し

ているのは24カ所で半数以下。また三者

協議会の開催頻度は年１，２回が23カ所

で最も多い。２７カ所が損保側担当者が協

議会の内容を損保各社に確実に連絡して

いた。

⑤新基準採用状況資料２。

－５１－

全国で約３分の２(28カ所)の都道府県

が自賠責新基準を採用。５県が合意に達

している。関東甲信越の未採用が注目さ

れているが、今回山梨が合意に達した。

今迄合意県であった静岡が姿を消してし

まった。

⑥新基準実施地域における移行率調査結

果について

最初に新基準を採用した栃木県から、

今年１月実施の福岡県までの24道府県、

9,553医療機関(国立、公的以外)を対象

に行った調査結果が報告されたもので、

６月30日現在で7,761医療機関が新基準

を採用、移行率81.2％だった。これは、

各地の自算会調査事務所を通じて行った

もの。調査結果によると、栃木、広島、

徳島、宮崎、熊本、高知の６県が移行率

１００％で、青森、宮城、秋田、福島、岩

手、長崎、大分、富山、北海道、石川も

９０％を超えた。手挙げ方式、新基準の優

先採用を盛り込み新方式として注目され

た大阪は63.2％。今年１月実施と日が浅

い福岡は44.9％で半数以下だったほか、

３年６月実施の奈良も33.9％に止まり、

新基準が普及していない。調査対象は9,

553医療機関だが、平成５年度実績で２４

道府県で自賠責診療の請求があった医療

機関数は国立、公的を含めて約１万2,000

医療機関。

⑦近畿府県別医療機関移行状況(扱件数

６件以上）

⑧大阪府医療機関の移行状況(扱件数６

件以上）

７年７月末現在病院の移行率54.5％、

診療所77.4％、合計移行率68.2％となっ

ている。

資料１

Ｉ新基準実施地域に対するアンケー

ト(28カ所）



１．従来の慣行料金について(健康保

険ベースでの平均１点単価）

・技術30円、物20円１カ所

・２５～ 3 0 円 １ カ 所

・２０円２３カ所

・１５～25円１カ所

・１５～ 2 0 円 １ カ 所

・１２円１カ所

2．健康保険の適用、切り替え件数につ

いて

①入院診療分

ａ、減少した１４カ所

ｂ・増加した１カ所

ｃ、変わらない１１カ所

（実施後間もないため把握困難

２カ所）

②外来診療分

ａ・減少した１６カ所

ｂ・増加した１カ所

ｃ、変わらない９カ所

（実施後間もないため把握困難

２カ所）

3．請求の事務手続きについて

ａ．特に問題(苦情)はない１５カ所

ｂ、煩雑で苦情が多い９カ所

ｃ・コンピュータ化の充実を望む声

が強い９カ所

ｄ・その他２カ所

（複数回答地域あり）

4．新基準による収入の影響について

①入院診療分

ａ・減 少した２３カ所

ｂ・増加した０カ所

ｃ、変わらない１カ所

（実施後間もないため把握困難・無

回答４カ所）

②外来診療分

ａ・減少した１カ所

ｂ・増加した１７カ所

ｃ、変わらない７カ所

（実施後間もないため把握困難・無

－５２－

回答３カ所）

5．支払期日(概ね２カ月以内)について

ａ、守られている９カ所

ｂ・だいたい守られている１８カ所

ｃ、あまり守られていない０カ所

6．支払期日が２カ月を超える場合につ

いて

ａ．ほとんど医療機関にその旨連絡

が入っている１５カ所

ｂ、医療機関へ連絡がない場合が多

い１０カ所

（医療機関側から連絡をとると事情

の説明はある１カ所）

（実施後間もないため把握困難・無

回答２カ所）

７．値切り等のトラブル件数について

ａ・減少した１８カ所

ｂ・増加した０カ所

ｃ、特に変わりはない８カ所

（実施後間もないため把握困難

２カ所）

８．新基準実施後損保各社は合意した内

容を守っていますか

ａ・はい２２カ所

ｂ、いいえ５カ所

（実施後間もないため把握困難

１カ所）

＊『いいえ』との回答の具体例

・合意した内容をよく理解していな

い損保会社がある

・健康保険の適用・切替がある

・値切りがなくならない

・事故状況等の損保からの連絡が不

徹底である

・支払が２カ月以内にスムーズに行

われていない

９．ＪＡ全共連(自賠責共済)との関係に

ついて

①新基準の採用について

ａ・採用している２３カ所

ｂ・採用していない５カ所



②支払期日について

ａ・自賠責と同様である２０カ所

ｂ・ 自賠 責より遅い６カ所

ｃ・その他(把握していない）１カ所

（無 回答１カ所）

③協議会の参加について

ａ・三者協議会にオブザーバーとし

て参加している６カ所

ｂ・三者協議会とは別に会合の場を

設けている４カ所

ｃ、特に会合の場を設けていない

１８カ所

（実施後間もないため把握困難

１カ所）

Ⅱ新基準未実施地域に対するアンケ

ート （19カ所）

１．各地域における新基準に対する現

在の状況

ａ・合意に達し実施期日も決定して

いる４カ所

・山口平成7年10月１日実施予定

・鹿児島平成7年１１月１日実施予定

・鳥取平成8年２月１日実施予定

・佐賀平成8年２月１日実施予定

ｂ・内容的にはほぼ合意に達してい

るが実施期日は決まっていない

１カ所(山梨）

ｃ・合意には達していないが実施に

向けて順調に協議が進んでいる

３カ所

ｄ・協議に当たり障害となっている

点があるためあまり進んでいな

い８カ所

ｅ、未だ具体的な協議を行っていな

い ３カ所

2．協議の障害となっているのは、具

体的にどのような点ですか(上記

１．で。．と回答した地域以外の

回答も含む)(複数回答可）

－５３－

ａ・地域の担当者に決定権がなく、

本部の規制が厳しすぎる２カ所

ｂ・従来の‘慣行料金による請求が低

い医療機関については、損保側が

新基準の採用を認めない１カ所

ｃ・（外来の収入は認めるものの)入

院のマイナスが予想され、会員

の理解が得にくい７カ所

ｄ・健康保険の適用等、周辺問題の

ルール化が具体化できない

８カ所

ｅ、請求のコンピュータ化(レセコ

ンソフトの開発)が十分できそ

いない１カ所

ｆ・その他２カ所

Ⅲすべての都道府県に対するアンケ

ート

１．審査会について

①審査会(または苦情処理委員会)は

設置されていますか

ａ・はい ２４カ所

ｂ，いいえ２２カ所

（無回答１カ所）

②審査会の開催回数はどの位ですか

ａ、毎月１回１カ所

ｂ、２～４カ月に１回６カ所

ｃ、１年に１～２回７カ所

ｄ・その他１０カ所

２．三者協議会について

①開催回数はどの位ですか

ａ、毎月１回９カ所

ｂ、２～４カ月に１回１４カ所

ｃ、１年に１～２回２３カ所

（必要に応じて開催１カ所）

②損保側の担当者は、協議会の内容

を損保各社に確実に連絡していま

すか

ａ、している２７カ所

ｂ、しているが不十分である



災・自賠責委員会答申に沿って対応する

方針を表明。「年１回しかしない処置や

手術を評価するのではなく影響率が高い

ところを評価したい｣と述べ、入院早期

の評価や初診、再診料などを重点評価す

る考えを示した。

②自賠責新基準の診療報酬改訂について

全国で約３分の２の都道府県が新基準

を採用している現状より、自賠責関係で

地域特掲を認めて欲しいという県もある。

（茨城）

入院料に地域差を認めて欲しい(東京)。

入院にもメリットがあるような新案を示

して欲しい(鳥取)。自賠責新基準の全国

特掲料金の設定を中央レベルで考えて欲

しい(大阪)等の意見があるのに対し、日

医石川常任理事は全国特掲料金も考えて

いかねばならないが、新基準が労災点数

を基礎としているので労災点数の引き上

げが先決であると述べている。

ｃ、ほとんどしていない

(無回答

資料２
新基準採用状況

（自賠責鯵療費算定坐準等に閲するアンケート紬采より）

〔実施都道府県：２８か所〕
〔合意都道府県〕５か所

①山口(平成7年10月１日実施予定）
②鹿児島(平成7年11月１日実施予定）
③鳥取(平成8年２月１日実施予定）
④佐賀(平成8年２月１日実施予定）
⑤山梨(実施時期未定）

１７カ所

０カ所

３カ所）

Ⅱ、労災・自賠責医療の今日の問題点

Ａ・診療報酬改訂問題に関して

①労災改訂について

石川常任理事は９月21日の連絡協議会

で次回労災診療報酬改定について、入院

は初期段階の評価、外来は初診、再診料、

再診指導管理料を重点評価したい考えを

明らかにした。

指(手、足)の同一手術料算定で、異な

る手術をした場合に両点数が算定できる

よう整理する考えも示した。健保上、同

一手術野で２つ以上の手術をした場合、

原則的には一方の手術料算定しかできな

いが、指にかかわる手術など決められた

手術は重複算定が可能。しかし指の場合

でも異なる種類の手術を行った時はこの

特例は認められず、一方の算定しかでき

ない。石川常任理事は｢通則９，１１の扱

いは次回改定で明文化したい｣と述べ、

重複算定できるよう整理する考えを示し

た。次回改定は、基本的に平成５年の労 Ｂ，労災診療費支払いに関する問題点

－５４－

都道府県 新基準実施年月日 都道府県 新基準実施年月日

１栃木

２青森

３広島

４徳島
５宮城

６奈良

７秋 田

８福島
９宮城

１０滋賀
皿兵庫

１２岩手
ｌ３大阪

１４熊本

１５長崎

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

６
７
０
１
５
６
７
８
６
１
１
０
０
０
１

１
１

１
１
１
１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

２
２
２
２
３
３
３
３
４
４
５
５
５
５
５

成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

ｌ６大分

ｌ７ 高 知

１８富ｌｕ

ｌ９岐阜
２ ０ 長 野

２１新潟

２２北海道
２ ３ 石 川

２４福岡

２５山形

２６和歌山

２ ７ 愛 知
２８福井

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

１
４
６
６
９
１
１
１
１
４
４
６
７

１
１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

６
６
６
６
６
６
６
６
７
７
７
７
７

成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平



①労災診療費不適正支払額結果報告につ

いて

平成６年度、大阪労働基準局に対し会

計検査院が立ち入り、請求レセプトにつ

き点検した結果、大阪府下の主として病

院より請求のあったレセプトの内290件、

8,414,729円の不適正支払額が発覚した。

実地検査における指摘事項は多種多様

に渡っているが、労災診療費算定基準よ

り逸脱した初歩的ミスが多い。

②審査上の問題

本年７月より労災診療費の請求にかか

る一元管理システムへの移行が行われた

ため、レセプトの提出締切期日・審査委

員会の日程の変更が行われた。

提出は原則として毎月１２日、審査期日

は原則として毎月26,27日に行われるた

め、その間の日程で事務点検が充分に行

われる余裕が出来た。従って労働基準局

では、①の会計検査院の指摘に基づいて、

「月別審査重点項目｣を作製し、事務点検

の強化をはかっている。

Ｃ･自賠資請求に関する支払いの問題点

①健保適用の問題点

大阪府自動車保険医療連絡協議会の中

で、『４．健康保険適用に関する確認事

項として、「医療機関は患者から健康保

険証が提示されたときは健保使用を認め

る。損保会社は理由のある場合を除き、

新基準を優先適用する｣』と書いている。

－５５－

今日、交通事故の患者が入院した場合

に、健保適用をするか否か、又適用の時

期等でトラブルが多く、苦情処理委員会

（府医三者、協議会内に作っている。）に

挙がってくる事例が多い。

「賠償医療の中で過失相殺による減額

を社会保険への切り替えで穴埋めするこ

とが当然のように行われているが、医療

事務にとって大きなロスを負わされたあ

げ〈、後々まで自算会や社会保険からの

照会に時間をとられることになる。今後

過失相殺のしわ寄せが医療機関にくると

いう不合理が解決され鯛ければ新基準の
採用は病院にとって不利なものとしかな

り得ない｣という厳しい意見もある。

全国的にみて新基準を採用してから健

保適用例は減少しているようであるが、

「健保保険転用問題に関して日医、中央

損保の中央レベルでの一定の合意点を出

して欲しい。（京都)という意見に賛同し

たい。

②請求事務上の問題

新基準に移行した医療機関の内、請求

事務が煩雑であるという苦情が多い。

コンピュータ化の充実を望む声が強い

反面、大阪でも自賠責保険請求に関する

コンピューターソフトの普及が悪いよう

である。

平成７年９月１日現在、サンヨープラ

ス東芝の自賠責新算定基準ソフト販売状

況は１１１件である。



第８回大阪整形外科症例検討会報告

世話人代表理事大橋規男

日時：平成７年３月４日(土)午後２時－７時

場所：参天製薬(株）５階センチュリーホール

出席者数：５８名

＜第１部＞

司会西搭進（住友病院）

１ ．北 野病院杉山近彦

［症例]62歳、女性。（主訴)左股関節痛(慢性関節リウマチ)。（現病歴)昭和46年リウマチ発症。

平成３年７月右膝関節に対し、TKR(kinematicrotatinghinge)。その後右膝をかばって、左足

荷重歩行を繰り返していた。平成５年７月左股関節痛を徐々に来し近医で保存的治療。平成６

年９月左股関節痛の治療のため受診。平成６年12月左股関節に対し手術目的で入院するが、誘

因となることなくＸ線にて右大腿骨頚部内側骨折を認める。平成６年12月３日右大腿骨人工骨

頭置換術(PCAセメント使用)。

＊左股関節の３年前のＸ線にてリウマチによる変形を認めていないが急速に骨破壊が進行し現

在左大腿骨頚部骨頭は骨融解し臼蓋側の破壊も著明である。左股関節痛改善及び歩行の再獲得

のための最善の治療法をお教え下さい。

★右大腿骨頚部内側骨折に対しすでにセメント使用によるbipolar人工骨頭をうけている。左

股関節は臼蓋・骨頭ともに破壊強<、uppermigrationの状態。演者の施設では臼蓋破壊に

対し骨移植の上、やはりbipolar人工骨頭により置換を行った。ＲＡ股に対するbipolar人工骨

頭使用に対する批判があった。骨移植十セメントTHR、またより早期のopを検討すべきで

あるとの意見が出された。

２ ．北 野病院石田文明

［症例]61歳、女性。（主訴)慢性関節リウマチclassicalRAstage4class3。（現病歴)昭和４７

年発症。昭和59年９月１０日足鉦resectionarthroplasty･昭和61年１１月１４日、-Ｔ､Ｈ､Ｒ､(Chamley）

synovectonyofther-kneeo昭和63年８月２日r-T.Ｈ､Ｒ・(Chamley)r‐Ｔ・Ｋ.Ｒ・(Mark3)平成４
年６月、－hiprevision(京セラ６型)。平成６年１２月１４日自宅で転倒し左股関節脱臼をきたす。

当日整復、５週間のベット上安静としたが、平成７年１月27日左股関節、軽度内転、内旋位を

とったところ再度脱臼をおこした。徒手整復は容易であった。

＊人工関節のlooseningはないが、軟部組織のゆるみのため、簡単に脱臼をきたす場合の治療法。

★左THRrevision後の習慣性脱臼で、X-p像で大転子の偽関節が存在する。大転子の偽関節に

対して再接合手術をすべきであるとの意見が出された。京セラ６型使用によるrevisionであ

るが、人工臼蓋・ステムに前捻をつけた設置をすべきではないかとの指摘があった。

－５６－



３．高 槻 赤 十 字 病院丸山貴資、岸本郁男、松居孝一、松田浩、田中一成

今井整形外科今井秀

［症例]52歳、男性。（主訴)右股関節部痛。（現病歴)平成６年８月右股関節に違和感を自覚。

１０月には癌痛による破行を認めたため、１０月１６日当科初診。初診時、大腿骨頭に圧痛、腫脹、

熱感を認め、単純し線では骨頭の軟骨下骨の不鮮明化、MRIではＴ,にて不均一な低信号域、

Ｔ２にて不均一な高信号域を認め骨シンチでは異常集積像を骨頭に認めた。１１月25日骨生検施

行し病理学的には陳旧性出血であり又培養も異常を認めなかった。疾痛持続するためオマリー

筋解離術施行し現在術後理学療法中である。

（現症)術後約１カ月、両松葉杖患肢％部分荷重にて歩行中。

右股関節可動域屈曲110．伸展１５．

外転５０．内転２５・

内旋１０．外旋２０。

＊診断について。

★X-pでは骨頭の軽度萎縮像、MRIではＴｌの低信号、Ｔ２の高信号をいずれも不均一、骨シン

チは骨頭全体の淡いhot像と加重部の強いhot像、骨生検は壊死所見なし、陳旧性出血あり、

感染所見なしである。症例は日本酒３号×20年の愛飲家。画像所見、病理所見より骨壊死は

否定的。感染の可能性も少ない。典型的なX-pではないが、transientosteoporosisの可能性
が高い。他にPVSなどが考え得るので注意深い経過観察が必要との意見があった。

４ ．牧病院 牧恭彦

［症例]50歳、男性。（主訴)①右距骨骨折。②左足リスフラン関節開放性脱臼骨折。③Ｌ４

圧迫骨折。（既往歴)ＤＭ･声帯損傷。（現病歴)平成７年１月30日乗用車いねむり運転中、壁に

衝突して受傷。西宮協立病院に搬送され、左下肢シーネ固定の上１月31日当院転入院となった。

内科的にＤＭのコントロールを行いながら２月１日腰麻下に②に対し観血的整復固定(ピンニ

ング)の上ギプス固定、①に対し徒手整復行うも第３骨片は整復できず。２月８日再度腰麻下

にanterolateralapproachにて距骨観血的骨接合術を行いギプス固定した。③に対しては床上

安静の上ダーメンコルセット装着し２月１３日より車椅子移動可能となった。現在、創治癒し、
両下肢筋力強化のリハビリ中である。

（現症)意識清明体温３７°Ｃ血圧128/7４脈拍９５/分整

（各種検査成績）ＷＢＣ９１００Ｈｂ１２．０ＢＳ３２８ＣＲＰ２６．８(6+）

ＢＵＮ３１．７ＣＰＫｌ８８４ＬＤＨ７５７尿糖（++++）

X-P上①右距骨骨折。転位著明。第３骨片あり。ＣＴも撮影した。

②左足リスフラン脱臼骨折。第１模状骨露出。③L4圧迫骨折

腹部外傷の疑いあり。エコー、ＣＴにて少量の腹水をみとめる。

＊距骨壊死の可能性、判断・処置(手術)の時期、ギプス固定・荷重の時期について。

★頚部から体部にかけてのＴ型骨折。ＡＯｓｃｒｅｗによる観血的整復固定を受けている。距骨壊

死の関連して固定材料としてチタン製のcanulatedscrewを使用すればMRI検査が可能であっ

た。骨壊死の発生頻度は脱臼骨折例で60％・術後のリハビリ計画では早い時期の荷重・ＲＯＭ

等を考え、左側についてはヒール付きギプスを１０～１２時間使用するとのアドバイスがあった。

－５７－



＜第２部＞

司会麿島和夫（国立大阪病院）

５ ．住友病院 太 田 信 彦

［症例]49歳、女性。（主訴)右下肢痛、しびれ。（現病歴)平成３年頃から腰痛と右下肢痛が出

現。平成５年９月16日当科初診。neurologicaldefectなし、ＳLRT(－)、間欠性破行あり。Ｘ

線上左凸の腰椎側蛮症を呈する。硬膜外ステロイド注入など保存療法を施行したが無効。既往

歴として右CDHあり、脚長差３cm。

（現症)MRI､CTMでL4/5に椎間板ヘルニア像を認める。平成５年１２月３日Ｌ4/5右随核摘出

術を施行。術後、右下肢痛としびれが遺残した。平成６年７月11日Ｌ5神経根の除圧・剥離

を施行。術後、安静時の症状は改善したが、間欠性破行など不変。平成６年８月１５日Ｌ5/Ｓｌ

右髄核摘出術十後側方固定術十CDI．

＊変性腰椎側湾症の手術治療について。除圧の範囲は？矯正・固定術の必要性は？

＊多数回手術例(MOB)を作らないための術前検査は？

★責任神経根が不明確な場合の攻め方に要約できる。とくに臨床症状では責任神経根の症状が

明確であるのに、画像上での証明が不十分であった場合には、どう対処するのか、に議論が

集中した；

①MRIでの詳細な観察、とくに脊柱管外(椎間孔部)まで、神経根に沿った部位での病変の有

無の検討、②神経根造影と疾痛の再現、③椎間板造影と癌痛の再現、④ERGによる確認

などにより詳細に検討すれば､多くの場合､MBOに陥ることは免れるであろう、と結論された。

６ ．住友病院 小 西 長 生

［症例ｌ］８歳、女児。（主訴)両足関節痛。（現病歴)平成４年８月跳び箱で着地時に転倒して、

右足関節を捻挫した。近医でギプス固定４週間施行された。同年10月に左足関節を捻挫(跳び

箱着地時)。ギプス固定を４週間施行された。その後、両足関節に運動時痛を訴えた。平成６

年３月、当院受診

（現症)両足関節外果部に圧痛を認めた。単純Ｘ線像で両緋骨下端に骨片が存在した。両足関

節外果部裂離骨折の偽関節と診断した。平成６年８月に右側に12月に左側にtensionbandwir-

ingを用いた整復固定術を施行した。平成７年１月現在で右側は骨癒合が得られている。左側
はギプス固定中である。

［症例２]１１歳、女児。（主訴)右足関節痛。（現病歴)平成４年１０月に右足関節を捻挫し、放置

していた。その後右足関節に運動時痛を訴えた。平成６年１月に当院受診。

（現症)右足関節外果部に圧痛を認めた。単純ｘ線像で緋骨下端に骨片を認め、外果部裂離骨

折偽関節と診断した。平成６年８月にtensionbandwiringを用いた整復固定術を施行した。平

成７年１月現在、右足関節の疾痛は消出し、Ｘ線像で骨癒合が得られている。

＊①Ossubfibulareとの鑑別法は。

②症例１は保存治療が無効で最終的に外科治療を要した例であった。しかし、小児外果部裂

離骨折に対し、受傷後早期に手術をすべきか意見の分かれるところである。諸先生方の御

意見をお聞かせ下さい。
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★副骨と骨切片との鑑別について、明確な議論はできなかった。KeatsのAtlasofnormal‘roentg

envariantsthatmaysimulatedisease。（5thedition,MosbyYearBook,1992)を見ても、多

数の写真を掲載しているが、癌痛性副骨との鑑別点については明確に触れていない。

①少なくとも、痛みと不安定の出現から、traumaticlesionであることは確かであろう、

②臨床症状の明確な例での外科治療も妥当であろう、

の点について意見の一致を得た。

７ ．大阪逓信病院岡史朗

［症例]53歳、男性。（主訴)右下肢短縮。（現病歴)平成３年１２月７日、交通事故にて右大腿骨

骨幹部開放骨折となり同12月９日、他院にてＡ､Ｏ・plateによる観血的整復固定術を施行された。

術後骨折部は偽関節となり、当院受診し、平成４年５月19日Ａ､Ｏ・plateを抜去、髄内釘挿入術

を施行されるも、再度偽関節となり右大腿骨長の短縮も８cm認めたため、平成６年７月１２日、

創外固定期にて偽関節部再接合術を受けると同時に、大腿骨遠位部にて仮骨延長法を施行され

た。術後、現在に至るまで７カ月間の創外固定を受けている。

（現症)術後７カ月の現在、単純Ｘ線にて、骨延長部は正面像・側面像とも仮骨形成良好であ

る。骨接合部も仮骨形成を認め、正面像は骨癒合傾向を思わせるが、側面像では一部にＸ線透

過像を認める。大腿骨長差は0.5ｃｍ(ｒ＜、）。膝関節可動域は屈曲０。～35°と高度に制限され

ている。神経学的所見は認めない。

＊骨接合部の評価と今後の治療方針は？

＊膝関節可動域改善の為の方法は？

★偽関節部の癒合状態と脚延長部の問題の２点で議論があった；

①偽関節部の骨癒合状態は、軸圧荷重による癌痛誘発の有無で判定できること、

②骨延長部の治療までに、healingindexからは、順調に経過しても400～500日の創外固定が
必要であること、

③骨延長部の骨形成が完了しなければ、創外固定期を除去して膝関節の可動域拡大運動は不可

能であること、

④年齢から見て、１年以上現状のままにしておいて、その後に膝関節運動を開始しても関節拘

縮の改善は困難であることが十分に予測されるため、骨延長部の骨形成がある程度進行した

時点で、骨移植・内固定に切り替えて、早期から膝関節運動を開始できるようにするのも、
一方法であること、

などの意見があった。

コーヒーブレイク

＜第３部＞

司会池田清（関西電力病院）

８．国立大阪病院井上裕美子

［症例]23歳、男性。（主訴)左足疾痛。両手指の腫脹。（現病歴)平成３年７月頃右環指の爪変

形出現、徐々に腫脹し、他の指にも同様の病変認める。平成６年２月左足内側に痕痛、腫脹出

現、徐々 に歩行困難となる。右膝、両股部にも疾痛出現。症状は朝に強い傾向あり。
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（現症)右環指swanneckdeformityあり、ソーセージ様に腫脹。左中環小指DIPjointに発赤、

腫脹、圧痛あり。環指はswanneckdeformityあり。左示指以外に爪変形認める。左足内側

後腔骨筋に沿った腫脹、圧痛を認める。

(検査所見)ＷＢＣ↑ＣＲＰ３.ＯＲＦ２２↑ＲＡＰＡ４０→抗核抗体等すべて（－）

滑膜生検：nonspecificchronicinflammation

＊①本症例の診断は？

②確定診断を得るための今後の検査は？

★演者より鑑別診断につきまとまった考察がされ、結論的には本例は乾癖性関節炎であろうと

された。

仙腸関節や胸部Xp、HLA、皮間生検などに関して質問があった。

ソーセージ様指変形についてはsarcoidosisやBanbergerMarie骨関節障害に伴うとの記載も

あるとの指摘があった。

９ ．国立大阪病院三木秀宣

［症例]65歳、男性。（主訴)右膝関節動揺性。（現病歴)平成４年頃より右膝変形出現、徐々に

増悪し破行を呈するようになる。平成６年７月神経病性関節の診断のもとに装具療法をうけた

が、関節変形進行し、右膝関節動揺性が高度になったため、平成６年10月当院入院右膝関節

固定術を施行した。

（現症）入院時墜下性破行股関節。

右膝関節腫脹。ＲＯＭ伸展４０°屈曲９０．内反３０．外反２０．

髄液より梅毒反応(＋)。

両下肢Ｌ，レベル以下の感覚鈍麻。

＊①今回の治療は適正であったか。

②他の治療法はなかったか。

③今後、骨癒合を促進させる手段は？

★Charcot関節に関しては人工関節の適応も否定されまた骨癒合の可能性もないとされ、治療

の困難さが確認された。今回固定手術の結果などについて後日の報告が期待された。

1 0 . 済 生会野江病院牛尾一康、好井覚、大田秀一、武富雅則

［症例]57歳、女性。（主訴)歩行障害、両足底知覚異常。（現病歴)1991年ころから左足鉦にし

びれ自覚した。（急いで歩こうとすると、両下肢がうまくはこばない)。同じころから、両足底

知覚異常を自覚した。（じゃりの上を歩く感じ)。症状増悪するため、1994年１０月18日当科受診

した。

（現症)1994年１１月４日頚胸椎部脊髄腫傷摘出術施行。１１月21日(p､o、３W)坐位・足ぶみ歩

行開始。→１１月28日ころから頭痛・めまい・局所に波動のある膨隆あり。

12月１日MRI:pseudomeningocele→安静臥床・局所圧迫。１月６日観血的閉鎖術。

１月23日～１月27日持続的ドレナージ（lumbarsudarachnoiddrain)。

＊頚胸椎部脊髄腫傷摘出術後のCSFleakとpseudomeningocele形成。

→治療について。

－６０－



★最終的には腰部硬膜外腔への排液路造設手術により偽性髄膜癌は縮小したと報告された。

11.国 立 大 阪 南病院小野秀文

［症例]48歳、女性。（主訴)四肢痛。（現病歴)１０数年来の四肢痛があるが、１～２年続くと数

年は痛くないという状態である。

（現症)外見上特に異常なし。x-p上、頭蓋を含め皮質骨の肥厚があり。（椎体にも軽度なが

ら＋)骨シンチにても骨幹皮質を中心に集積像が認められる。

＊DiaphysealDysplasiaを疑っていますが、周辺疾患を含め完全に該当する疾患を特定できて

いませんので、診断につき宜しくお願い致します。

★演者より鑑別診断についてまとまった考察がされ会場からの異論はなかった。今後の経過に

ついて後日報告されるよう要望された。

＜第４部＞

司会坂本徳成（坂本整形外科）

12.済生会中津病 院 宮 脇 裕 二

［症例]53歳、女性。（主訴)多発骨傷。（現病歴)平成７年２月27日マンション4Fから転落。

近くの救急病院に搬送され、当科へ紹介入院となった。

（現症)両側虹門周囲会陰部の知覚脱出。左Sl領域の運動麻揮。勝耽直腸障害。X-p上、Ｌ２，
仙骨の破裂骨折。恥骨坐骨骨折。右榛骨遠位端骨折。

＊脊柱の固定法について。特に仙骨。

★①仙骨々 折の場合、観血的整復術は非常に困難をきわめ、不可解に近い。ｏｐをしない方が
得策。

②麻揮のレベルはどうか？

③高度な骨盤骨折による後腹膜腔内巨大血腫が神経を圧迫していると云う事は考えられないか？
④新鮮例である為、両下肢直達牽引による治療法は？

以上の意見が出された。次回のこの会に是非共経過を報告して下さい。

1 3.済生会中津病 院 宮 脇 裕 二

［症例]45歳、男性。（主訴)第１，２腰椎カリエス術後。（現病歴)平成５年６月頃よりLumbago･
平成５年８月よりLumbago増強し他院に入院。Ｌ,圧迫骨折にてギプス固定。平成５年９月２

日当院転院。平成５年９月８日Biopsy(Ｌ,)。平成５年１０月27日病巣は骨移植その後骨癒合が

みられず側面でＴ１２～Ｌ２で後湾進む。平成６年８月１０日ルーキー法(疎突起ワイアリング)で
後方固定術をＴｌo～Ｌ４に施行。

（現症)モールド型体幹コルセット着用し歩行、日常的には車椅子。腰痛なく下肢痛・シビレ

・筋力低下なし。２回目の術後、後蛮がもとにもどったがその後26°程度で変化なし。（X-p側
面）移植骨とＬ２とは骨癒合したようだが、Ｔｌ２とは骨癒合みられず周囲に吸収像あり(Tomo

CT)。２回目ope後CRP:0.3前後でH7.2.23ではCRP:0.17、ESR:6/24、WBC:5700である。
＊今の状態で待っていて骨癒合が完全に得られるものか。

もし骨癒合が得られなくてもコルセットをはずした日常生活に復帰させてもよいものか。ま
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た、その時期は？

★①単純X-pではKariesよりむしろ腫傷が疑われ、そのあたりの鑑別は？

②この例では保存的治療の方が優先されるべきではないか。又、抗結核剤の投与は？

③手術時、iliopsoasadscessは認められたか？

以上検討されたが、Kariesの場合、最低6Ｍ以上、コルセット装着の上保存的治療が必

ないか。

ﾄ装着の上保存的治療が必要では

＜第５部＞

教育研修講演(１８：００－１９：００）可(１８：００－１９：００）司会大橋規男(大橋整形外科）

『スポーツによる肘関節の障害』

阿部宗昭先生(大阪医科大学整形外科助教授）
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ＪＣＯＡ診療所アンケートの集計結果

会長小杉豊治

本年１月に行なわれた、ＪＣＯＡ診療所のアンケートの集計結果をグラフでしめす(６月18日

大宮の］ＣＯＡ学会で発表）

39縦まで40～49歳50～59歳60～69歳70歳以上
１１

|地区別診療形態分布状況|回答者診療形態比率

型
誘
醗
鵜
蛎
溌
撫
蛎
翻
識
蝿
霞

300

270

240

210

180

150

120

９０

６０

３０

０

所
伽
所

猟
診
猟

鯵
化
診

獅
岬
俳

画
国
皿

Ｉ
：
鳶
…

匡画無床I診州所

'三]雌床化諺撤所
Irrrlｲﾃ床診伽ﾘ『

外来患者の傾向１

罵瓢雨-霞菖雨諜,，

一
軍
均
砕
画
枇
将
面
刈
寧
沓
加
〆
両
鴻
苛
毎
卿
ｑ
耐
い
帖
醗
蔑
認
町
哲
甜
鵠
齢
牌
停
邸
塞
叩
祁
処

手＝

｜
|’

無床診療所
而

一
Ⅶ
Ⅵ
凪
日

鵬
一
一
蕊ｉｉｉ識

、蒜

lii
疎

穂、
北海逆

而

開業5年未満地区別診療形態分布状況l人口別診療形態分布状況｜
国難床診旅所

一驚i-廼馬燃;緋所
６０

５０

‘'０

３０

２０

１０

3５０

３００

２５０

２００

１５０

１００

５０

０

所
伽
所

旅
腸
旅

今
ｂ
含

岬
胴
蛎

螺
無
何

国
ロ
函

Ｏの

…
…

Ｉ

300

250

200

150

100

５０

０
lii

画●

函jW加州Ｉｈｌ

国減少鮒向
r蒜Iかわらない

一

iW1｝

1１，１

1ｍイ
画雌床化診猟所

一
監
操
弊
縛

ｌ９９

１ｍｉｉ

ｌ１１

１

一
転
お
宮
致
呼
〃
ｏ
ｍ
Ｈ
駒
配
耐
踊
■
か
〆
日
、
ァ
Ｄ
Ｃ
胡
．
●
『
・
哲
●
。
』
‐
Ｍ
Ｍ
Ｉ

－６３－

Ｉ

一
伊
０
汐
典
。
Ｅ
罰
暁
聯
印
画
伶
冨
制
〃
弘
一
私
○
腺
ｘ
】
。
。
Ｌ
ダ

i床診旅所

声
叩
邑
強
雌
蝿
醐
や
“
部
品
・
堆
伍
帽
埼
一
’
サ
ノ

Ⅷ
一
一
．

Ｉ

iiW

二，１
．皿’

聴
皇肌
旨定那 北海逆

噸廟１
灯
回眼

r一m

〔北１人工20万人以下2(i～100万人Ⅱ 型、九

L壬雌u診療形態分布状況｜国螺床診猟所



1-F妄iｌ ':i‘札

外来患者の傾向２ 外来患者の傾向３

2.蝋
匡]叩加傾向
EF1ilMj少傾向
咽I唾わらない

''一

1重｡卿加傾向

「。減少傾向
lmlI1変わらない

戸一

有床診療所
無床化診療所

■｡甲ご－.一一▲▲

内髄の医蝋器隠冊謹職ｕリハ施設間ち時間その他
ｉｌｉＷｒ地 Ｉ Ｍ Ｉ 琳 １ ． １ 階 定 蝿 儲

期・
改築

経営票化の原｜国経営状況

800

701

60（

500

40〔

300

200

100

０

鍵

匡冒1敗藩された

底l悪化した
Ｅ口変わらない

蕊
繍
灘

；
；
ｉ
ｉ
ｌ
‐
‐
ｊ

一
一
一
一

Ｐ

－６４－

一
心
．
’
一
．
．
ｙ
｜

縄
煮
》
》
蝉
蝋

一
・
一
副

書
一
一
／
Ｉ

〃
》
》
》
一
癖
》
》
》

一
一
一

一
〃
》
》
》
》
》
》
》

』
一
一

'１－-一一

2.6％

人件間珊殴薬品抑帥瞬猟その他の支払恐荷敗減
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人件費が占める割合１



有床診療所ベッド利用状況

函鵬床へ移行す為
匡1小規模人院施,側
皿、世人保雌施投甥

人件費が占める割合３ 人件費が占める割合２

匡割'iO～50%米淡

皿30～40%栄糊

函20%来満
画20～30%末澗
匝､30～40%来枇
E詞40～50%未満
函50%以上

F詞回20%未澗
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１－７（６）でａと答えた方の都市の人口は

凡例：

無床診療所

有床診療所外来

（現在入院患者を収容せず外来のみ）

有床診療所入院

（現在入院患者を収容している）

調査数

回答数
麹
赫
赫
計

１９

９６

115

48.9％回答率

１－６貴方の診療所の立地は貴院の形態はどれですか

１－１経営状態について

１－３貴方の他に常勤医がおられますか

ＪＣＯＡ診療所アンケートの大阪府の集計結果

－６６－

１－２診療形態について

１－５開業年数は

１－４あなたの年齢は

望ポ麺而 有隔溌『州 祇溌|i順 合計

圃人 閲 70.8N ３ 机、 ６ 6ＭN Ｗ 67.ｍ

医雛Ａ 2８ 29.m １ 70.、 ３ 33.ｍ 3８ 33.ｍ

酪 札 ０ 00Ｎ ０ OＬ Ⅱ ０ 0.0K ０ 0.ｍ

叶 9６ Ⅲ １００．側 ９ 100.m １１５ 100.0K

灘 鋤Wｉ 有鴫漁Ｗ僻 翻識Ii鵬 合計

－１０万 イ ４．風 IqOK 12.5％ ６ 5.4Ｘ

10-20万 1５ l6b1X ０ １０Ｍ 12.5K １６ l4u

20-100万 3３ 35.脳 １ 70.ｍ ４ 肌0ｍ Ⅱ 39.ｍ

齢綻姉(2噸 Ⅱ 43.0Ｋ ２ 20.0Ｎ ２ 25.m 4４ 39.6Ｍ

酪札 1.1％ 0 0.ｍ ０ 0.ｍ 0.9Ｍ

計 的 100.ｍ 10 100,ｍ ８ １ｍｍ Ⅲ 的刷

昼鑑緬Ｗ 砿難所慨 有職諦鵬 合計

議鍬& 961 １０１８.耐 917.8Ｍ 1151肌、

Ｉ識 媛所 者監鏑ｉｆ粥 有Ef識ｉ HAI２ 合計

39鎌で ４ 42Ｘ 10、 ０ 0.m ５ ↓.3Ｍ

40静4蝋 3１ 32.刷 10.Ｈ ２ 22.m 3１ 29.ｍ

50静59農 3１ 323N ５ 乳１１１ ３ mb3M 胡 mLm

6蝋-6蝋 3０ 31.筋 ３ 30.１Ｎ ３ 33‘3N 3６ 31.3Ｍ

70鋤U： ０ 0ｍ ０ 0.ｍ 11.Ｍ 0.9Ｎ

龍hし ０ OL、 ０ OL、 ０ 0ｍ ０ qmI

計 9６ 100.1％ 1０ 100‘OＫ ９ 99‘9Ｎ 1１５ 1,.m

鯛６撰所 右薦嬬ＨＭ３ｆ 有庚識ｉ Ｈスリ畠 合叶

ホ(鯨駆始（１） 罰 96.班 10 100.ｍ ８ Nb筋 Ⅲ 96b脳

剛･＃ ２ 2.Ｍ ０ 0.ｍ １１.lＸ ３ ２．ｍ

団劾Ｌ 1.0Ｋ ０ 0.ｍ ０ 0.011 0.脳

計 9６ 1M‘脳 10 lOOLmI ９ 100.0N Ⅱ§ 100ｍ

鰯 鯉所 噌醗蝿１１タWｆ 眉曜漉『鵬 合計

5年綴 １６ 16.耐 10.ｍ ０ 0.0N 1７ M・風

5~10晴織 、 2ＭＭ １０ｍ ２ 22.2K 閲 肌0１

10-20購鯖 4２ Nb脳 イ 40.脳 ３ 胤制 4９ ub6N

20f秘U： 1８ ＩＭＩ ４ 4ＭN ４ M・佃 2６ 22.ｍ

回答＃し ０ 0.ｍ ０ 0.ｍ ０ 0.ｍ ０ 0.0Ｋ

計 9６ 100.1％ １０ lOOLM ９ 開.脳 115 100.ｍ

1識躯Wｉ 祇雛ｉＨ粥 砿溌『鵬 合計

い§ ８ 8.m ２ 20.、 ３ 靴3M １３ 11.m

１１吃い 8８ 9ＭＷ ７ 70.呪 ６ 66.1N 101 肌8N

酪批 ０ 0.mＩ 10.jＩ ０ 0,ｍ 0.筋

計 駒 100.ｍ 10 100.０Ｋ ９ 100.m １１５ 100.0Ｋ



Ⅱ外来部門について

Ⅱ－１最近の患者数の傾向は
筋照蛎Wｉ 祇識ｉ而撫 砿謝ｉ

l勘､銅 ９ Ｍ１ ０ OL、 ０

j紗鮪 、 鯉個 ５ 50.0Ｋ ５

劾弛い 刺 31.31 ５ 50.,1 ４

鴎hＬ ０ 0.ｍ ０ 0． 1Ｎ ０

計 9６ 伽.Ⅲ 10 1００．１N ９

Ⅱ－２年間通して１日の平均患者数は
j砺府

ｉｉ鵬 合計

0.ｍ ９ 7.8Ｍ

55ｍ ロ 58.m

４ＭＸ 3９ 33.,1

0.ｍ ０ 0ｍ

100.0K １１５ 1mｍ

４６都＃ 鷺罷g所 有隔篭N慨 有購嬢 17ハ隙 合計

50Aj鯖 ９ 3ｍ ２ 22.蘭 11.1Ｘ １２ 10.m

5０－９９ 2６ 2ｍ ３ 33.3Ｎ 11.1％ 3０ 26.8Ｍ

1００－１４９ 3０ 31.9ｍ 11.1％ ３ 胤捌 3１ 飢佃

1５０－１９９ １６ 17.ｍ ３ 33.3Ｎ 11.1Ｉ 、 、職

200-249 Ⅱ １１.蘭 ０ 0.m １１‘Ⅲ 1２ 10.m

250-300 ２ 2.1％ ０ 0.m ２ 22.m ４ 3.6Ｋ

300A1Mｔ ０ OLmI ０ 0.0K ０ 0.ｍ ０ 0.0％

計 別 lOOm ９ 開.園 ９ 99.筋 Ⅱ２ 100.i％

酪札 ２ ０ ３

合計 9６ 10 ９ 116

¥蝿 81人 7§人 128Ａ 1mA

R地 2M人 180Ａ 卿Ａ

別値 2Ａ 臥 20Ａ

Ⅱ－３貴院の経営は現在の患者数で十分ですか

鯨 鋪１ｉ 誠 識ｉ州 祇擁ｉ順 合計

粉です ８ 8.3M 1０． Ｈ 1Ｍ％ 10 8.1W

tん上鉾っていける ｕ 43.8Ｍ ５ 50.Ｈ ５ 鮒.、 5２ 仏2１

鋤溺やっていけ§ 2９ 30.筋 10.Ｈ 11.1％ 3１ 21.ｍ

腿蝋鰻 Ｍ 14.ｍ ３ 30.Ｈ ２ 22.筋 1９ 16.5M

酷tし ３ 3.1％ ０ O、 Ｈ ０ 0.0％ ３ 2.6M

計 9６ 100.m 10 １００． 、 ９ 100.ｍ 1１５ 100.ｍ

Ⅱ－４休診日について

識 蛎所 旬隠壊Ii慨 祇鐘Ｗ順 合計

畑蹴2Ｂ ３ 3.1K ０ 0‘、 ２ 22.画 § 4.m

土雌日'他に靴 LON ０ 0.0Ｉ ０ 0.ｍ 0.9Ｎ

姐靴･獣も雑 5８ 肌楓 ４ 4ＭM ２ 22・2K Ｍ 蝋1Ｘ

そ蝿 Ⅱ 35.5 ６ 60.ｍ § 駒.6Ｍ 45 39.11

酪札 ０ 0.ｍ ０ 0‘、 ０ 0.m ０ 0.Ｍ

計 9６ 99L劇 10 100.ｍ ９ 100.ｍ 115 100.m

6７

Ⅱ－５－週間の診療時間(診療実働時間）

既 §鰯 右庚憩鰯Ｗ$懐 右躍蛎Ｗ１院 合計

351欄縮 4１ ｲ9.ｍ ３ 30.ｍ ３ 猟圃 駒 46.1K

36-40噸 2９ 30‘2N ３ 30‘、 １ 22.2％ 3１ 29.6Ｍ

40噸離欽る １６ 16.ｍ ２ イ 札屈 2２ 19.1％

酪札 ４ ｲ.劇 ２’10.m ０ 0.ｍ ６ 5.ｍ

計 冊 i00.1Ｋ １０’１M.脳 ９ 99.9Ｋ 115 伽.、

●＝珪一■凸P

Ⅱ--6夜間の時間帯(午後６時以降)におよぶ診療は

鰯 鋤i１ｉ 有薦溌Ｗ僻 旬R鐘１６順 合計

している 8１ M,lＸ IＵ 100.0Ｎ ９ 100.0Ｋ 伽 81.,1

してI,唯い 1３ 13.蘭 ０ ０ 0,0％ 1３ １１.捌

鴎hし ２ 2.ｍ ０’０．ｍ ０ 0.061 ２ 1.1K

計 9６ 100.01 1０'100.,1 ９ 100.m 115 100.筋

Ⅱ－７院外処方菱の発行

識 難所 有瞭識H慨 旬職侭Ｈ順 合計

100%して1116 ７ 7.3％ ０ OL、 ０ 0.M １ 6.1％

筋Ｍ１にしている I§ 1噸 ０ 0m 11.11 1６ 13.9Ｋ

してい＃い 7２ 15.011 １０ 100.ｍ ８ Ｍ・脳 9０ 7Ｍ％

砿hＬ ２ 2.1％ ０ 0.011 ０ 0.ｍ ２ 1.1%

計 9６ 100.0％ １０ 100.ｍ ９ Ⅲ.、 115 100.ｍ

Ⅱ－８－１手術実施状況

識 親涌 禄織gｉＷタ峡 喜麗砿Ｎ鵬 合計

蹄証 駒 89.6Ｍ ７ m・脳 11.1K 別 81,1％

鯛鍍緬 ０ 0.ｍ ３ 30.m ２ 22.筋 ５ ４．筋

鯛祁呼#i術う ０ 0.0Ｋ ０ 0.0Ｋ ６ 66.蘭 ６ 5.筋

同曽hＬ 10 １１個 ０ 0.0ｍ ０ OL低 10 8.別

計 9６ １ｍｍ 10 100.ｍ ９ 100.ｍ Ⅱ§ 99‘9Ｋ

Ⅱ－８ ２週平均手術実施回数

手肺勘 昼鑑筋研 郁磯篭肝外畏 者薦纏ＷノU畠 合計

3回編 1５ 75.ｍ ３ Ⅲ､0ｍ ４ 66.7％ ロ 75.冊

3－４ ４ 20.0Ｋ ０ 0.ｍ 16.1W 17.2％

5－９ 5.m ０ OL、 ０ 0.ｍ 3.‘

10～1９ ０ 0.ｍ ０ 0.ｍ 15.,1 ＆ｲﾇ

20剛｣： ０ 0.0Ｎ ０ 0.m ０ 0.ｍ ０ 0.,1

計 2０ 100.0Ｋ ３ 100.ｍ ６ 100.1N 2９ 99.9Ｎ

鴎なし 耐 ７ ３ 駒

合計 9６ １０ ９ li5

¥蝿 咽 1回 咽 咽

&埴 咽 咽 l咽

f1幅 1回 1回 １回

註:I酷#しlldI輔をしてい細り槍tＩ



Ⅲ－２将来リハ施設の指定を受ける意志はありますか

Ⅱ－９緒を増やすため|こ新あるいは計冒していることは(繊|回l駒）

Ｖ－３有床診療所での看護料は

Ⅳ在宅医療について

Ⅳ一ｌ下記項目のうち実施しているもの

Ⅳ－２下記項目のうち届出しているもの

m-3騨雌(､)の繊維後けたい力f,で誠いけれIXその恩llllj(雛ﾛ綱）

Ⅲリハビリテーションについて

ｍ－ｌ現在のリハ施設による保険請求は

将来計画は

Ｖ有床診療所の先生に伺います

Ｖ－１有床診療所のベッド利用状況

6８

Ｖ－２

Ⅲ－４リハ施設指定医療機関の方へ

識 鐙1ｉ 砿錨iiﾀ峡 有礎樋Ｈ鵬 合計

鮮雛Ｉ １８ 18.8Ｎ ２ 20.m ３ 33‘側 2３ 虹、

酵雛ロ ４ ４１K ０ 0.ｍ ０ 0． 胴 イ 3.5％

騨睡Ⅲ 1.ｍ ０ 0.0ｍ ０ OＬ Ｈ 0.筋

騨離1Ｖ Ｗ 6ＭN ７ 70.侭 ４ M‘4K 6８ 59.

剛敬1， 1６ １６ｍ 10.0Ｋ ２ 22.風 1９ 16脳

計 蘭 mOLlX １０ 100.ｍ ９ 肌肘 １１§ 100.ｍ

鰯６競涌 盲賎鱈ＨＮ泉 富職鰯6Ｍ 合 計

ＩＦ召糖謂鴎 １＄ 15.ｍ ３ 30.0N 11.％ 1９ 16.5Ｎ

暁糊鋤飴溌 ４ 4.2％ ０ 0m ●

●
０
■
●

●
■
Ⅱ
凸 ％ § 4ｍ

肱きり２４噸 Ⅱ 11.ｍ ０ 0.ｍ 11.ヌ 1２ 10.m

雛きり札 ８ Ｍ％ ３ 30.ｍ ０ 0Ｍ Ⅱ 9.m

鍬テｲ･ｹｱ料 ０ 0.m ０ 0.011 ０ ｑＨ ０ 0.ｍ

全酪溌 9６ 10 ９ 115

醗 婚研 肩薦蛎li鵜 研識ii鵬 合計

M‘鯉 ５ &2N 10.ｍ １１‘Ｍ ７ 6.1％

蟻噸蔚 Ⅱ MLm 10.ｍ ３ 的.風 劇 20.ｍ

顧瀧伽澱 2７ 28.1K § 5ＭＫ ！ 肱2％ Ⅱ 29.6Ｍ

禰瀧D組 1１ 11.Ｍ ０ 0.ｍ イ 4ＭＮ 1５ 13.0Ｎ

ﾘﾊﾘ綴碇 ３ 3.M ２ 飢圃 ０ ０Ⅱ ５ 4.m

待ち噸磯 淵 37.m ４ ｲ0.0Ｋ ●

－
９
日
＆

一
日
■
＆ 】 Ⅱ 35.ｍ

¥蝿 別 3Ｍ％ ３ ３００Ｋ ０ O、 Ｈ 3７ 32.2K

趨醗iｉ 9６ 、 ９ 1１５

有薦蛎i蝋 右碓瀧Ii順 合計

鰯へI桁する ４ 40.ｍ ］ 3Ｍ％ ７ ３ＭＸ

樵側隠綴 0 0.ｍ ２ 払圃 ２ 115Ｍ

老MW蝋譜 ０ 0,ｍ ０ 0.0Ｎ ０ 0ｍ

緋ない ３ 30.ﾛ ３ 脚.棚 ６ 31.6Ｍ

同簡hＬ ３ 30.m 11.Ｍ ４ 21.1】

計 10 100.0Ｎ ９ 99.9Ｍ i９ 叩.IDI

罰ビ 胡涌 有職鯉Ii慨 概 溌ｉ順 合計

住勘 別 56.3K ６ 60LON ２ 22.閥 蝿 鼠脳

極醗調識 蘭 27.1K ３ 軌0Ｍ ２ 22.風 3１ 27.0Ｋ

由鯖瀬瀬 ５ 5.2％ 10.0K 11.1N ７ ｉＭ

通2瀦鯛ﾘハ 1.ｍ ０ 0ｍ ０ 0,0Ｎ 0.蝋

斑遣り調譲 3０ 31.3Ｍ ３ 30.ｍ ２ 22ｈ画 閥 3aｲﾇ

I上きり調認 ５ 6.2Ｎ ０ 0.ｍ 11.1N ６ 5.園

血上きり謡ﾘハ ２ ２Ｈ ０ 0.m ０ 0ｍ ２ 1.蘭

全酪舗 9６ １０ ９ 115

旦鷹蛎所 顛謝燈ＨＮＪＫ 餓鐘Ｈ鵬 合計

緬櫛卿Rで幼い 、 22.圃 ３ 30,ｍ ２ 22.ｍ 2７ 23hm

PT蝿IRで幼い 3６ 肌馴 § 50.mＩ ２ @2.2％ 4３ 3ＭK

l踊的ﾒﾘｯﾄ粒い 3８ 3a6I ６ 60.0Ｋ ３ 33b制 4１ 40.ｍ

麺醍撒 鮒 1０ ９ 115

霧 蛎而 郁識Ｗ線 祇識li鵬 合計

Ｗ‘､鍬で+1） ０＃潔 100.,1 ２ 40.,1

pT．鯛目鰐えてい ３ ０＃蝉 ０ 0ｍ ３ 60.ｍ

計 イ ０＃餌 100.ｍ § 伽,0N

献錨i僻 砿鐘ｉ順 合 計

100-80％ ０ 00Ｋ Ｚ 22.2N ２ １０． 、

80-60％ ０ 0.ｍ イ 4ＭM ４ 2１ ％

60~40％ ０ 0.ｍ 11,lＸ ＆Ｍ

40%～ イ 40.ｍ 11.1K ５ 26.Ｈ

酪札 ６ 6Ｍ％ 11.11 ７ 36.、

計 1０ 1mｍ ９ 99.m 1９ 100.1Ｋ

右鰹､癖 ＲＮ裏 1荘醗嗣Ｗ鵬 合 計

lil ０ 0.0Ｎ Ｕ 0‘OK ０ 0.m

蝋 ０ 0.m ２ 剛.１M ２ 10.m

3m(1) ０ 0.0N lLiI &、

3ｍ(Ⅱ） ５ 肌侃 ４ 4ＭK ９ 47.個

日簡hＬ ５ 50.0Ｋ ２ 吐圃 １ 3ＭＮ

計 10 IOC.、 ９ 羽.堀 １９ 100.0Ｚ

鴬康 蛎肝 祇謹『ﾀ蝶 有職fｉＨ鵬 合計

ある Ⅱ 14.冊 ３ 孔侃 ３ 猟3Ｍ 2０ 17.個

ｔい 7９ 82.3Ｎ ６ 60.ｍ ４ M･佃 8９ 而劇

礁hＬ ３ aＨ 10.ｍ ２ 22.風 ６ &凶

計 鮒 100.ｍ 1０ 100.ｍ ９ 的.脳 115 100.0Ｍ



Ｖ－９入院時食事療養届出V－４噸(Ⅱ)と回答した力に､届出し晩い理由|i(雛回答可）

Ｖ－６老人退院時リハ指導料

6９

Ｖ－５診療所老人医療管理料に係る届出

Ｖ－８入院栄養食事指導料

Ⅵ他施設との連携について

Ⅵ－１連携の相手方をお尋ねします(複数回答可）

V-5-2諏所老人医錆酬|こ蝿届出ペｯド勘

Ⅶ医業経営について

Ⅶ一ｌあなたの診療所と関連するＭＳ法人の有無

Ⅵ－２連携体制について

Ⅶ－２

Ｖ－７退院前訪問指導料

蘇繊!i粥 iiR識ｉ順 合計

鞭している ０ 0． 、 ３ 33.m ３ 15.Ｍ

して{i唯い ６ MＬＨ ３ 33.3N ９ 41.ｕ

酪血1， ４ ､．Ｈ ３ 軌靭 １ 36.Ｍ

計 10 1m．Ｈ ９ 99.筋 1９ 100.ｍ

識 銅ｉ 有If識『鵬 祇撫H鵬 合計

儲院 、 81.剛 ８ 80ｍ ９ 100.m 95 肌、

識蔚 仏 41.9K ４ 40.ｍ ２ nm 5， 仏風

老AIM$鯉 ８ 8.筋 10.0Ｎ １１.ＩＩ 10 8.面

総認ｽﾃー ｼｮﾝ Ⅱ M､、 ０ 0.m ０ 0.01 1４ 12.園

綱＃ ４ 4m lam ０ ０．m ５ 4.掴

蝿蒋 イ 4.11 10ｍ ０ 0m ５ 4.m

撹鋤蝋 1.0Ｋ ０ 0.ｍ ０ 0.0K 0‘9M

鴎輯 ６ 6L、 ０ OL、 ０ 0.0M ６ 5.2K

全酪識 9６ 10 ９ li5

届M1ｯ畷 #識翻ｆ 郁隔錘WiﾀWＫ 砿識iＷＵ
句
に 合計

５１昧蔚 ０ 100‘Ｍ 100ｍ

5－９ ０ ０ OＬ
■■■

Ⅱ ０ ００Ｋ

10･1８ ０ ０ 0． Ｘ ０ １０M

1９ ０ ０ 0． H１ ０ 0.,1
ｆ
目ｆ ０ １mＨ 100.ｍ

￥閲 味 ２ボ 疎
Ｒ掴 麻 ２ボ
刷噌 陳 ２iｉ

撚繊ii州 旬織歯Ｈ鵬 合計

醗して11屯 ０ ＱM１ ２ 且2Ｘ ２ Ⅲ5ｍ

I,てし唯い ６ 靴、 § 鼠、 Ⅱ 肌脇

酪札 ４ 、 １１ ２ 22.2Ｎ ６ 31.ｍ

計 １０ １m1％ ９ lOqm 1９ 100.個

鰯 蛎所 有踊蛎lfﾀ係 郁隠嬢Ｗ鵬 合 計

ある 2１ 21.9％ 10.ｍ ４ 札仙 鮒 処6Ｍ

ｔい 、 瓶、 ９ 90ｍ イ 判.咽 脳 、、

購札 ３ 3.1％ ０ 0.0M 11.1％ ４ １脳

計 9６ 100.ｍ 10 lOOLOI ９ 99.筋 115 100.m

砿謹lfH泉 旬磯痘ＨスH２ 合計

熊してい§ ０ 0.0Ｋ ０ 0.ｍ ０ OLOＫ

してい＃い ６ 60.0M１６ 66.m 1２ 63.ｍ

鴎 札 ４ 40.0Ｋ１３ 33.3Ｎ １ 36.8N

計 １０ IOOLm１９ 100.ｍ 1９ 1mｍ

有隠壊１１ﾀ蝶 砿 擁Ｗ鵬 合計

賑して11も ０ OLim ０ OLOm ０ q、

して”１１１ ６ 60.m ６ 66b、 1２ ､､閲

鴎札 ４ 側.、 ３ 33.3Ｎ ７ 3ＭＭ

計 Ⅲ 100ｍ ９ 100.ｍ Ｍ lOOLOI

柾憾麹『瀞 鉦隠麹Ｈ鵬 合 計

i嫡識､綴姻fＩ ２ 帆、 ３ 瓶、 § 鼠、

糊M砺拙して蝿 ０ 0,ｍ ０ 0,m ０ 0.0Ｋ

鯛識l醜している ０ 0‘、 ０ 0.0Ｋ ０ 0.ｍ

計 ５ イ ９

制佃１Ｍ合 冠醗f所 盲匿蜘 ｉｆタ蝶 宮氏錨 １７１陰 合計

０Ｗｂ荊脚 ｑ ３０剛 Ｕ U,脳 Ｕ 0.0ｍ ４ 4.1Ｎ
5０－５９ ２ 2ｍ ０ 0.m 25ｍ ３ &脳

60～６９ 1２ !&耐 ０ 0.0Ｋ ０ ０ｍ Ⅲ 14Ｍ
70～７９ Ｍ 26.m ２ 22.園 ０ 0.0Ｋ 鮒 胤固
80～８９ 1５ 20.8Ｍ 11.1Ｋ 25.08 1７ 20.0Ｋ

90～lＯＯ 1５ 20.8Ｍ ４ 44.4％ ２ 50ｍ 2１ 24面

100%！;u二 ６ ＆忍 ２ 2Z風 ０ 0.脳 ８ 9.4％

計 1２ 100.0Ｋ ９ 99.9％ ４ 100筋 8５ 的.脇

廃hし 2↓ § 3０

合計 9６ 10 ９ 115

判蝿 ､％ 89％ 82％ n％

R焔 150％ 105％ 99％

剛胆 30％ 70％ 57％

旬繕瀦ＮﾀﾘJR有腫蛎Ｈ鵬 合計

醍して蝿 ０ 0.01 lｕＩ 5.劃

してい＃い ６ ､‘OK ６ 66.ｍ 1２ 鳳園

酪札 ４ 40.0Ｋ ２ 22.2Ｎ ６ 31.m

計 10 IOOLOK ９ 100.ｍ 1９ lML１％

識 蝋所 祇擁if線 献識i順 合 計

う驚くいって蝿 5６ 58.ｍ § 50LOM ６ 66.ｍ 6７ M･捌

爪+I） ９ 9.Ｍ ３ 30.ｍ ０ 0.0Ｋ 1２ 10.m

ららともいえ血い 10 1Ｍ％ 10.011 ２ 22.風 1３ 11.3N

回醜I， 2１ 21.ｍ 10.0K １ 11.M 閲 ､､0Ｋ

計 開 100.ｍ 10 100.ｍ ９ 100.0Ｎ 115 100.011



H-lO賄郡一ケ月の平均収入のおよそ何%です力、

Ⅶ－３資金繰りの状況は 診療所を賃貸している先生に伺います

Ｗ－８誠所はご自身の雛上関馳唯A,個人力､ら借りている

W-7諏所の土地･鋤の賭また'iいずれかを鮪していますか

Ⅶ－４経営状況について
､－９諏所Iに自身の賎上関紬碓A,個肋,ら借りている

Ⅶ－６従業員の人件費は総収入の何％ですか

W－５靴し理由I欺のどれと戦ら城ﾅｶ､(鮒回答可）

－７０－

支え&けれI鐙雛ご記入下さい

g斑 鯉所 有鴎錘ｉ鵬 有隔壊Ｗ順 合計

贈さ雌 ５ 5.2Ｎ ０ 0.,1 ０ 0.m ６ 43Ｎ

離した 5１ 盟圃 ５ MLm ６ 66.蘭 閉 胤圃

劾弛い 別 35.m ５ 50.ｍ ２ 22.日 4１ 猟１

砿t【し ３ 3.Ｈ ●０ 0.,1 11.m ４ 3‘剛

計 9６ 100.0Ｋ 10 100.ｍ ９ lOuOK 115 100.ｍ

量騰 蛎希 右艦瀕Ｗタ峡 有鳴蛎Wi鵬 合計

悦jりみ ２ 4ｍ ０ ０ OLON ２ Ｍｘ

雛のみ １ l6b制 ０ 0 0個 １ 16.ｍ

髄｡勘とも 3１ 79.1Ｎ ０ ２ 肌0Ｋ 3６ 80.,1

計 4３ 100.1N ０ ２ mOLON 4５ 100.0Ｋ

鰯 鯛１ 砿謹i_畦 祇撫Ni鵬 合計

20%糊 １９ 19.8Ｎ ２ 20.m ０ 0.0Ｎ 2１ 18.3Ｍ

20~30筋鯖 似 胤脳 イ 40.ｍ 11.M Ｗ 40.9Ｋ

30-40%縮 2イ 25.0ｍ ２ 20‘、 ６ 55.ｍ 3１ 27.0Ｋ

40-50%綴 ５ 5hm ０ 0.0Ｎ 11.1Ｎ ６ 5.曲

50%吐 ２ 1.1％ lOLOK ０ QOＫ ３ ２６M

日醜し ４ 41K 10.011 ２ 2Ｍ％ １ 6.1N

計 鮎 肌Ⅲ 10 100.m ９ 1MLm 115 100.Ｍ

識 幌高 右醗蝿 Ｗ柵Ｉ 旬経蛎iill鳥 合計

土鋤&Ｉ ２ １１.風 Ｚ 靴型 ０ 0.0Ｈ ４ 16.個

鋤のみ ５ 胤屈 ’16.1ヌ 凪、 １ 28.01

+ｉｎ･鋤とも Ⅲ 5ＭM ３｜肌0Ｋ 駒.0Ｎ １４ 5ＭＩＩ

計 1７ 100個 ６’100.0Ｋ ２ ､0.0ｍ 2５ 100.0Ｋ

鰯 l潮ｉ 盲態鐙１１螺 熊 繊Ｗ鵬 合計

5%糊 1１ 27.m 、OＫ ２ 40.侭 、 28.画

5-10%締 蘭 41.0％ ４ 肌、 20.0Ｋ 3０ 仏覇

10~15%縮 1２ 19.1N 20.m ２ 40.0％ 1５ 21.1％

15-20%縮 ３ ｲ.9N ０ 0ｍ ０ 0m ３ 4.21

20-25%綴 ２ 3.3Ｎ ０ 0.0N ０ 0.ｍ ２ 2.8Ｍ

25%肌 ０ O‘ON ０ ０ 0ｍ ０ 0.0％

略hし ２ 3.湿 ．’|‐肌個 ０ 0.011 1.4K

計 6１ 100.1N ５'10M％ ５ 100.m 7１ 100.ｍ

_雌 園購鰯而 有職sｉ『ｸWＲ 有礁堀『_A院 合計

101Ｗ 縮 2.ｍ ０ 0.0％ ０ 0.ｍ 2.面

1０－１９ ３ 1.9Ｋ ０ 0.mＩ ０ 0.ｍ ３ ＭＸ

20～４９ 1１ 28､筋 25.,1 ０ 0.0％ １２ 鮒.耐

5０－７９ 10 2ＭK 猟、 ０ 0.0Ｎ Ⅱ 244m

8０－９９ ６ 15.8M ０ 0.0N ０ 0.Ｍ ６ 13.ｍ

100-149 ５ 13.2K 25m ０ 0.mＩ ６ 13.3Ｎ

1５０－１９９ ０ OLOm ０ 0.0Ｎ 、掴 LＨ

200-249 26Ｍ 25.011 ０ 0ｍ ２ ４．秘

250万IIUMt 2.6Ｍ ０ 0.011 ２ 66,1Ｘ ３ 6.7％

計 3８ 99.ｍ ４ 100.0Ｋ
－

３ lOqOK 45 弱.弧

¥蝿 mlWI 10研F１ 260ｍ m7WI

H地 3m)ﾗP！ 20WWI 38,W１

刷値 WWI 4W7Pl l5UW1

灘 ;鰯 祇識ｉ粥
Ｌ
、 祇織Ｈ鵬 合計

鵡さ脈 ７ ７．m 10.、 ０ 00％ ８ 7.ｍ

離した 3１ 塊3Ｎ ３ 、１N ６ 66.1％ Ⅲ 34.8Ｎ

劾鈍い ５１ nlI ６ 靴、 ３ 33.m 印 52.画

酪札 ７ 1.31 ０ 0． Ｈ ０ 0.0Ｎ １ 6.Ｍ

計 9６ 100.0Ｎ Ⅲ 伽． Ｘ ９ 100.ｍ １１５ 100.Ｍ

職 錨i１ｉ 砿識Ｗ慨 旬隠溌ｉｉ鵬 合計

している 6１ 63.5M ５ 50‘剛 ５ 5ＭK 7１ 61.ｍ

いて11噸い 3＠ ｎm ４ M､0Ｋ イ 判.６ 棚 3ＭK

酪札 ３ 3.Ｍ 10‘、 ０ 0.ｍ ４ 3.5K

計 9６ 90.9N 10 IOqOI ９ 100.m 115 100.0M

g斑 蛎所 富醗溌ＨＨ異 眉醗蛎Ｗハ院 合計

ﾉ僻鋤 籾 ４１．１N ５ 肌0１ ７ 17.8N 馳 帆筋

蕊品11ｍ 4５ 鮒.、 ５ 60.0Ｍ ６ 66.ｍ 鮒 枇耐

醗湘鯛 1７ 11.1Ｘ ０ 0‘OＮ ２ 22.m 1９ 16‘脳

厭砺覇司
刻蝋鯛

1４

３

14.6Ｍ

3.1K ２

10.ｍ

20ｍ ０

11.1％

OL脳

１６

§

１噸

4.m

里謡髄 4１ 42.ｍ ４ 40.ｍ イ 44.iＸ 4９ 42.ｍ

銅諸fｉ 9６ 10 ９ 115



雲識誘雲蕊雲憩雲

ゴルフ事始

一ＯＣＯＡ海外旅行同好会台湾旅行にて－

今回は台湾旅行であった。平成７年５月３

日から５月６日までの４日間であったが、和

気語々としたいつもながらの楽しい旅であっ

た。同行者は早石雅宥団長のもと大橋規男、

木佐貫一成、河村都容市、坂本徳成、前田如

矢、三橋二良の諸先生と私の８名であった。

旅程は、３日関西国際空港を発ち台北着後大

渓リゾートへ直行して一泊、４日は大援ゴル

フ場にてプレー、終了後台北へ移動してライ

ライシェラトンホテルにて湖南料理を食べて

一泊、５日はゴルフ組は長庚ゴルフ場へ、観

光組は各自台北を楽しんだ。夜は金鳥酒店に

て潮州料理を満喫しその後一寸だけ夜の観光

へ。６日は台湾大学医学院へ寄り、空港近く

でラーメンを食べてから帰途についた。台湾

での食事は殊の外おいしくお腹になじみ、日

本人好みの接待も気持ちよかった。台湾には

海外からの企業進出も多いためか、木佐貫先

生と故宮博物院へ行っての帰り、タクシーの

運転手が｢NICHTPAUCHEN｣のプレートを

示したのには驚いた。私もシンガポール人に

間違えられた。

閑話休題。大援ゴルフ場は台北から南西４０

kｍにある緑の多い丘陵地にあって、別荘、

植物園、ホテルなどを兼ね備えたリゾート地

の一画を占める。１８ホールPAR72のコースで

ある。ケートをくぐると別天地の雰囲気でホ

テルも広々として気持ちよい。数日来の低気

圧のせいで曇天模様であったが、翌日は雨も

降らずまずまずの天気となった。た､･コース

は水ふくみでラフに入るとズボンが濡れて気

理事堀木篤

持ちが悪い。何も用意して行かなかったので

クラブとシューズを借りる。私の組は河村先

生(教授格)と早石先生(ライター格)の３名で

ある。新人局員の指導にあたって呉れること

となった。教授のお手本を、ライターは良い

見本と悪い見本を適宜示して呉れる。まず私

に打てとの指示、思い切って振りおろすと何

とボールが一直線に飛んで行った。少し右の

ラフ辺りだがセーフとの診断であった。ゴル

フスクールに通って練習場で打った経験はあ

るがコースに出たのは始めてである。斜面で

の打ち方、ラフでの打ち方は知らなかった。

それからは何をどうしたのか.憶えていない。

打てど飛ばず、あたればOB。此のコースは

巾が広くＯＢになりにくい楽なコースとのこ

とだが、私にとっては関係ない。ただボール

にあたるかが問題であった。叩くだけ叩き、

歩くだけ歩いてこのホール(ＰＡＲ５）を１２で終

わった。ちなみに河村教授は５，早石ライター

は６であった。ゴルフ程ゲームとしては単純

なスポーツはないと思うのだが、クラブが体

と一体化しなければどうにもならない。クラ

ブのフェースが思い通りに球をとらえてくれ

るまでは‘悩みがなくならないと思える。

河村教授からしばしばアドバイスを頂く。

(1)右膝を固定すること、(2)球を凝視するこ

と、(3)振り抜くことの3点であった。単純な

ことであるが、奥義に近い。一つでも忘れる

と駄目球となってしまう。新入局員としては

胆に銘じておきたい。だが１０本に’本位しか

納得の行くショットが出ない。丘を越え林を

－７１－



くぐり雨にしめったラフに球を探す。河村教

授、早石ライターも一緒になって探してくれ

る。教授日<「こんなに歩いたのは20年振り

や｣優しい心に深謝するのみ。ズボンの裾は

濡れ、終わり頃にはふくらはぎに軽いこむら

がえりが起こりつ、あった。最後のホール

(ＲＰＡ３)では嬉しいかな４であった。

台湾ではＯＢを界外という。私にとっては

この世界の外、あの世を意味するように思え

た一日であった。

台湾大学医学院にて

ゴルフ場にて ｢冷し中華はじめました｣の貼紙のある食堂での御一行

－７２－



第54回オーストラリア整形外科学会総会に

日整会を代表して出席して

昨年９月、思いも寄らず、日本整形外科

（ＪＯＡ)代表として、第54回オーストラリア

整形外科(ＡＯＡ)学会に出席することになり

ました。そのきっかけは、1968年来の無二の

親友Prof・WilliamJ・Cumming(ニユーサウ

スウェールズ大学)が、ＡＯＡ学会の会長に

選ばれたからであります。彼は愛称Billと呼

ばれ、特に東南アジア各国のトップクラスの

整形外科医の中で、その名を知らないものは

もぐりと云ってもよいでしょう。その人当た

りの良さ、医師としての資質の素晴らしさに

は、彼に会った誰もがほれぼれとなります。

彼は古くから、インドネシアの整形外科医の

教育や病院、リハビリテーションセンターの

設立に寄与し、インドネシア政府から勲章を

いただいております。日本からの留学生も心

から受け入れ、勝見先生(明治鍍灸大学)や高

木先生(横浜市大)らが、シドニーで研錨に励

みました。

最近、アジア太平洋地域の整形外科学会の

中では、関係のある各国の会長をお互いに招

待する習'慣があるらしく、Billは昨年４月、

桜井会長(東北大)下のＪＯＡ学会に招かれ、

仙台に来ておりました。その返礼でしょうか、

桜井教授にもＡＯＡより招待状が送られて参

りましたが、都合により参加することができ

ず、Billと私との関係を知って、私に白羽の

矢が立ったと云うわけです。次期会長の黒川

教授、理事長の山内教授からの同意書もファッ

クスで送ってこられ、重責を感じました。

ＡＯＡ学会は1994年９月25日～30日まで、

シドニー・ヒルトンホテルを会場として、開

催されました。９月24日、新装なった関西空

港を家内と共に、アンセット航空で、シドニー

(医)立沢整形外科立沢 喜 和

に向け飛び立ちました。アンセットはオース

トラリアでは、カンタスに次ぐ第２位の航空

会社で、日本では、初めて関空に乗り入れま

した。クルーのサービスは頗る良く、スチュ

ワーデスは背が高過ぎるのを除けば、皆美人

で、日本語や日本の習慣をよく勉強しており、

快適な旅でした。いずれ、第１位のカンタス

を追い抜くのではないでしょうか。

わが国でも、第２位のＡＮＡがＪＡＬより

評判が良くなったように。

では、ＪＯＡとＡＯＡ学会の違いを簡単に

記述してみましょう。

①ＡＯＡ学会は、教室単位でなく、会長の

家族単位で運営されるという感じです。従っ

て、奥さん、秘書の役割は大変なものです。

開会式、終了式では友達、子供達や孫まで

出席します。終了式では、奥さんも表彰さ

れるため登壇します。

②学会の期間が長い割に、演題数が少なく、

２，３の会場で済ませることができます。

また討論時間は充分とってあり、各演題に

つき、７，８名の質問があります。基礎的

研究の発表は少なく、殆どは臨床的な直ぐ

役に立つものばかりでした。スライドは非

常にカラフルで、５行以上の文字の羅列は

許されず、結論は簡明に説明されねばなり

ません。はっきり云って、数年間、日本の

学会に出席しなくても、１回ＡＯＡ学会に

出席しただけで、臨床医にとって直ぐに役

立つ新しい知識を得られる様な思いをしま

した。

③その理由は、次の様なその方面の海外か

らの第一人者の特別講演も手伝っています。

Ｒ､Ａ・Man､(足の外科)、Ｌ､Ｗ・Milford(手
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の外科)、』.Ｒ,Urbaniak(手の外科)、Ｅ､Ｙ、

Ｓ・Chao(基礎研究)、Ｍ・RaI1g(小児外科)、

Ｂ,Morrcy(肩・肘の外科)。

わが国からは故新名教授(防衛医大)と高

井講師(京府医大)がguestspeakerとして

招待されました。

④学術集会そのものの面白さは当然ですが、

socialprogrammeも|､1本では考えられない

ほどの楽しさに富んだものです。例えばオ

ペラハウスに於けるオペラ鑑賞(ＬＡ

ＴＲＡＶＩＳＴＡなど)、シドニー湾に於けるク

ルージング。（アメリカンカップで優勝し

たヨットに乗ることもできます)。タキシー

ド着用を義務づけられたダンスパーティな

ど一生忘れ難いものばかりです。ladies

programn,eとしては、単なる観光ばかりで

なく、宝石やアンティークの鑑定、有望な

株の見方、投盗の方法など実質的なものも

あります。

⑤ＡＯＡは、近隣諸国から医師をobserver

として招くのみならず、学会自体が予算を

立て、フィジー、パプアニューギニア、ミャ

ンマー、ベトナムなどにteachingprogramme

を組んで、自ら出て行って、手術のデモ、

講義、若手医師の試験を行っています。そ

の期間Il1ベトナムのChau教授(VietDuc病

院)と知り合い、今年の正月休みを利用し

て、ハノイまで病院見学、リウマチの講義

に行ってきました。

⑥諸先生方はLANDＭＩＮＥという言葉を御

存知でしょうか？メルボルンのDr､Ellison

から世界各国のLANDＭＩＮＥ(地'淵)による

外傷の発表がありました。カンボジアでは

国民の440名のうち一人がonelegというこ

，
Ｉ

とです。沢山の地雷の種類があること、あ

と50年経っても地雷を取り除くことができ

ないことも分かりました。この様な発表を

見るとカンボジア、アフガニスタンなど未

発展国への整形外科学援助は関節鏡や関節

置換術でないことが自ずから分かってきま

す。訪れたハノイの一流病院でもベットを

占めていたのは、外傷と結核や骨髄炎の感

染症患者でした。

桜井教授の御推挙のお陰で、会長、Miford、

Chao、Errol(インドネシア整形外科会長)御

夫妻と共に上座に坐らせていただきました。

恥ずかしくも｢次回のＪＯＡの会長は、あな

たですか？」とよく尋ねられました。Ｄｒ・Bauzc

(アデレード)、Ｄｒ､Hay(パース）とも旧交を

暖めることができました。実は、私が20年前

のＡＯＡ学会(オペラハウスに於いて)オリエ

ントからでは初めて発表が許されたことがあ

るのです。（JBJS､58B,P261)。その当時、若

き新名医師はTaylcr教授(シドニー大学整形

外科)の下で生化学の勉強をしておりました。

留学先のお宅で奥様の手料理を御馳走になっ

たことは懐かしい思い出となってしまいまし

た。当時、１Ａ$＝440円、昨年は１Ａ$＝７２

円、Billは”ＡＳはcollapseした〃と叫んでお

りました。オーストラリアでは日本企業の進

出が目立ちます。街には日本人カップルの新

婚さんがあふれています。キーテイング首相

はテレビで｢もっとアジア太平洋地域におけ

る良きパートナーとして、日本に目を向けよ」

と演説しておりました｡ＡＯＡとJOAが､更に親

密な関係になることを祈って筆を置きます。

妓後に御推挙いたただいた桜井教授にお札

申し上げます。

ＡＯＡ学会のディナーダンスにて
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さんちゃんへ

御無沙汰しております。いかがお過ごしで

しょうか。旅立ちの日からはやくも二年が過

ぎました。雲の上の生活にも'慣れられたでしょ

うか？今頃は下界の人間共の金銭や権力に

群がる浅ましい姿をカンビールを片手に笑っ

ているのでしょう。あれ以来、この日本とい

う小さな国でも大震災、オウム事件、銀行の

倒産などという、うす気味悪い出来事が続い

ています。先の大戦の前とよく似ていると言

う人もいますが…。

こちらは10月です。鰯雲が流れてゆきます。

近くの小学校から運動会の放送が聞こえてき

ました。金木犀の匂いもします。酒がうまく

なる季節になりました。私はしっかり呑んで

います。そちらの酒はいかがですか？もう、

肝臓の心配をすることもないので、たらふく

呑んでいるんでしょう。呑むほどに、流暢に

なり、少し気にしていた吃音が消えてゆくの

も’愉快でした。雲の上ではストレスがなくて、

酒が必要ないのかもしれませんね。

それにしても、よく呑みました。手術の後、

テニス、ゴルフの時、理由のない酒もずいぶ

ん呑みました。先生との最初の酒は実に苦い

酒でした。憶えていますか？私が整形外科

医になって初めての執刀でした○筋‘性斜頚の

女の児です。先生が前立ちで手術が終わり、

ギプスを巻く時に切り残しに気づいてやり直

しましたね。その夜の酒が始まりでした。あ

れからもう25年以上たちます。勤務医から開

業医となり、最近は手術場に立つ事もほとん

どなくなりましたが、今だにあの苦い酒を思

い出すことがあります。

ゴルフでも随分むしられました。ヨイヨイ、

ゴルフと称したあの独特のフォームが眼に浮

中村整形外科中村英健

かびます。「お前さんをやっつけるのは、簡

単ですよ、外から寄せておいて一寸ブツブツ

言ってやれば、瞬間湯沸かし器のアンタは自

分で勝手に崩れてくれるんですから。」その

とうりのゴルフを今もやっております。まっ

たく、何をしても進歩がありません、我なが

ら…。

逓信病院の病室で二人だけで呑んだカンビー

ルが、最後の酒になりました。あの時、転移

のはっきりわかるレントゲン写真を私に見せ

ながら、「もう、点滴にアルコールをいれろ

とは言えんな～｣と、淋しそうに咳くとニャッ

と笑いました。それは、何度かの入院の間に

私達が使った冗談だったのです。あのビール

は塩辛くて、鼻の奥がツンとして、窓の外の

初夏の景色とは、まるでそぐわない味がしま

した。

私はいま、はやらない街医者をやりながら

毎日呑んでいます。外には出かけなくなりま

した。もっぱら家で独り酒なので、家人がや

かましいのです。もっと働け、もっと稼げと

尻を叩かれていますから、しばらくはおめに

かかれないとおもいます。でも、必ず逢える

のですから、なるべくゆっくり待っていてく

ださい。今度は、本当においしいお酒を呑み

たいものです。雲の上の酒はどんな味がする

のでしょうか。再開の日を楽しみに…。

雲の上に住む人

中根勇平様

平成７年1０月

中村英健拝
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ＯＣＯＡと云局鼎

第１回理事会(７年６月24日）

§報告事項

（１）日整会評議員会(横浜4/8)報告

（長田副会長）

第68回日本整形外科学会学術集会運営

報告、リウマチ学会との協議内容等につ

いて、資料に基づいて説明と報告があった。

（２）第８回ＪＣＯＡ学会代議員会及び総会

（大宮6/１７)報告。（小杉会長）

ＪＣＯＡ学会の会費値上げ等について

説明と報告があった。

（３）第８回ＪＣＯＡ学会(大宮6/18)報告。

（木佐貫副会長）

自賠責新基準採用状況等について資料

に基づいて説明と報告があった。

（４）日整会中央資格認定委員会(4/l)報告。

（大橋理事）

認定医試験合否判定及び研修施設審査

結果等について、資料に基づいて報告が

あった。

（５）平成７年度第１回(63回)ＯＣＯＡ研修

会報告 。（服部理事）

平成７年６月３日、ターミナルホテル

にて開催された。約200名の出席があり

受講証明は日整会非認定医３名を含め、

160名に出したとの報告があった。

（６）ＪＣＯＡ医業経営委員会報告。

（小杉会長）

ＪＣＯＡが実施した診療所アンケートの

集計結果について、大阪府を中心に資料

により説明を加え、報告があった。

（７）ＪＣＯＡ診療所ゼミナールの開催につ

い て。（小杉会長）

平成７年７月30日（日）東京損保会館で開

催予定との報告があった。

（８）秋のゴルフ大会及びＯＣＯＡ一泊旅行。

ゴルフ１１月26日（日）

北六甲カントリークラブ

一泊旅行１０月28日(土)、２９日（日）

賢島方面

（９）阪神大震災の義援金報告。

日本臨床整形外科医会から送られてき

た義援金について、資料に基づいて、被

害を報告していただいた24名の会員に、

被害の額に応じて１０～30万円を配布した

との報告があった。

§審識事項

（１）ＪＣＯＡ近畿ブロック会議(奈良7/l）

提出議題について。（木佐貫副会長）

大阪のある専門学校のスポーツ医学科

では、救命救急士の資格を取らせたり、

スポーツトレーナーを養成している。又、

医療類似行為をさせている。

カイロプラクティック問題、柔整師問

題等も含め、医業周辺問題を議題として

提出することとなった。

（２）大阪府医師会看護専門学校への整形外

科講師派遣依頼について。

（木佐貫会長）

講師を依頼可能な先生のリストが挙げ

られ、交渉にあたる理事が決定された。

（３）平成７年度第２，３，４回ＯＣＯＡ研

修会について。（服部理事）

平成７年度第２回(64回)研修会

平成７年７月８日(土）

於：ヒルトンホテル

総合司会：服部理事

①演題：「ＲＡの治療｣－外科的治療を中

心として－（Ｎ，Ｒ）

講師：関西医大整形外科講師赤木

繁夫

座長：松矢理事

②演題：「骨粗濯症における最近の話題」

（Ｎ）

講師：浜松医科大学整形外科教授

－７６－



井上哲郎

座長：粟田正憲会員

平成７年度第３回(65回)研修会

平成７年１０月21日(土）

於：大林ビル

総合司会：河村理事

①演題：「小児の股関節疾患｣一ペルテス

病とすべり症を中心に－（Ｎ）

講師：九州大学整形外科講師悌淵

孝夫

座長：丹羽理事

②演題：「スポーツによる軟部組織の外

傷と障害」 （Ｎ，Ｓ）

講師：京都府立医科大学整形外科教

授平津泰介

座長：甲斐理事

平成７年度第４回(66回)研修会

平成７年１１月１８日(土）

於：ワシントンホテル

総合司会：山本理事

①演題：「慢性関節リウマチ頚椎病変

の外科治療」 （Ｎ，Ｒ）

講師：関西労災病院整形外科部長

米延策雄

座長：孫理事

②演題：「スポーツによる膝障害につい

て」 （Ｎ，Ｓ）

講師：神戸大学整形外科助教授黒

坂昌弘

座長：

（４）「(財)整形災害外科学会研究助成財団」
について。（坂本理事）

ＯＣＯＡで１０名の新入会員を希望され

ている。現在３名の希望があるので、尚

７名の入会を勧めて欲しいとの依碩があった。

（５）ＯＣＯＡ会報第21号の発行について。

（瀬戸理事）

目次(案)に基づいて、執筆者が決定さ
れた。

（６）大阪府医師会医業周辺業種問題検討プ

ロジェクトについて。（小杉会長）

－７７－

三橋理事より選出された、作成中の勤

務医向け質問事項及び、ＯＣＯＡ会員向

け質問事項については原案通りで結構で

あるが、何か問題が発生した際に連絡す

るルートを確立していただくよう要望す

ることになった。

（文責：松矢）

第２回理事会(７年９月30日）

§報告事項

（１）医業周辺業種問題－特に柔整師に対す

る対応に関するアンケートの中間報告。

（三橋理事）

平成７年７月大阪府医師会医業周辺業種

問題検討チームとＯＣＯＡが柔道整復師

についてのアンケート集計の中間報告が

なされた。

（２）本会金融機関変更の報告。（早石理事）

従来ＯＣＯＡの取引先銀行は興銀であっ

たが、最近の金融情勢を鑑みて、９/lよ

り、大阪府医師信用組合に変更したとの

報告があった。

（３）柔整師会と接触の件(但し、個人とし

ての)報告。（丹羽理事・小杉会長）

柔整師とは今後のことを考えて、何ら

かの交流が必要であろうとの事で、次回

理事会後(１２月予定)柔整師会の代表と会

う予定となった。

（４）府医交通事故医療委員会(9/１３)の報告。

（木佐貫副会長）

全国の自賠責新基準採用状況の報告と、

新基準に移行した場合のメリット・デメ

リットの報告があった。

（５）ＪＣＯＡ近畿ブロック会議(7/１奈良）

の報告。（木佐貫・長田両副会長）

和歌山における第９回ＪＣＯＡ学会の

経過、第23回日本臨床整形外科医会研修

会は来秋、大分で開催される等の報告が

あった。

（６）ＪＣＯＡ臨時代議員会・総会・各県代

表者会議(9/23浜松)の報告。



（長田副会長）

会費値上げ5,000円が決定された。又、

ＯＣＯＡの会費値上げを行い、合計6,000

円のアップが検討中。その値上げの見返

りとして、研修会の受講料をＯＣＯＡで

負担する案がある、と報告があった。

（７）ＪＣＯＡ研修会(9/23浜松)の報告。

（長田副会長）

①「臨床面から見た骨粗霧症研究の現状」

浜松医科大学教授井上哲郎先生

②「先天性上肢異常の治療上の問題点｣順

天堂大学教授山内裕雄先生

の研修講演の報告があった。

（８）日整会リウマチ委員会(6/２７，８/１９)報

告。（堀木理事）

特に、日整会認定リウマチ医と日本リ

ウマチ学会認定医の１本化についての報

告があった。

イ）日整会リウマチ委員会として具体的な

交渉に入ることになった。

ロ）日整会認定リウマチ医が日本リウマチ

学会認定医の移行は無条件か試験かは、

これからの交渉次第。

ハ）日整会認定リウマチ医の有資格者のみ

移行されるので、資格継続の手続きを

忘れないこと。

二）資格取得のため、すでに12単位を持っ

ている人は、平成８年８月の研修会を

必ず受けること。

（９）平成７年度大阪府医師会医学会総会へ

の演題提出の件。（堀木理事）

ＤＭ法による骨量測定の検討(特に左

右手における測定値の不一致について）

の演題を出すとの報告があった。

(１０）全国整形外科保険審査委員会(9/１０)の

報告。（反田理事）

全国整形外科保険審査委員会が９月１０

日開催されたとの報告があった。

(１１）毎日新聞社の整形外科の日(１０/8)のＰＲ

の経過についての報告。（小杉会長）

毎日新聞１０月８日号にＯＣＯＡ会員の

ＰＲのための掲載願いを行ったが、５０人

の会員から希望があった。予定より人数

が少ないが実行するとの報告がった。

(12）その他

イ）伊藤先生より、日整会移植委員会が７

月１３日に開催された。そこで今後名称

を｢ポーンバンク｣に統一したとの報告

があった。

ロ）堀木先生よりＯＣＯＡ研修会をテープ

にて録音し、要旨を原稿用紙２～３枚

にまとめていただく様にしたらどうか

との意見があった。

§審議事項

（１）研修会受講料の今後の使用法について。

（早石理事）

問題点が多々あり、今後に検討してゆ

くことになった。

（２）平成８年２月１７日研修会の講師につい

て。（服部理事）

①「同種骨移植の現況」大阪警察病院整

形外科部長垣内雅明先生

②「人工骨の話」京都大学整形外科教授

中村孝志先生

（３）来年度研修会の追加申込について。

（小杉会長）

大塚製薬の研修会の申し込みを受け入

れることにしたとの報告があった。

（４）ＯＣＯＡ未入会者について。

（長田副会長）

できるだけ未入会者を少なくするため

にも、入会者のメリットを考えてゆく必

要がある。例えばＯＣＯＡ主催の研修会

の受講料を無料にすること等の意見が出

た。

（５）その他

柔整師問題のアンケート調査に引き続

いて、鍍灸、カイロについてのアンケー

ト調査を行う必要があり、その時の費用

はＯＣＯＡが負担することになった。

（文責：甲斐）

－７８－



･会員名簿追加

･注：住所、電話番号等の変更はＯＣＯＡ事務局までお知らせ下さい。

－７９－

氏 名 医療機関名 医療機関 所 在 地
自宅住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

き えなかたかふみ

前中秀文
前中整形外科

クリニック

〒565吹田市山田西4-4-26ドエル高松2Ｆ

〒565豊中市新千里南町3-8Ａ6-506

06-875-6464

06-835-0259

06-875-6465

力､わぱ た つ と し

Ⅱ ｜ 端 力
(医)秀和会

川端医院

〒577東大阪市御厨栄町2-13-26

〒586河内長野市jIl掴町29-10

06-781-1188

0720-56-3326

06-788-6330

いなげあきひこ

稲毛Ｈ召彦
末光・稲毛

クリニック

〒569高槻市柳川町l-l7-lO

〒567茨木市天王2-6Ｈ706

0726

0726

”
脚

一
一

舗
剖

ふじもときとし

藤本聡
賛和会

友愛会病院

〒559大阪市住之江区浜口東3-6-23
Ｔ 552大阪市港区池島3-5-2-1506

06-672-3121

06-574-9535

いのせきさふみ

猪瀬正史
猪瀬 整形外科

クリニック

〒56O豊中市寺内2-4-1緑地駅ビル2Ｆ

〒565吹田市千里山西4-39E-808

06-863-1841

06-330-7871

あおのみつし

青野充志
青野整形外科

クリニック

〒56O豊中市長興寺北3-13-7

〒56Ｏ豊中市長興寺北3-13-7

06-849-8088

06-856-4724

06-849-6788

はせがわとしお

長谷川利雄 長谷川整形外科医院
〒547大阪市平野区長吉出戸5-2-13

〒546大阪市東住吉区胤含l-ll-l9

06-701-5815

06-609-1658

06-700-3120

篭競蓋瀞 かめがしら外科

クリニック

〒565吹田市佐井寺4-11-16ラフイーネ千里

〒565吹田市千里山東2-17メゾン千里山C60２

O6-821-5640

06-389-8714

おぎのひろし

荻野洋 荻野整形外科
〒573-01枚方市長尾宮前l-l-5-lO3

〒56O豊中市東豊中町2-13-1-903

0720-59-3327

06-852-1747

いしい き 号 は る

石井正治 石井整形外科
〒562箕面市箕面6-5-7くもんぴあ箕面ビル3Ｆ

〒665兵庫県宝塚市中山台1-5-4

0727-22-0548

0797-89-6499

0727-22-8949

ます麓たつし

増 田達之
増田整形外科

クリニック

〒580松原市上田4.4-5ふあみ－ゆ松原上田
〒590堺市香ケ丘町2-10-11

麗
躯

Ⅳ
〃

-31-9030

-27-1863

0723-31-9048

雲塞鶏藷蕊総登雲



雲毒雲錘鍵雲蕊量

ＯＣＯＡ研修会

第67回研修会(平成８年２月17日(土)）
会場：ワシントンホテル

ｌ）演題：『同種骨移植の現況』

講師：大阪警察病院整形外科部長垣内雅明

２）演題：『人工骨の話』

講師：京都大学整形外科教授中村孝志

平成８年４月20日(士）第68回研修会及びＯＣＯＡ総会平成８年４月20日
会場：大正製薬大阪支店講堂

演題：「外科診療で遭遇しやすい手の痛み(リウマチを含む)」

講師：大阪医大整形外科助教授阿部宗昭

第69回平成８年６月29日(土）
会場：未定

演題：未定

第70回平成８年７月27日(土）
会場：帝国ホテル

演題：未定

第７１回平成８年８月31日(土）
会場：ヒルトンホテル

演題：未定

－８０－



大阪臨床整形外科医会会報第２１

原稿募集

次号(22号)平成８年３月発行予定です。日頃の臨床経験、診察上の工夫、学会研修

会印象記･ＯＣＯＡに対する意見要望･保険診療･医業経営･医政に関する御意見･随

想･趣味等々いづれでも結構です、奮って御投稿下さい。（平成８年１月31日〆切）

(送り先：ＯＣＯＡ事務局）

発行所大阪臨床整形外科医会事務局
〒530大阪市北区梅田3-1-1

大阪ターミナルビル17階
小杉整形外科内
ＴＥＬ（06)３４７－００１２

ＦＡＸ（06)３４７－００１２

編集者小杉豊治・長田明

大竹 節 郎 ・ 松 矢 治 司

丹羽擢平・瀬戸信夫

ロ
言

平成７年１２月１０日発行

－８１－



鎮痛｡抗炎症剤 |キソニゴ論
効能･効果……･………………････・

●下記疾患並びに症状の消炎･鎮捕

慢性関節リウマチ､変形性関節症、

腰痛症､肩関節周囲炎､頚肩腕症候群
●手術後､外傷後､並びに抜歯後の

鎮揃･消炎
●●●●●●●●●■●■●■●●●●●●●･●■●■■■■■●●●●●●◆●●やら■

【使用上の注意】
1.一般的注意

(1)iW炎釧揃剤による治療は卿川縦法で
はなく対握療法であることに刑患すること。

(2)慢性疾慾(慢性凹節リウマチ､変形枕

関節御に対し本剤を用いるjﾙ合には､次
の耶噸を考鹿すること｡え愛川投与する

場合には定期的に臨床検盃(味検究､血
波検究及び肝機能検穴等)を行うこと｡ま
た､拠柑が認められた場合には減1,t､作

薬祁の適切な措碓を諾ずること。イ.薬物
療法以外の療法も鞍雌すること。(3)術後
又は外１Ｍ後に対し本刑を用いるjﾙ合には、
次の１噸を零忠すること。え炎推､捲茄
の穏度を捗庖し､投与すること。イ.原則と
ぱI‘i１．－の薬剤の災期投与を避けること。

(4)忠判‘の状態を十分観察し､Mﾘ作用の発
現'二制意すること。(5)感染疲を不頚性化
するおそれがあるのて:感染による炎症に
対ぱ川いる場合には適切な抗IVI剤を併
用し､奴察を１．分付い恨放に投り･すること。

⑳⑬一般名:口ｷｿブﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ回健保適用品

(6)他のilIj炎娘揃剤との併用は避(jろﾐと(2)エノキサシン祥のﾆﾕーｷﾉﾛﾝ系抗#Ｉろの五巽柑が認められたjﾙ合には､投り．
が鯉ましい｡(7)l#i齢什には剛作川のｿ&呪パリとの併川により､無難を起こすおそれがをIlJ止するなど適切な処慨を行うこと。（９）
に特にil懇し､必要故小限の使川にとめあるので息恨llIに投与すること。その他ときに浮脈､また､まれに心作九巡
る“帆'irに投与すること。５.副作用があらわれることがある。

2｢茨耐目畢躯面~~司り'ｼｮｯｸ…ｼｮｯｸ…ことがあ‘…への擬与,ｉｎ洲剛淑癖のある"｡,2脈繍｜緬鰭斑鱒舶協謎：騨蛎灘WWI縦蝋潟
ｌな血液の災備のある忠特。(3)爪蛎Ｉを行うこと｡(2)過敏症ときに鯵､鶴稲感、状態を観察しながら慨jKに投与すること
ｌな肝岬Fのある忠什。（‘1)Ⅲ鰯碑ｆＩまた､まれ仁じん岬疹報があらわれることが（｢一般的注窓｣の喰参肌)。
Ｉド御fのある悠称。〈5)本剤の成分にＩあるの江このような捉状があらわれたjル７.妊蝿･授乳蝿への投与
ｌ過敏縦の患者。(6)ブスピリン噛息Ｉ合には投り.を中止すること。(3)消化器ま(1)妊媛中の役ｌｊ.に関する安全性は砿ｊＺ
Ｉ〈非ステロイド性iW炎釧揃剤祁によるＩれに消化器澗蛎があらわれることがあるのぱいないのて:妊婦又は妊蝦はいる可能

鰹遮蝋遡職機織綱擬撚鱗蕊
3.次の患者には慎匝に投与すること秘､胸やけ､ii'i化不良､11Ｗ炎尋があらわ及び乳汁への移行が報告されているのてく
（１）iIli化怖柵癌の既↑I蝿のある恐什。（２）れることがある。(4)精神神経系ときにねむ妊噸末期及び授乳中には投･しないこと。
血液の災柑又はその既往歴のある心荷。（j､また､まれに蝋瓶聯があらわれることが(3)妊蝦末期のラットに投り.した爽験で、
(3)肝陣郡又はその既f雌のある必勝｡(4)ある。(5)血液まれに於血､祷血性1t血、胎仔の動脈符収縮が報繰されている。
腎障群又はその既征雁のある忠荷｡(5)心白血球減少､血小板減少､また､ときに好８.小児への投与
機能恥¥のある悠祈。(6)過敏推の1駈往俄球j帥多があらわれることがある｡(6)皮膚小児に対する安全性は砿化していない。
Ｉ賑のボス小鑑１７)釧秤捗喋《１．の胆汁曇まれに皮間粘膜眼症候群(StCvCns-雁のある恐稀。(7)弧祷支噛息の忠荷。まれに皮獅帖脹Mj&症阪肝(StCvCns-

(8)高齢櫛(｢間齢器への投与』の項参照）Johnson捉峡群)があらわれることがある
4.相互作用ので観察を1-分に行い､拠備が泌めら
(1)次の'侭柴紬の作川砂竹強することがあれたjﾙ合には投与を中止し､適切な処縦
ろの種１ﾙ川するjﾙ合にはその咲業船をを行うこと。（7】肝臓ときにGOT､ＧＰ､1%ア
減鼓するなど慎亜仁投ｌｊ､すること｡クマﾘンﾙｶﾘﾌｵｽﾌプターゼの上)１．があらわれ
系抗雌間剤(ワーファリン涼)、スルホニることがある。(8)腎臓まれ【ﾆ急性ﾁｲ《全、
ル尿搬系血械降ﾘ(l､ルブタマイド禅）オ､フローゼ縦峡群祁があらわれることがあ

(8)盛齢杜(｢商齢箭への投与』の項参照）Johnson捉峡群)があらわれることがある●用法･用量は添付文盲をご覧下さい。

畠曹ローロー｡■■ト⑳輪慧潔
９４８(セ）



本態性高而犀症

ド肥疾忠に伴うI刑血流脈･bII:にもとづく柵抑
症候('11K眠陣'IIlg､l‘1発性低ド､･llIi緒陣'11F）

の改沖

脳梗塞後遺症

回用法･用量

作成年月1995年7硯

回効能･効果

９
９
ｍ
、

ニバジールは脳循環改善作用を併せもつ
Ｃａ括抗性降圧剤です６

Nivadil:…ｼー ﾉL錠
２
４

一つより二つ

g閲。

配黙;薫鷲耳

1.一般的注意

(1)脳仙雅後辿縦の場合
投'j･期間は、臨床効果(ｲi効性)及び

刈作川の稚度を･ザ底し決定することとし、

投ｌｊ･8週-で効采が,認められない場合に
は役ｆｊ･を中止すること。

(2)カルシウム披抗剤の役ﾉﾉ･を急に'''11:し

たとき､症状が班化した推例が報ijrされ
ているので､本刑の休薬を鰹する場合は
徐々に減披し､肌察を１．分に行うこと｡ま

た､忠折に咲師の指示なしに服薬を中
止しないように池意すること‘，

くらみ､また､まれに眠紙､イく眠､しびれ郡があらわれる
２.禁忌(次の患者には投・ｊｊ･しないこと）

(1)頭蓋内出血で止血が完成していないと（‘,就無･と念に食欲ｲ為握似怖確締ｲ《快感懇心．
推定される忠蒋[出血を肋災するおそれ咽1,ｔ､:fた､まれに仙秘､,l､'''’１炎､11渦､胸や”
がある］があらわれることがある。

(2)脳卒中急性期で頭蓋内li皇が冗進して(5)腎臓：まれにＢＵＮ､クレアチニンのヒサ１．群があらわれ
ることがある。

いる懸稀[頭蓋内１．Eの允進を刺懇する(6)過敏症：ときに苑疹､擁推感郡があらわれることがある
おそれがある］ ので､このような珊合には役７．を‘'１止すること。

(3)妊姉又は妊娠している可能性のある姉人(7)その他：ときに顔面潮部.航I､熱感･はてり､のぼせ、
（r妊恥I}､授乳姉への投与｣の項参照）浮蹴､倦怠感､胸ﾁ１W･胸部ｲ《快感､狐ﾙf､また､まれに

耳鴫押があらわれることがある。
６.高齢者への投与

3.恢亜投与(次の忠巷には棋爪に投り･すること）
一般的に溺齢稀では､過哩の降圧は好ましくないとされ

(1)川:機能陣祥のある忠什[本剤は主に肝臓で代州されていること力.ら､,wi齢持に鯉川する場合は､低剛Ｉ,t力,ら
ることから､血中濃度がIWiくなることがある］

投Ｉｊ.をIMI始し､維過を．'･分に脱衆しながら械飛仁投ﾉﾉ．
(2)‘嚇肺荷(rI1‘〃齢折への役リ･｣の項参照）

することが蝋まい､。
4.相互作用

７.妊婦､授乳蝿への投与
併用に注意すること

他の降順潮〔棚版に作ｌＩｌを輔強･『ることがあ…ｕ'綱謡臓鷲鯛駕鰐‘馴ｉｌ繍螺
jIlIltを‘洲節するなどil:患すること］

5副作用(ま"に:0』%求織､ときに:0Ｊ-5%ポ綱．(2)総懸灘蝋鰯撫鱗総驚為
刑ﾙﾘなし：５％以上又は頻度不明）

叩噸柵側繍撚柵,薪i難i柵蝋蝋撒懇
い､災稚が腿められたjル合には投'j･を中止すること。

耀繍蝋撫識‘裟墓墓薦i雛蝋議
ある。

(3)輔神神経：ときに蝋,w,頭亜､めまい.ふらつき、.虻ち投り･で歯肉肥ノミが超められたとの報《';がある。
蕊1995年４月改訂

:脳循環改善･降圧剤(ﾆﾙバジピﾝ製剤） ④取扱い上の注意等につきましては
製品添付文惑をご参照下さい。

■■皿■■⑧③⑬唖｜健保適用’製造発売元

2.禁忌(次の忠著には投・'j･しないこと）

(1)頭蓋内出血で．止血が完成していないと

推定される忠蒋[出血を肋災するおそれ
がある］

(2)脳卒中急性期で頭蓋内川皇が冗進して

いる懸稀[頭蓋内脹の允進を刺懇する
おそれがある］

(3)妊姉又は妊娠している可能性のある姉人
（r妊蜘I}､授乳端への投与｣の項参照）

羽
日
阻
も
、

I■■Ⅲ■丙⑧③⑬唖

商科調求完：藤沢薬品工案擁医桑、棄読

生Ｃａ桔抗！

こり！

本態性海面庄痛：

ニルバジピンとして､述榊､成人にはｌＭ

２～‘''''9を11121111総'1役ゲ･する。
脳梗塞後遺症：

ニルパジピンとして､旭常､成人には111'12,'８
を１１１２Ｍ経【1投グ･する。

なお､掘状に応じて１Ｍ4mgまでj竹欣するこ

とが掌できる。

回使用上の注意堂
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ホッと､あったか
快い温感刺激で獲痛｡消炎

'９４‐唇
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三

鎮痛・消炎温感パップ剤

～



妻
組織活性型鎮痛･抗炎症剤
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１回1カプセルにノ
(朝･夕食後､１日巳回）

使用上のう主滝

（１）一般､坊主責

I〉消炎凱病剤による治嘩は原因蹴装ではなく対症噸窪であることに識窓するこど．２)迩者の祉悪を-1.分浬察し、刷り作用の発現に認窓すること．インドメク
シンで;＆度の梓i風下廃、唾脱、四肢冷却等の握状が根告されているので、特に厩蝿を伴う雨齢審又は澗雁性疾懇の恋新においては、投与後の蝋老の狭態に十
分注意すること.､3)価‘l主疾忠(織地間節リウマチ､変形1没I剛流症等）に対し本弾lを鴎いる場合には､次の郡項番考慮すること｡ア)曇ﾂIﾊ投与可･ろ叫合には
定期的に臨床検衰（尿検垂、皿減挨迩肝慨維検査及び眼科的検査等）を行うこと。また、郷術が認められた地合には減、，休躍等の;迩切な措賦奄誠ずるこ
と。イ）薬物叙雑以外の織鱗心考塵すること。４)感染症舎不顕性化するおそれがあるのて湯、感染による炎ﾁ宝に対して用いる蝿合には適切な抗画剤暑併翻し、
麺家曇十分に行い恢諏に投与すること．．５)他の消炎銅流剤との鰯剛は避けることが望ましい侭６)眠虹、めまいがあらわれることがあるので、本剤投与中の怨御二は自動卯〔の諏転等、危険砦伴う擬拭の猟作にほ従派きせ五〔ｉｊﾐ可(ﾐ垂涌子息萱這

（２）次の忠者には投与しないこと

I）消化'１生潰癖のある忠者２)正漉な血液の異総のある忠者３)飯蛎な肝障害のある雄者４)正輔な腎障害のある忠者５)亜
漉な心機能不全のある忠者６)軍溺な認血圧錘の患者７)亜篤な臓炎の忠者８)本剤又はインドメタシン、サリチル酸系化合
物（アスピリン等）に過敏症の忠者９)アスピリン端.魁（非ステロイド性消炎鋲揃剤等による端息発作の誘発）又はその既往
｣唾のある忠雲行１０)妊婦又は妊娠している可能1生のある婦人１１）ジフルニサル、トリアムテレンを投与中の忠者（r相互作用」のxm参照）

(７

・す受卑Lウ

Ｉ）ショック／まれにショック症状があらわれることがあるので、奴索を十分に行い、冷汗、肌而若白、呼吸困剛、血圧低下郡の症状が鱒められた喝合には、
投与を中止し、適切な処I虹を行うことﾛ’２)澗化器／まれに洲化性澗晦、岡脳出血があらわれる二迄が勘おので、このよう駁症状があらわれた期合には投与
を中止すること,，また建と心に胃捕、脚部不快感、間、悪、順流、食欲不振、迦心・曜吐、下痢、便秘、胸やけ、口内炎、脚炎、胃鵬症状、また、まれに服
部彰黙感、口渇、舌苔、舌炎、口衝炎等があらわれることがある。３)血液／逃れに寅血、白血球減少、好I疫琴揃多、皿小娠滅少、皮下出』趣等の血液瞭窪が
あらわれることがあるので、皿液挟壷を行うなど辿奈ぞ十分行い、異飛が認められた場合には虹ちに投与を中止巴すること。なお、本剤の活憧代謝物のインド
メタシンで、諏生不良性武血、；客皿性責血があらわれたとの報告がある園４)皮腐／まれにStcvens-Johnson症候卿（皮庸枯脹眼鍾候群)、脱毛、また、本剤
の活性代謝物のインドメタシンで、LyGlI症候群（中諏性表皮壊死症）があらわれたとの報告があるので、このようなｿ定状があらわれた喝合には役.写を中止bす
るなど適切な処賦曇行うこと‘．５》過敏症／法れに端,魁発作郡の急性呼吸陣香、鵬た、ときに姥ｊ窪、恢擁等があらわれることがあるので、このような症状が
あらわれた場合には投与を中止すること．６)感蝿器／窪れに耳鳴、眼の充血、盃Iﾘ』、味覚拠榊等があらわれることがある“なお、木剤のj舌性代州物のイン
ドメクシンで恢性側姉リウマチ懇看守に曇期連用して、魚眼混濁及び網脱陣沓があらわれたとの報告があるので、澗駆症狭（癖視等の視覚異常）があらわれ
た鴫合には直ちに投与を中止すること．７)碍織／まれに符陣誓があらわれることがあるので、定期的な検査を行うなど覗崇を十分行い、異常が泥められた
場合には、道ちに投与を中止し、適切な処瞳暑行うこと．諜た、ときにＢＵＮの上昇、また、狸れに皿中クレアチニンの上昇、尿辰減少郡があらわれることが
ある.，ぷお、本剤の活‘性代鮒物のインドメタシンで、急性群不全、ネフローゼ症候群があらわれたとの根告があるので、このような痕状があらわれた場合に
は政ちに投与を中止し、辺i切な処鐙奄行うこと。８)肝臓／ときにGOT，GPTの上昇、濃た、まれにAI-P，ＬＤＨの上昇等があらわれることがある‘’９)稲抑
神経系／ときにめ法い、ふらつ心、塾た、護れに叩痴、しびれ感、眠筑等があらわれることがある。なお、本剤の潅性代謝物のインド〆クシンで、旗坐があ
らわれたとの躯皆がある。１０)披諏器〆凄れに動体、皿j塵上昇等があらわれることがあるロ１１)その他〆ときに浮腫、蕊た、まれに憾逗感、のぼせ感、飯尿、イ睡体;皇、発舶があらわれることがある。
)､窟堕警への』雲高"糊では､－ｍｲ諏永あらわれやすいので､少皿から投与を伽始する紅ど遜者の状睡を鋭崇しながら↑興亜に投与ずる二と．、■一■一一一 一一 一■ =- ＝ﾖ

（８）妊婦 冊へのｷ受与

I）妊娠中の投与に段)し次のような報告があるので、妊妬I,または妊娠している可能‘i生のある婦人には投与しないこと。ア)本珂
の;舌性代謝物のインドメタシンで、妊娠末期に投与したところ、胎児掘醗持続;症（PFC)、胎児の動脈管収縮、手二水過少症、
新生児腎不全が起きたとの報告がある。イ）本剤の活性代謝物のインドメタシンにおいて、動物実験（マウス）で他奇形作用
が、また、本剤ではラットで潜床率の減少、死亡吸収I玉の出現独度の蛎加が報告されている。ウ）妊娠末期のラットに投与した実験で、胎児の動脈椿収縮が報告されている冬
2〕ラット
ご)ラットで字L汁への移行が幌告されているので、授乳中の蝿人には奉剤投与中は授乳を避けさせるこ

り烈尖撫留盤量′１１騨穀ｆろ室尋窒!;1重重しgiaXZj1X,慶漉爾葱瑚晦詞
(10)適用上の;主調上ｌ）本剤は窒恥時投与で吸収が低下するので、必ず通捕食摂取磯又はミルク等とと
下している忠猶では本剤の吸収が低下弓ｊ･ると考えられるので、この樺紙忠者への投与:は避けること‘、
１日剛風400mgぞ趣えて投与する場合､腿床上もの布剛性について硫潔しながらｲ聾用する二と.．

雲二Ｊ,｛

と.！

ｂに服用させること｡２)胆；十うっ稲等、胆汁分泌の低
３)本剤は投与凪の地加些ともに吸収率が低下Ｐするので．

．ご………調《階謹24銭h急鍾織悪悪縮ii室芦壮
黄料詔求先：医薬事業部インフリー係まで， E-Cn9703



〔薬価基準収載〕

経皮鎮痛消炎剤

⑬昌篭…堰議ユ解.熟
③久光製薬株式会社

ＭＯＨ歴UＳ〒Ｍ１粟京緬扇川区画五…-，
I，

●モーラスは、ケトプロフェンを主成分とする

経皮鎮痛消炎剤ですｂ

●ケトプロフェンはすぐれた鎮痛消炎作用を有し、

しかも経皮吸収性にすぐれていますも

●すぐれた粘着性･伸縮性を有しているため､関節
などの可動部位にも貼付できますも

■効能･効果

下記の疾患並びに症状の鎮痛･消炎

変形性関節症､肩関節周囲炎､鍵･腿鞘炎､艇周囲炎、
上腕骨上穎炎(ﾃﾆｽ肘等)､筋肉痛､外傷後の腫脹･窪痛。

国使用上の注意

、一般的注意

(1)消炎餓痴剤による治慨は原因採法では欺く､対症煉法である

ことに紺窓すること。

(2)皮膚の感染症を不頚性化するおそれがあるのでK感染を伴う
炎症に対じて用いる場合には適切な抗薗剤又は抗真酋剤を
併用し､皿察を十分に行い慨inに投与すること｡

(3)慢性疾患(変形性間節症群)に対し本剤を用いる場合には薬

物疲法以外の慨謹も考慮すること｡また患者の状態を十分に
観察し陰測作用の発現に認窓すること。

'21次の忠者には使用しないこと

(1)本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者。
(2)アスピリン端息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等に

よるﾛ器息発作の濡発)又はその既往歴のある患者。

同次の忠者には慎璽に使用すること
気管支端‘似のある必希。

回副作用
皮膚：と啓に発疹､発赤､睡謡､かぶれ､窪挿感など力“た､まれ

に光線過敏症､刺激感､贋蝿があらわれることがある‐

これらの症状が強い叫合は使用を中止すること。

＊その他の使用上の注意については添付文誓を参照じてください。

一三劫””伽 【伸縮性】鎮痛･消炎テープ剤



詞薬価基準:収載

'1俸田卜の津毒！ト

“一錘瓦両 ･列 することがある｡Ｉ ノ

注射用セフェム系抗生物質製剤
⑬

弓叉
⑨

j識注爾Ｑ５ｇｏ制ｇｏキリノトＳ弧ｇｏキットＧ制ｇ

(日抗基注射用塩酸ｾﾌｵゾプﾗﾝ）電号ＣＺＯＰ
1.本剤の使用にあたっては、耐性函の発現等を防ぐた

め、原則として感受性を砿肥し、疾病の治療卜必興
な遍少限の期間の投与にとどめること。

2.本剤投与前に感受性の碗腿が行えなかった禍合､本
剤投与開始後３日をめやすとして本剤に対する感丑
性を砿配し、本剤投与が;唖正であるか判断すること。
なお、本剤に感異性が醒められない珊合、；息やかに
他の蕊剤に変更すること。

3.感審の状態などから判断して、７日以上にわたって
本剤を投与する喝合には、その理由を常時明確にし、
発1香の出現や肝按能異常等の副作用に凹窓し、浜然
とした継続投与は行わないこと,、

高い1ｍ中涙腰が州縦することがある｡］３)血液：ときに知粒球減少、獣た、他のセフユム系抗

霞;W縦U篭錘畿雛"鰯蕊鯉砿14,高腰の肝硫審の‘釣る懇署〔脈隔害が悪化す為ことが生物画で溶血性質血があらわれることが報告されて
ある｡］な遍少限の 期 間 の 投 与にとどめること。いるので・異常が鯉められた埋合には．投与を中止

２．本剤投与前に感受性の碗腿が行えなかった禍合、本(5)芯齢朽(『高齢者への投与｣のz同祷照）するなど翫切な処澄を行うこと。
剤投与開始後３日をめやすとして本剤に対する感丑（６）経口概取の不良な懇審又は咋暖ロ栄豊の狸番、全身４)消化器：準れに尚恥性大胴炎等の血便を伴う亜璃な

状態の悪い懇巷。〔ビタミンＫ欠乏症状があらわれる大隅炎があらわれることがある。阪癌、細回の下痢性を砿配し、本剤投与が;唖正であるか判断すること。
ことがめるのでiMl癖を十分に行うこと。〕があらわれた鳩合には直ちに投与を中止するなど函なお、本剤に感異性が醒められない珊合、；息やかに

他の蕊剤に変更すること。 ５％ブドウ穂注綱液添付のキットＧのみ切な処世を行うこと。

３.感審の状態などから判断して、７日以上にわたって(1)カリウム欠乏細向のある響摺［ブドウ蝿がカリウム５)呼吸器：他のセフエム系抗生拘閲でまれに発坤、咳
本剤を投与する喝合には、その理由を常時明確にし、 と共に細胞内に取り込まれ、カリウム欠乏細向を肋轍、呼吸困難、胸部Ｘ課異索、好酸球増多等を伴う

長することがある｡〕間寅性肺炎、ＰＩＥ症候群等があらわれることが報
発1香の出現や肝按能異常等の副作用に凹窓し、浜然(2)糖尿油の超(者［１W脈内へのブドウ;蝿の投与により血告されているので、このような症状があらわれた蝿とした継続投与は行わないこと。

糖勉が急理に上昇する可能性がある｡］合に雌投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等
1．一 般 的 注意(3)尿崩渥の患者〔派隈貢を含触ない据液の投与によりの函切な処鍾を行うこと。
(1)ショックがあらわれるおそれがあるので、十分な側水分のみが負荷される｡］６)中枢神経系二宵不全の患者に大胤投与すると;亙坐等

診を行うこと。なお、票前に皮膚反応を尖施するこ１４】胃不全のj露新［逓沸画を含鰍ない掘溌の没与によりを起こすことがある。
とが望ましい。水分のみが負荷される｡Ｊ７)まれ にＤＩＣがあらわれることがある。

(2)ショック発現蹄に救急処世のとれる牟伽をしておく生理食塩液添付のキットＳのみ（2>その他の副作用
こと。また、投与後患審を安琳の状態に保たせ、十（１）心職、妬頚器系慨雌陣害のある逃者（ナトリウムの１)過敏症：発疹、幹麻疹．紅斑、鰯療、発泌、リンパ
分 な双察を行うこと。負荷により腫審が悪化することがある｡］眼睡鰹．側師癌鐸があらわれることがあるので‐この

2.飛忌：（次の患者には投与しないこと）
（１）本剤の成分によるショックの畦往歴のある愚者。
(2)低弧性脱水症の慰者(５％ブドウ糖注射液添付のキ

ットＧのみ）［猛解質を含唆ない輔液を投与すると
脱水が増悪することがある。］

(2)胃風容のある遥者〔ナトリウムの貯留を助長するこような埋合に鯵投与を中止し、適切な処睡を行うこと。２.飛忌：（次の慰者には投与しないこと〉

胤溌鰯燕舗巽鶏?蕊溺鵜繍鼻ａ*銚腺｡］２》潔装訴洲･ｸﾚｱﾁﾆﾝの上郷綿があら
ツトGのみ)[猛解質…恋い輔液を投与すると鵜熊溌』二烏）〔調似化合物(他のｾﾌ望ﾑ系３)黙参議駕駕雛潔逢乎小’励戚少､廻小脱水が増悪することがある｡］

薬剤)で僻用による蒋碗害地強作用が報告されている４>肝屋：ＧＯＴ､ＧＰＴの上昇。また、ときにＡＬ－Ｐ､ＬＤＨ、
3.原則銚忌(次の懇番には投与しないことを原則とするので､例用する埋合には腎搬鵬に注意すること｡]γ-GTP・ﾋﾘﾙﾋﾝの上昇等があらわれることがある。
が、糊に必要とする鳩合には似、に投与.寸・ること）。６.副作川

本剤の成分又I感ｾﾌｪﾑ系抗生拘寅に剰し過敏症の既「護緬ﾐー 亨両尭識-を-ぎだ市万三認茶恋-副詞，ｓ惚総.:鴇鰯撫駕ち繍蕊と蝿毅部
往歴のある患者。 ０なし：５％以上または短度不砂IL------_---------------------___------__________」６)函交代唾：まれに口内炎、カンジダ症があらわれる

4.慎重投与(次の患祷には個重に投与すること）(1)掴[大な副作用 ことがあるｃ
静注用及びキット共通 １)ショック：シヨノクを起こした例があるので、覗索７)ビタミン欠乏症：窪れにビタミンＫ欠乏症状(低プ
(1)ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既綾歴のあ器を十分に行い、不快感、口内興常感、端醐．§玄畳、側ロトロンビン血鹿、出血傾向群)．ヒタミンＢ群欠乏

怨番。 意、耳鳴、発汗弊の異常が認められた叫合には投与症状〈舌炎、口内炎、此款不振、神経炎等)があらわ
【2)本人又は両親、兄弟に気壱支端息、発疹、稗麻疹等を中止し、運i切な処暇を行うこと。 れることがある。

のアレルギー症状を起こしやすい鉢黄を有する患老。２)背風：他のセフエム系抗主拘閥で、譲れに急性青不８)その他：ときに潟カリウム血症、皿病アミラーゼ上
（3】高度の腎鍾害のある窪者［木剤は主として青詫から全等の重遮な腎陣密があらわれることが鯛告されて異があらわれることがある。

排池されるため、高度の腎限雌障害(1列えばクレアチいるので、異濡が郷められた咽合にば、投与を中止
ニンクリアランス値:30ｍl/分以下等)のある患者ではするなど適切な処瞳を行うこと。

国本斉ﾘの効能･効果､用法･用量､使用上の注意の詳細および取扱い上の注意等については､添付文書をご覧ください

I9Z庇ＳＴＣZ/Ｖ・“…④武田薬品工業株式会社“”…日本ﾚダﾘー 株式会社
〒５４１大阪市中央区道修町四丁目１番1号 〒１０４束京部中央区京橋一丁目１０醤３号

[１９ｇ５ｑＢ２ＦＭＢＢＩ－Ｉト



●心身症(高血'千拝､胃｡十二指腸漬傷)の身体症候ならびに不安｡緊張｡抑うつ°睡眠障害に

●腰痛症､頚椎症､筋収縮性頭痛の不安｡緊張｡抑うつおよび筋緊張に

精神安定剤

鼻デア
エチゾラム

禁忌(次の患者には投与しないこと）

●急性狭隅角緑内障の患者
●重症筋無力症の患者

.§･詳細は製品添付文書をご参照くださいｃ

〈効能･効果〉

ｏ神経症における不安･緊張.抑うつ.神経衰弱症状.睡眠障害
○うつ病における不安.緊張.睡眠障害
ｏ心身症(高血圧症.胃･十二指腸浪癌)における身体症候ならびに不安・

緊張･抑うつ.睡眠障智

ｏ綱神分裂病における睡眠障害
ｏ下記疾患における不安・緊張・抑うつおよび筋緊張
頚推症.腰痛症,筋収縮性頭痛

く用法･用量〉
神経症,うつ病の場合

通常，成人にはエチゾラムとして１日3ｍｇを3回に分けて経口投与する．
心身症.頚椎症,腰痛症,筋収縮性頭痛の場合
通論.成人にはエチゾラムとして１日1.5ｍｇを3回に分けて経口投与する．

睡眠阻害に用いる場合

通常，成人にはエチゾラムとして１日1～3ｍｇを就寝前に１回経口投与する．
なお．いずれの場合も年齢．症状により適宜増減するが，高齢者には．
エチゾラムとして１日1.5ｍｇまでとする．

<使用上の注恵〉
(１１一般的注恵

眠気,注意力.集中力●反射運動能力等の低下が起こることがあるので、
本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従頭さ
せないように注遥〔すること．

【2)次の患者には投与しないこと

１)急性狭隅角緑内陣の患者
２)頭症筋無力症の悪者

(31次の患者には慎亜に投与すること

１)心障害,肝陣害,闇障害のある患者
２)脳に器質的障害のある患者(作用が強くあらわれる）
３)小児

４)高齢者(r高齢者への投与Jの項参照）

５)衰弱患者
６)中等度呼吸陣害又は亜濡な呼吸障害(呼吸不全)のある悪者

綴5mg｡'m９
（4j相互作用

次の医薬品との併用又は飲酒によりその作用が珊強されることがある

ので,このような場合には投与しないことが望ましいが.やむを得ず投
与する場合には慎匝に投与すること．
フエノチアジン誘導体,バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤，
MAO阻害剤

【5;副作用

１)依存性大量連用によりまれに薬物依存を生じることがあるので,観
察を十分に行い,用逓を越えないよう慎重に投与すること.また,大量
投与又は連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止によ
り．まれに疲撃発作,ときにせん妄,振戦,不眠,不安,幻覚,妄想等の
禁断症状があらわれることがあるので,投与を中止する場合には,徐
々に減量するなど慎重に行うこと．。

２)精神神経系ア.輔神分裂病等の精神障害者に投与すると逆に刺激興
恋,錯乱等があらわれることがある．
イ.ときに眠気,ふらつき,めまい,歩行失調,頭揃･頭重,宮語障害.ま
た,まれに不眠.酪画感.典蒋,焦謀,振戦,眼症状(露視,調節障害)が
あらわれることがある．

３)肝臓ときにGOT,GPTの上昇があらわれることがある．
４)呼吸器まれに呼吸困難感があらわれることがある．
５)循環器まれに動倖,立ちくらみがあらわれることがある．
６)消化器ときに口渇,悪心･眠気,また.まれに食欲不振.岡･腹部不快
感,昭吐,腹痛,便秘,下痢等があらわれることがある．

７)過敏症ときに発疹.また.まれに薄麻疹,溌擁感等があらわれること
があるので．このような症状があらわれた場合には投与を中止する
こと．

８)骨格筋ときに倦怠感,脱力感.また,まれに易疲労感,筋弛緩等の筋
緊張低下症状があらわれることがある．

９)その他まれに発汗､排尿阻害,浮腿騨閉があらわれることがある．

※<高齢者への投与><妊婦･授乳婦への投与><小児への投与〉
〈その他>詳細は,製品添付文響をご参照ください｡<薬価基準収蔵）

、鵠製難
ヨヨトー〒541大阪術中央区平野町二丁目６冊9号

ＤＰ梱a(B5>1994年４月改灯(G】
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国使用上の注意(一部抜粋）

木剤の使用にあたっては,耐性菌の発現尋を防ぐため,原則として感受
性を肺肥し.疾痢の治療上必婆な最少限のＩⅢ問の投与にとどめること。

⑧一般的注潅(1)本剤はメチシリン･セフェム耐性の黄色ブドウ球菌感染症

に対してのみ有用性が淫められている｡ただし.ブドウ球菌性胆炎に対しては

非経口的に投与じても有用性は腿められない。(2)急速なワンショット岬注又

は短時間での点滴肺注を行うとヒスタミンが遊荊されてrcdnGck(rcdman）

症候群〈顔,頚,躯幹の紅斑性充血,癖捧諦),血圧低下諏の副作用が発現

することがあるの五60分以上かけて点滴静注すること。(3)投与期間中は血

中濃度をモニタリングすることが望ましい｡ｅ次の悪者には投与しないこと本

商11の成分によるショックの既往眠冨のある駆者④次の悪老には投与しないこと

が望ましい菰やむを得ず投与する必要がある坦合には恢亜に投与すること（１）

本剤の成分又はペプチド系抗生物間.アミノ聴系抗生物質に対し過敏痕の既

往歴のある患者(2)ベプチド系抗生物質,アミノ穂系抗生物質による難聴又

はその他の難聴のある患者③次の蝋者には澗亜に投与すること(1)腎陣害

のあぁ旭者(2)肝陣害のある忠将(3)高齢者(4)未熟児.新生児⑨相互作

用(1)全身麻酔蕊を同時に投与すると.紅斑･ﾋｽﾀﾐﾝ抑湘紅.アナフィラキ

MRSA感染症に意蕊麗照繍W駕鞍，闇競蕊露裂躍騨蕊

グﾘｺぺブﾁド系抗生物質製剤
月田一学

鍋塩酸バンコマイシン

質,コリスチン等ポリペブチド系抗生物質.アムホテリシンＢ,シスブラチン郡の

腎照杏.聴覚陸害を起こす可能性のある薬剤との併用を避けること。やむ

を得ず併用する埋合は,副作用を蝋強するおそれがあるので.慎重に投与す

ること。○副作用(1)ショックまれにショソクを塁こ-ｌ､ことがあるの逓辿宗

を．１．分に行い,災榊がiI恩められた蝿合には.役いを中止し､適切な処祇を行う

こと。(2)過敏症発疹.鞭麻疹.描瓶発赤,頗価紅潮郡があらわれることが

あるの種このような掘状があらわれた鳩合には投与を中止･』･ることが割まし

い力〈やむを得ず投嫉を続ける鳩合には適切な処凝を行うこと。(3)神経系ま

れに舷･Ｉｌｔ,』『11‘,聡ﾉJ低下郭の城8脹神雑陳Ｗがあらわれることがあるの竃

聴力検在淳観衆を卜分に行うこと。また.このような症状があらわれたjM合

'二は投.'j･を中止．j･ることが謎ましい力《やむを緋一ド投与を銃ける場合には慨

‘Ｒに投与すること。(4)肝展ピリルピン､ＧＯＴ･ＣＰＴ,Ａ１－Ｐの上押諌があら

われることがあるので脱察を|･分【二行い､災州が認められた場合【二は,投与

を中止-｝・るなど適切な処綴を行うこと。(5)腎臓まれに急1'1押ﾃ不全郡の1K施

な粁陣群があらわれることがあるの電定刈的に検変を行うなど観宗を１．分

に行い.出講が認められた場合には投与を中止することが割まい､力《や心を
僻ず投Ｉｊを続ける期合に雑減Ilt-j-るなど棋01〔に投与すること。

点滴静注用０．５９
日抗基注射用塩酸バンコマイシン

回薬価基準収蔵■｢効能･効果｣,｢用法･用量｣,その他の｢使用上の注意｣については,添付文謹をご参照ください。
〔寅料鯖求先〕塩野義製薬株式会社製品部
〒553大阪市桶島区駕洲5丁目12-4
‘９１．５.作成Ｂ5２ ≦Z隊， イーライリリー社提撰

大阪市中央区迦惚町３－１－８〒541③’シオゾギ製薬

l馴卿，
ANTI服A(CTERⅢAIL
AIGENT鰯鋤と…富力

I蕊麹重蛎ii蚤‘’
誘辱恩傘｡暇…一一－.…：日抗基注射用ﾌﾛﾓｷｾﾌﾅﾄﾘｳﾑ略号ＦMOX

@ﾌﾙﾏﾘﾝ|蝉三世代ｾﾌｪﾑ系のグﾗﾑ陰館il謝する優れ姉i菌力
を保持しながら,艶ブドｳ鵬をはじめﾗﾑ陽性菌にも強1,Wi菌力を
有する均整のとれ揃生帳である。

@PBP-2'を熱しにくい。

8副作用腿22%に謡し,その主なものはｱﾚﾙギー症状と胃腸獄で
あった。

画効能･効果プドｳ球面属,ﾚﾝｻ球繭属(鵬球菌を除く).肺炎球面,ペプトストレプトコッ土
ス風,ブランハメラ･カタラーリス.淋菌‘大鵬潤,クレブシエラ属.プロテウス風.インフルエンザ閲‘
バクテロイデス艇のうち本剤感性画による下肥感染症○敗血鍵,感染性心内鯉炎Ｏ外側･手術
制等の表在性二次感染ｏ唖殺頭炎,眉挑炎,鉦管支炎.弧祷支拡姿窪の感染時.慢性呼吸雛
疾似の二次感染Ｏ腎孟腎炎.蹄耽炎前立腺炎.淋菌性尿道炎○患のう炎‘胆管炎○収膜炎‘
什盤旗賦炎.ダグラス寓膿癌ｏ子宮付属鵠炎.子宮内感染.骨盤死腔炎.子宮雰結合織炎.バ
ルトリン腺炎ｏ中耳炎‘副鼻腔炎

回使用上の注意(一都披紳】

本剤の使用にあたっては.耐性瞳Iの発現等を防ぐため.原則として感受
性を確艶し.疾病の治縦上必要な簸少限の期側jの投与にとどめること‘，

⑪一妓的注窓(1)ｼｮｯｸがあらわれるおそれがあるの五十分躯問診を行うこと｡なお.祁前に皮腐
反応を実莞することが望豪しい。(2)ｼｮｯｸ発現時に裁急処賦のとれる準伽をしておくこと｡誰た･投
与後遡者を安陥の状態に保たせ,十分な観察を行うこと。④次の思考には投与しないこと＊剤の
j…J~､-.,‘ｂＪｚ１．”vﾉ馬厄'主煙ｗぬっ心石画丞の蝋論には旗手しないことを原則とするが;特に必興と

する蝋合には恨皿に投与すること木剤の成分又はセフェム系抗生物質に対し過敏症の既往歴のあ
る胆者③次の思蕃には慎画に投与すること(1)ペニシリン系抗生物質に対し過敏症の既往歴の
ある忠者(2)＊人又は両親.兄弟に気管支噌息.発疹.雪麻疹等のｱﾚﾙギー症状を起こしやすい
仲間を禄rる辿稀(3)高度の腎練醤のある懇新(4)繕口概取の不良な患者又は非義口栄誕の蝉
松高齢者､全身状態の悪い“f(ビタミンK欠乏症状があらわれることがあるので肌察を十分に行
うこと｡）③相互作用フロセミ崎の利尿剤との併用により野滞性が蛎強されるおそれがあるのでも
併用する培合には慎重に投与すること．⑥副作用(1)ショックまれにｼｮｯ鋤!状を起こすことがあ
るので･観察を．I･分に行い.不快感.１１内災常感.溜賜.賎銑.使愈,耳叫.苑汗沖の繭款があらわれ
たjﾙ合には投ﾂ･を１'8止すること。(2)過敏症随疹蔀麻疹.療咋‘跡.発然.師､i紅淘.皮間悪党
拠柑悪評の過敏撤状があらわれたjﾙ合には,役リを''１止し適切な処慨を行うこと。(3)腎臓よれに
急性冊不全線の爪罵な升陳Ｗがあらわれることがあるので.定1W的に検溢を行うなど鋭察を１．分にｉｆ
い･災桁が認められたj3合には‘投ツを中止し適切な処盃をi了うこと．(4)血液きれに義耐郵縦．
』た．ときに赤血球減少.好酸球Ｉｳ)多･ヘモグロヒ'ン減少.へ寺トクリッI,減少.血小版減少又は附参
がJ)らわれることがあるので,郷常が蝿められだ」ﾙ合には役り割をll8112L,適切な処戒を行うこと｡土だ，
他のセフ桑ム系製剤で溶血11ｉ１ｆ血があらわれることが慨告されている。(5)肝臓S-GOTいI.,S‐
ＧＩ》‘I､上Ｈ‘が,またときにアルカリフャスフアクーゼｋ)Ｉ．､ピリルヒ'ンl:>１．が.またまれにγ-ＧＴＰｌｉｌ．
ｕＰｋ》Ｉが“むれることがある｡(6)消化器まれに偽蕊溌大脳:ﾀ癖の血便を伴う派鰯j”閏9炎が
あらわれることがある｡鞭琉.猟側の下卿があらわれた場合には.l心に役7.を'''1上･『るなど適切な延
髄を揃うこと｡ときに，Ｆ刑.炊使.また,まれに感心,畷吐,脳部膨槻感淳があらわれることがある。（７）
皮府まれに皮膚帖脳眼撤候群(Stcvcns-Johns(〕､縦候作)があらわれることがあるので.脱粥を|、
分に行い･兇柑が１２められた』』合には投･を''１』I:し,適切な処慨を行うこと。(8)ﾛﾁ吸器生れに弛
然･咳斌･呼吸Ⅲ随,胸部Ｘ線災常.好碓球瑚多淳を伴う間貿性馳炎.PIE窪$峨癖があらわれるこ
とがあるのでこのようZ錘状があらわれた場合に雌投り･を：IIjI:し.綱滞皮質ホルモン剤の投j櫛の適
切な処紐をi了うこと向

成分によるｼｮｯｸの既往歴のある繊藷 ③次の忠者には投与しないこ

国薬価基準収餓■｢用法･用湿｣,その他のr使用上の注意｣については.添付文書をご参照下さい。

③E鐸罵薫筆謡
〔箕料賄求先〕塩野綻製薬株式会社製品部〒553大阪市福島区駕洲5丁目12-4

'94..1作成Ｂ5２


